
　　　

　第2次橋本市長期総合計画

実施計画

令和8年度～10年度



実施計画　施策一覧表
基 本 目 標 政　策

1 商工業

2 農林業

3 観光

4 雇用・就労・労働環境

5 企業誘致

6 シティプロモーション

7 情報コミュニケーション

8 危機管理・災害

9 消防・救急

10 交通安全・防犯

11 消費生活

12 地域公共交通

13 土地利用・市街地・景観

14 道路

15 上下水道

16 自然環境

17 循環型社会

18 環境衛生

19 住宅環境

20 公園・緑地

21 健康・医療

22 社会保障

23 地域福祉

24 高齢者福祉

25 障がい者福祉

26 人権・平和

27 男女共同参画

28 出産・子育て環境

29 子ども・家庭

30 地域・家庭・学校・行政の連携

31 学校教育

32 生涯学習

33 生涯スポーツ

34 歴史遺産

35 文化芸術・国際交流

36 青少年健全育成

37 地域コミュニティ
① 情報共有の推進

② 市民参画の推進

③ 広域行政の推進

④ 産官学との連携

⑤ 健全な財政運営の推進

⑥ 効果的・効率的な行政運営

⑦ 行政情報システムの構築と事務効率の向上

⑧ 人材の育成と効果的な組織体制

施 策 項 目

（１）賑わいと活力を創出する地域産
業づくり

（２）雇用の創出と就労環境づくり

（３）充実した情報整備と魅力的なま
ちづくり

（５）豊かな自然と暮らしが調和する
生活環境づくり

（６）住み慣れた地域で安心して暮ら
せる持続可能な仕組みづくり

（７）一人ひとりの個性が尊重され思
いやりのあるまちづくり

（８）妊娠・出産、子育てから教育ま
で切れ目のない支援とそれを支える社
会づくり

（９）生涯にわたる生きがいづくりと
心の豊かさを高めるまちづくり

基本方針1
協働によるまちづくり

基本方針2
多様な連携の推進

基本方針3
持続可能な行政運営

【Ⅰ】ともに創る

「産業の振興と雇用を創出し
定住できるまち」

【Ⅱ】ともに守る

「安全・安心な暮らしを守り
支えるまち」

（４）安全・安心な暮らしと、生活の
利便性を支える都市基盤づくり

【Ⅲ】ともに育てる

「子どもから高齢者まで
 ともに育み学び合うまち」

行政推進の基本姿勢
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞ 予算要求に向けた指示 意見等 政策調整会議後修正当為

⇓ ⇓

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 772 772 772 772 772 772 772 722 722 722

実績 796 - - 744 - - -

目標 1,529 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641

実績 1,529 - - -

目標 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

実績 0 1 1 1 1 1 1

目標 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

実績 24 31 34 39 45 50 54

目標 10,360 12,700 13,900 23,000 27,000 32,300 38,400 48,000 55,200 66,200

実績 10,360 20,085 18,815 29,869 40,319 43,917 32,639

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

主管部局 経済推進部 関連部局 産業振興課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

魅力あふれる店舗、商業・サービス業の充実

商業環境の充実

商業・サービス業充実のための各種制度の充実

商業イベントの充実

工業の振興

地場産業の経営基盤の強化

はしもと産品のブランド化の推進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅰ】産業の振興と雇用を創出し定住できるま
ち

政策 1賑わいと活力を創出する地域産業づくり

施策項目 1 商工業

実現したい
まちの姿

商業・サービス業が振興し、農や観光と連携した物販・飲食などの新たな商業・サービス業が展開されています。ま
ちの賑わいが取り戻され、暮らしやすい自立したまちづくりに近づき、企業誘致の波及効果によって中小企業の生産
力が向上し、一定の雇用が期待できるようになっています。また、伝統産業の後継者育成や技術の高付加価値化が行
われている状況となっています。

1 年間商品販売額 億円 -

2 市内総生産額 億円 -

3
伝統的工芸品職人の育
成（へら竿）

人 E

4 新商品開発件数 件 B

5
（参考）ふるさと納税
年間寄付件数

件 B

1
市民は、日常生活の買物は地元商店での購入に努めます。

2
事業者・関係団体は、市民ニーズや高齢化に対応したサービスの提
供および情報発信に取り組みます。

3
事業者は、各店舗連携しそれぞれの特徴や強みをいかした魅力的な
サービスの提供に取り組みます。

4
事業者・関係団体は、地元の新規就業者や既に就業経験のある者の
雇用創出に努めます。

5
事業者は、創意工夫により経営基盤の安定・強化、経営の革新に取
り組むよう努めます。

B

少子高齢化が進み事業主の高齢化も進んでいる中、新規創業や事業承継支援に継続的に取り組んでいきます。また、民間事業者
と連携したプロモーション事業などで本市及びはしもと産品、事業者のＰＲを効果的に行い、市産業の活性化に向けて取り組ん
でいきます。さらに、デジタル化等の新たな事業経営の波にも対応していけるよう支援に取り組んでいきます。

地域通貨の運用など地元店舗での消費に繋がる対策に
ついて、商工団体や市内事業者と連携して進めます。
地場産品を地元住民に認知してもらうため、地元での
露出・販売を促進します。

 実 施 計 画  の 見 方

１．施策の概要
　　 橋本市長期総合計画における施策項目の位置づけや施策を通じて

　　 実現したいまちの姿をを記載しています。

２．施策評価結果
　　　施策の状況を見るため前年度の施策評価の結果を記載しています。

　●２－１．目標値の達成状況
　　目標値の達成状況について確認できます。

　　Ａ：進捗率100％以上 

　　Ｂ：進捗率50％以上

　　Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 

　　Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある

　　Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

　●２－２．施策評価結果　：市民・団体・事業者などの取組み内容　
　　協働の取り組み方針を確認できます。

　●２－３．施策評価結果：施策全体の方針
　　施策評価での今後の方針を記載しています。
     Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 　　Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調

     Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある   Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある 

     Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

　●２－４．施策評価結果：構成する施策
　　施策項目を構成する施策を記載しています。

　　また、各個別施策の評価結果を記載しています。
　　Ａ：想定上の効果があり進捗は良好である。

　　Ｂ：想定どおりの効果があり、進捗は順調

　　Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある

　　Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある

　　Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

産業振興課 → → →

産業振興課 → → →

産業振興課 ↑ → →
事業者の意見（支援継続）を踏
まえ、予算計上継続について考
えること。

事業者が儲かるようにオムレツに固定せ
ず、店舗の声を聞きながら今後の方向性、
取り組み内容を検討すること。

産業振興課
政策企画課

↑ → → ◎
国の補助金をあてにせず、対議
会に向けた根拠、実績を示すこ
と。

現状のボランティア（有償、無償問わず）
登録に留意しながら、マンパワー不足に対
して地域通貨の利用を考えること。
周知方法を考え、事業者登録を伸ばすこ
と。

魅力あふれる店舗、商業・サービス業の充実

施策内容

●商店が集積している地域では、商業機能の充実や、満足度の高い商業・サービス業と雇用の創出を促進し
ます。
●林間田園都市駅、橋本駅など通勤拠点となっている駅前地区では、通勤者などにとって利便性の高い商
業・サービス業が提供できるように商業機能の充実を推進します。
●農・商・工・観光が連携した農産物や地域の特産品、名物料理などをいかした商業・サービス業の充実を
促進します。

施策評価
今後の方針

特定創業事業計画に沿った形でのセミナーを実施することにより、安定した経営を続けることができる優良
な事業者を発掘します。また、駅前地区などでの創業に対しては、今後、地元住民によるまちづくりの取り
組み状況などを踏まえ、支援の強化などについて検討します。

事業内容

・商工団体と連携して創業セミナーから創業スタートアップ支援事業まで、創業者が安定した経営を開始できるよう
支援します。また、よろず支援拠点の創業サポートや県のセミナーなどへの誘導も図ります。
・創業セミナー受講者に対しては、創業補助金の算定においてインセンティブを与えます。又、国の事業継続補助金
においてもインセンティブがあるため、セミナー受講者の増を促進します。
・地域通貨事業の活用による市内商工事業者の活性化、地域経済の循環を図ります。

方　向　性

創業セミ
ナー事業

創業希望者に対して、開業に必要な知識を習得する場として創業セミ
ナーを商工団体と協力して開催します。面談形式に加えオンライン形
式を導入します。
創業セミナー受講者には持続化補助金の増額が認められるなど、特定
創業支援事業によるメリットは多くなっています。

創業補助金
事業

創業希望者に対して、創業にかかる費用の一部を補助金として支援します。
創業後には創業者のフォローアップを行うなど、安定した経営ができるよう
継続的な支援を行います。地域課題に沿った創業を行う場合は加算するな
ど、市の重点事業との連携も進めていきます。

はしもとオ
ムレツ推進
協議会補助
金

令和８年度ははしもとオムレツ10周年事業を実施し、さらなるPRに努めま
す。イベントへの出店や参加店舗を増やして事業の露出を高め、参加店舗へ
の集客・売上増加につながる取組を実施します。

デジタル地
域通貨事業

地元企業応援デジタル地域通貨（仮称）を検討して、地域経済の活性
化と循環を促進します。また、商工団体の事業での活用など商工団体
と連携し、地域通貨の運用の拡大を図ります。

【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小：↓　重点化事業：◎

事
業
調
書

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

３．施策内容と主な事業
　　各施策の今後3年間の取り組む内容を記載しています。

　●施策内容
　　総合計画に記載している施策で取り組む内容を記載しています。

　●施策評価-今後の方針
　　施策評価時の現状や課題等を踏まえた今後の方針を記載しています。

　●事業内容
　　今後3年間の主な事業内容を記載しています。

　●主な事業
　　各施策の実現したいまちの姿（目標）に寄与する主な事業について

　　事業内容や今後3年間の方向性を記載しています。

　

　　　【方向性】

　　　　新　規：●　　新たに事業を開始するもの

　　　　拡　充：↑　　内容や体制等事業の拡充を行うもの

　　　　維　持：→　　引き続き取り組むもの

　　　　縮　小：↓　　事業が縮小するもの

        廃　止：　

　　　　重点化：◎　　令和8年度に重点化する事業
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 772 772 772 772 772 772 772 722 722 722

実績 796 - - 744 - - -

目標 1,529 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641

実績 1,529 - - -

目標 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

実績 0 1 1 1 1 1 1

目標 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

実績 24 31 34 39 45 50 54

目標 10,360 12,700 13,900 23,000 27,000 32,300 38,400 48,000 55,200 66,200

実績 10,360 20,085 18,815 29,869 40,319 43,917 32,639

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

主管部局 経済推進部 関連部局 産業振興課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

魅力あふれる店舗、商業・サービス業の充実

商業環境の充実

商業・サービス業充実のための各種制度の充実

商業イベントの充実

工業の振興

地場産業の経営基盤の強化

はしもと産品のブランド化の推進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅰ】産業の振興と雇用を創出し定住できるま
ち

政策 1賑わいと活力を創出する地域産業づくり

施策項目 1 商工業

実現したい
まちの姿

商業・サービス業が振興し、農や観光と連携した物販・飲食などの新たな商業・サービス業が展開されています。ま
ちの賑わいが取り戻され、暮らしやすい自立したまちづくりに近づき、企業誘致の波及効果によって中小企業の生産
力が向上し、一定の雇用が期待できるようになっています。また、伝統産業の後継者育成や技術の高付加価値化が行
われている状況となっています。

1 年間商品販売額 億円 -

2 市内総生産額 億円 -

3
伝統的工芸品職人の育
成（へら竿）

人 E

4 新商品開発件数 件 B

5
（参考）ふるさと納税
年間寄付件数

件 B

1
市民は、日常生活の買物は地元商店での購入に努めます。

2
事業者・関係団体は、市民ニーズや高齢化に対応したサービスの提
供および情報発信に取り組みます。

3
事業者は、各店舗連携しそれぞれの特徴や強みをいかした魅力的な
サービスの提供に取り組みます。

4
事業者・関係団体は、地元の新規就業者や既に就業経験のある者の
雇用創出に努めます。

5
事業者は、創意工夫により経営基盤の安定・強化、経営の革新に取
り組むよう努めます。

B

少子高齢化が進み事業主の高齢化も進んでいる中、新規創業や事業承継支援に継続的に取り組んでいきます。また、民間事業者
と連携したプロモーション事業などで本市及びはしもと産品、事業者のＰＲを効果的に行い、市産業の活性化に向けて取り組ん
でいきます。さらに、デジタル化等の新たな事業経営の波にも対応していけるよう支援に取り組んでいきます。

地域通貨の運用など地元店舗での消費に繋がる対策に
ついて、商工団体や市内事業者と連携して進めます。
地場産品を地元住民に認知してもらうため、地元での
露出・販売を促進します。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

産業振興課 → → →

産業振興課 → → →

産業振興課 ↑ → →

産業振興課
政策企画課

↑ → → ◎

②

R8 R9 R10 重点化

産業振興課 → → →

産業振興課 → → →

魅力あふれる店舗、商業・サービス業の充実

施策内容

●商店が集積している地域では、商業機能の充実や、満足度の高い商業・サービス業と雇用の創出を促進し
ます。
●林間田園都市駅、橋本駅など通勤拠点となっている駅前地区では、通勤者などにとって利便性の高い商
業・サービス業が提供できるように商業機能の充実を推進します。
●農・商・工・観光が連携した農産物や地域の特産品、名物料理などをいかした商業・サービス業の充実を
促進します。

施策評価
今後の方針

特定創業事業計画に沿った形でのセミナーを実施することにより、安定した経営を続けることができる優良
な事業者を発掘します。また、駅前地区などでの創業に対しては、今後、地元住民によるまちづくりの取り
組み状況などを踏まえ、支援の強化などについて検討します。

事業内容

・商工団体と連携して創業セミナーから創業スタートアップ支援事業まで、創業者が安定した経営を開始できるよう
支援します。また、よろず支援拠点の創業サポートや県のセミナーなどへの誘導も図ります。
・創業セミナー受講者に対しては、創業補助金の算定においてインセンティブを与えます。又、国の事業継続補助金
においてもインセンティブがあるため、セミナー受講者の増を促進します。
・地域通貨事業の活用による市内商工事業者の活性化、地域経済の循環を図ります。

方　向　性

創業セミ
ナー事業

創業希望者に対して、開業に必要な知識を習得する場として創業セミ
ナーを商工団体と協力して開催します。面談形式に加えオンライン形
式を導入します。
創業セミナー受講者には持続化補助金の増額が認められるなど、特定
創業支援事業によるメリットは多くなっています。

創業補助金
事業

創業希望者に対して、創業にかかる費用の一部を補助金として支援します。
創業後には創業者のフォローアップを行うなど、安定した経営ができるよう
継続的な支援を行います。地域課題に沿った創業を行う場合は加算するな
ど、市の重点事業との連携も進めていきます。

はしもとオ
ムレツ推進
協議会補助
金

令和８年度ははしもとオムレツ10周年事業を実施し、さらなるPRに努めま
す。イベントへの出店や参加店舗を増やして事業の露出を高め、参加店舗へ
の集客・売上増加につながる取組を実施します。

デジタル地
域通貨事業

地元企業応援デジタル地域通貨（仮称）を検討して、地域経済の活性
化と循環を促進します。また、商工団体の事業での活用など商工団体
と連携し、地域通貨の運用の拡大を図ります。

商業環境の充実

施策内容

●大規模小売店舗の進出については、都市計画法や大規模小売店舗立地法に基づき、周辺環境と調和する施設整備お
よび運営を事業者に要請します。
●和歌山県の地域課題解決型の補助金を活用した空家や空き店舗を活用した創業を推進します。
●駅前や市内商店では、観光需要など新たな機能を取り入れて、空家・空店舗の利活用の促進に努めます。

施策評価
今後の方針

総務省のローカル10000プロジェクトの採択要件にあう事業があれば支援します。

事業内容

・大規模小売店の進出については、引き続き関係各課との情報共有を図ります。
・新規創業の検討事業者に対し、商工団体と連携し、創業セミナーの勧誘、補助制度の紹介などを行い創業の動きを
活性化します。

方　向　性

創業スター
トアップ支
援事業

創業希望者に対して、創業にかかる費用の一部を補助金として支援し
ます。創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費・マーケ
ティング調査費・広報費・店舗等借入費などを支援します。

起業なんで
も相談会

橋本市内での起業を検討されている方を対象によろづ支援拠点と連携
した相談会を実施します。起業や事業に係る経営相談、起業後に活用
できる補助金、起業後の経営の悩みなどに対して、個別無料相談を実
施します。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

6



③

R8 R9 R10 重点化

産業振興課 → → →

④

R8 R9 R10 重点化

産業振興課 → → →

⑤

R8 R9 R10 重点化

産業振興課 → → →

商業・サービス業充実のための各種制度の充実

施策内容

●商工団体と連携し、経営の基盤を強化できるよう、販売戦略に関する経営セミナーなどの開催を支援します。
●国・県や関係機関と連携を図りながら、事業者がデジタル化やグリーン化といった時代の波に乗り遅れないように
補助制度の情報提供等の支援を推進します。
●新規創業時の情報収集やオンライン相談等も含めた仕組みについて関連団体と連携しながら充実を図ります。

施策評価
今後の方針

地域通貨事業については、南海沿線での事業広告などによって市外在住者に向けた周知を強化し、本市の商工支援に
つなげます。また、商工団体との連携により地域通貨を活用した地域活性化対策を促進します。

事業内容

特定創業支援計画に基づき、創業支援を行います。

方　向　性

特定創業支
援事業

特定創業支援事業計画に基づき、商工団体、和歌山産業振興財団、よ
ろず支援拠点及び和歌山県と連動した創業者を支援する事業を実施し
ます。

商業イベントの充実

施策内容
●地域の夏祭りや商工業団体実施のイベントなどの支援により、新たな商業観光の需要開発を促進します。

施策評価
今後の方針

現在実施している5つの事業を活用してはしもと産品の認知度を高めるとともに販売促進につなげます。
フードトラックフェスティバルwithはしもとマルシェ（6月）／南海沿線マルシェ（7月）／まっせ・はしもと（11
月）／南海沿線マルシェ（12月）／あべのハルカス（12月）

事業内容

●まっせ・はしもと、南海沿線マルシェなどのイベントを活用して、地場産品の販売機会を増やします。
●民間企業との共同事業として、はしもとマルシェを開催します。
●商工団体等が開催するイベントが円滑に実施できるようサポートします。

方　向　性

地場産品PR
事業

マルシェを行うことで地場産品をPRする機会を増やしつつ、市外から
の誘客が見込まれるイベントでは市外からの新規顧客の獲得を目指し
ます。また新商品開発によって開発された商品をイベントで紹介する
ことで直接購入に繋げていきます。

工業の振興

施策内容

●経営能力の向上と後継者の育成を図るため、各種セミナーや支援制度の活用等により、継続的な人材育成
を推進します。
●市内企業の工場新設などによる事業規模の拡大に対して、各種優遇制度を活用し支援します。

施策評価
今後の方針

企業誘致に合わせて各種優遇制度を案内し、企業の誘致だけでなくデジタルトランスフォーメションやカー
ボンニュートラルを含めた設備投資についても推進できるよう取り組みを進めます。

事業内容

前計画に引き続き策定した「先端設備の導入促進基本計画（R7.4.1～R9.3.31）」により、企業の先端設備導入を促
進し、生産性の向上や新商品の開発、労働者不足の解消を図り、活発な設備投資などの経済活動の促進を図ります。

方　向　性

先端設備等
導入促進事
業

市内事業者に対して先端設備の導入促進計画に基づく設備投資の導入
を促します。
企業誘致室と協力し、商工団体を通じて各企業が活用可能な補助金の
周知を図ります。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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⑥

R8 R9 R10 重点化

産業振興課 ↑ → → ◎

⑦

R8 R9 R10 重点化

産業振興課 → → →

産業振興課 ↑ → →

産業振興課 → → →

産業振興課 → →

地場産業の経営基盤の強化

施策内容

●中小企業の経営安定と設備の近代化に必要な資金需要が見込まれるため、各種融資・助成制度の周知や、
低利融資事業の拡大等を国、県などに要請します。
●商工団体等と連携しながら、経営指導診断体制の確立を図り、経営指導の強化、情報提供等により経営の
合理化、効率化を促進します。また、研修事業を通じて事業者と後継者の指導・育成支援を図ります。
●各種展示会・見本市等への参加を支援し、地場産業等のPR 活動の充実に努めます。
●地場産業の後継者育成学校の開校や、体験・学習メニューの開発・実施に取り組みます。

施策評価
今後の方針

引き続き、市内外プロモーションに取り組むとともに、地元である橋本市民の認知度を向上させる取り組み
に尽力します。

事業内容

・中小企業の経営安定化のため、国、県等に対し、引き続き融資や助成事業の拡充を要望する。
・高野口パイル、紀州へら竿を中心とした産品プロモーション事業を実施するとともに、組合が実施する地場産品の
ＰＲや発展に係る事業への支援も行います。
・民間活力の導入により高野口パイル産地のブランディング化を促進する。

方　向　性

地場産業支
援事業

地場産業である「紀州へら竿」「高野口パイル」などの展示会に対し
て、補助金を活用した支援を実施します。
また、高野口パイルについては、BtoBだけでなく、都市圏（大阪）で
の製品販売会などBtoCへの支援も行い新たな販路開拓を目指すととも
に、民間活力の導入により産地のブランディング化を促進します。

はしもと産品のブランド化の推進

施策内容

●地場産業等のPR 活動を進めるため、国内および海外の各種展示会・見本市等への参加を支援します。
●ふるさと納税制度を活用し、地域産品の生産量や販路の拡大を推進します。
●新商品開発支援等により、事業者・生産者を支援します。
●デジタルの活用等、多様なチャンネルでの魅力発信をめざします。

施策評価
今後の方針

都市圏でのプロモーション事業、市民向けプロモーション事業などにより、はしもと産品の認知度向上、ファン獲
得、地域産品での「稼ぐ力」をより高めます。

事業内容

・産品のアウタープロモーション事業を実施します。
・市内企業との連携によるインナープロモーションを実施します。
・新商品開発の補助、販路開拓補助により、新ブランド創出や販路開拓に取り組む事業者を支援します。
・ふるさと納税の寄附受入実績を上げて、地場産品の販売促進を強化します。
・デジタル産品の創出に向けて、地域おこし協力隊制度を活用します。

方　向　性

新商品開
発・販路開
拓等支援事
業補助金

市内の意欲ある中小企業者や農業者が行う、新商品開発・改良や展示
会出展、ECサイト構築等にかかる費用の一部を補助することで、市内
事業者が製造・生産する産品のブランド化や販路開拓を支援します。

ふるさと納
税

近年、地場産品基準や募集経費の制度がより厳格化され、それにかかる事務
対応や寄附拡充の要素である返礼品の充実が難しくなっているが、中間事業
者一元化などによる事務効率化を進め、新規返礼品事業者の発掘、新商品の
登録をより一層強化します。さらに、LPの作成、返礼品のマルチ化を軸にSEO
対策としてスモールワードの徹底、サムネイル加工などの基礎の見直しを図
り、ポータルサイト内の検索連動型広告に注力します。
また、地域おこし協力隊制度を活用し、デジタル技術を活用した返礼品の開
発に取り組みます。

市及び橋本
市産品の認
知度拡大事
業

本市及び産品のアウタープロモーションのため、北海道内でポップ
アップイベントを開催します。主要産品である柿の購入率が高い北海
道でイベントを行うことで、柿はもちろんのこと、他産品についても
併せてプロモーションし、本市の認知度の向上を図ります。また、紀
州繊維工業協同組合との連携により、大阪圏で高野口パイル製品の消
費者向けの販売プロモーションを強化します。また、橋本市産品の市
民認知度を上げるため、はしもとマルシェやまっせはしもとなどで産
品の魅力を直に伝えられる機会を創出し、市内民間企業と連携しイン
ナープロモーションの充実を図ります。

地域おこし
協力隊事業

令和7年度から採用している地域おこし協力隊を引き続き活用し、デジ
タル技術による返礼品の開発やＳＮＳ運用、動画や写真の刷新など既
存返礼品のＰＲ強化も行います。また、デジタルコミュニティの場と
してDAO（分散型自律組織）を創設し、地域の魅力発信を行います。多
様な返礼品の提供、先進的な取り組みをすることで市のPR、認知度拡
大、寄附の拡充を図ります。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 2,540 2,580 2,620 2,660 2,700

実績 2,323 2,278 2,490 3,091 3,221 4,030 3,849

目標 10 10 10 10 10 10 17 25 30 35

実績 6 8 8 28 30 19 16

目標 - - - - - 50 50 50 50 50

実績 47.02 28.9 38.28 35.57 48.29 42.57 54.9

目標

実績

目標
実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

C

B

B

B

B

B

主管部局 経済推進部 関連部局 農林振興課 農林整備課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

魅力ある農業の振興

生産基盤の整備の推進

農村環境の整備

担い手の確保と育成

林業基盤の整備

森林資源の利活用の推進と適切な維持管理

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅰ】産業の振興と雇用を創出し定住できるま
ち

政策 1賑わいと活力を創出する地域産業づくり

施策項目 2 農林業

実現したい
まちの姿

本市の農林水産物が「はしもとブランド」として広く支持・認知され、農家の平均所得が向上しています。女性や高齢者を含
め意欲ある農業者が活躍できる状態となっているとともに、休耕地や耕作放棄地の増加が抑制され、地産地消に対する市民の
認知が広がりをみせています。
森林の持つ多様な役割を保つために、適正な保全と、多様な担い手による地域資源を活かした持続性のある林業が展開されて
います。

1 農家の平均所得 千円 Ａ

2 新規就農者 人 Ｂ

3 森林整備面積 ha Ａ

4 　

5 　

1
事業者・関係団体は、地元の新規就農者や中途就業者の雇用創出に
努めるとともに、地場産材の利用に努めます。

2
市民・事業者・関係団体は、情報の共有と連携のもと、農業振興と
して有効な農地の利用集積への取組みを進めます。

3

市民・事業者・関係団体は、受入れ環境の整備を行いやすいよう
に、市民・団体・事業者などの交流の場や研修などを活発に行いま
す。

4
市民・事業者・関係団体が一体となったPR 活動を展開し、魅力ある
農業の振興に努めます。

5

B

農業振興条例を意欲的な農業者が活用しやすく、かつ農業者の課題解決に繋がる制度に改めると共に、橋本ふるさと便事業や
農産物等インターネット販売促進事業など費用対効果を検証しつつ販路拡大に繋がる農業所得を向上させる。
また、林業については森林経営管理法による事業等を確立するとともに、森林組合等と連携をとり、森林環境譲与税（環境
税）を活用した林業人材の確保や市産材の活用を推進するなど将来にむけた支援策を展開したい。林業啓発の部分では、木の
おもちゃ事業やウッドパーク整備事業を通じ、森林の重要性を次世代に向け発信できる事業の構築に務める。

橋本ふるさと便については、全額補助から500円の定額
補助に見直すものの、農産物等インターネット販売促
進事業等の取組と合わせ、引き続き農家所得の向上を
図る。また10年後の農地の担い手を確保するため、地
域計画をもとに各種団体や地域の農業担い手などと協
議をすすめ遊休農地の増加を防ぐ。

9



３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

農林振興課 → → → ◎

農林振興課 → → → ◎

農林振興課 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

農林振興課 → → →

農林振興課 → → →

農林振興課 → → →

魅力ある農業の振興

施策内容

●優良な農畜産物を国内外へ効果的にPRし、はしもとブランドの振興を図ります。有効な新規農産物の産地化や農家
の6次産業化に取り組み、また農家民泊や農業体験等による農家のプラスワン収入を獲得するなど農家所得の向上に
努めます。
●ふるさと橋本応援寄附金を活用した地域産品のPRを行います。
●障がい者雇用などの農福連携、連携市との農業連携による都市農村交流、子どもの農業体験など、農業をいかした
取組みの展開を促進します。
●有機農法をはじめとする持続可能な農業の推進、普及に努めます。

施策評価
今後の方針

産地化事業（高野山麓精進野菜）は飲食店での活用に向けた営業はもとより、市民がより身近に感じて購入してもら
えるよう定期的な販売を実施する。農業所得の向上に向けては、販売額300万円以上の経営体数が近隣市町並みとな
るよう、兼業農家を含めて補助金を活用した支援を継続する。

事業内容

●産地化事業においては、高野山内での流通拡大を再度模索し、野菜の需要拡大と、参画農業者の増加を目指す。
【周知・担い手増加・生産量確保に向けた段階的な目標設定】
令和7年度・8年度目標：高野山内での高野山麓精進野菜の販路拡大と、地域振興作物となった白ごま生産農家の増
加。双方合わせた出荷農家の目標値を80（のべ人数）とする。
令和9年・10年度目標：市内での高野山麓精進野菜の販売店舗の増加。白ごまの生産量500kgを確保する。
●橋本ふるさと便事業 と農産物等インターネット販売促進事業の見直しを行う。

方　向　性

農産物産地
化事業

高野山麓精進野菜のブランド化や白ごまの産地化を目指して農家所得
を向上させる。
●多くの市民が集まる「まっせ・はしもと」でベジフェスを開催し、
高野山麓精進野菜の販売を促進すると共に産地化事業の認知度を高め
る。
●令和５年10月から実施している「いこら市」への出店を継続する。
●高野山麓精進野菜詰め合わせセットの販売に向け、集出荷施設と人
材の確保に努め、流通ルートの確立を目指す。
●令和8年度から白ごまを地域振興作物に追加し、経済的支援を実行す
ることで、取組農家の増加を一層推進させる。

農業振興条
例関連補助
事業

本市の農業を振興するため、農業振興条例に基づく補助事業を実施す
る。
●新たに「（仮称）農業用水路補修支援事業」「（仮称）農業人材獲
得支援事業」を追加して、遊休農地の解消を目指し、農業用水路の修
繕や農業従事者の確保に取り組む。
●農業経営の安定化に向けて若手農業者が法人化を進める動きもあ
り、「農業法人化事業」を再度制度化する。
●令和7年度に地域の担い手となる若手農業者の意見を聞きながら令和
8年度にむけて補助制度の内容見直しなども進める。

農産物販売
促進事業

農業生産が不利な中山間地が多い農村地域であっても他の産地に負け
ない所得を得られるよう、令和８年度以降も農産物等インターネット
販売促進事業や橋本ふるさと便事業を実施する。
なお、橋本ふるさと便事業では、令和７年度見直しを行い発送件数の
上限撤廃を行った。引き続き地域で農地の拡大と農産物の販売拡大を
目指す意欲的な農業者が取組みやすい内容とすることで、意欲的な農
業者への農地の集積をはかる。

生産基盤の整備の推進

施策内容

●農地中間管理機構を積極的に活用し農地の集積に努めます。
●県や関係組織、農業者と連携し、耕作放棄地の解消にむけた取組みを進めます。
●農業振興条例に基づく補助制度による農家支援を行い、生産基盤の強化に努めます。

施策評価
今後の方針

関係機関と連携しながらさらに制度周知を図り、取り組み農家を増加させる。
また、令和6年度実施が求められる地域計画作成時の農業関係者との意見交換の場を活用し、継続的に農業者から意
見を集約するなど、生産基盤の整備のために必要な施策について検討を進める。

事業内容
関係機関と連携しながら、制度周知を行い、取組農家を増加させる。

方　向　性

農地利用集
積特別対策
事業

農地中間管理事業の周知を図ることで活用者を増やし、担い手への農
地利用集積を推進している。

農地利用集
積特別対策
事業

農業振興条例関連補助事業の「農地集積推進事業」の制度を活用し、
農地利用集積を図る。

中山間地域
等直接支払
推進事業

耕作条件が不利な中山間地域でも農業経営が継続できるよう中山間地
域等直接支払事業を活用する。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

農林振興課 ↑ → →

農林整備課 → → →

農林整備課 → → →

農林整備課 → →

農林整備課 →

④

R8 R9 R10 重点化

農林振興課 → → →

農村環境の整備

施策内容
●快適で安全な農村環境づくりに努めるため、農道・用排水路・ため池などの適切な維持・管理を促進します。
●イノシシ、シカの防護柵等の設置への補助金の充実など、継続した有害獣対策・駆除活動に取り組みます。

施策評価
今後の方針

防災重点農業用ため池の防災工事や応急工事を効率的かつ円滑に進めることを目的に、令和7年度で完了する全ての
評価結果をもとに、優先度の検討や概算費用算出も含めた整備計画を策定する。また、未利用ため池の廃止縮小や農
道。用水路等の修繕も引き続き推進する。

事業内容
●有害鳥獣対策事業
●小規模土地改良事業、ため池等整備事業

方　向　性

有害鳥獣対
策事業

農業振興条例関連補助金の「有害鳥獣被害対策事業」の防護柵は補助
率：1/3、補助限度額：15万円、防鳥機、防除柵は補助率：1/2、補助
限度額：5万円を実施することで農業者を支援する。
被害の拡大が続く特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」への防除対
策として、防除剤や成虫侵入・飛散防止ネットの購入及び生産果樹の
被害樹伐採等の費用に対して支援を行う。また専属担当者を配置する
ことで、被害樹の確認や早期の薬剤散布の実施など拡大の抑制に取り
組む。

小規模土地
改良事業

地元要望等に基づき、国の補助基準に満たない規模のものを県費補助
事業で実施する。受益者（農地所有者、水利組合等）より分担金（総
事業費の20％）を負担してもらいため池サイフォンの設置、農道舗装
修繕工事をおこない、健全な農村環境を維持する。

ため池整備
事業

市は土地改良法に基づき事業計画を策定し法適用の手続きを踏み、県
が事業主体となり改修を実施する（受益面積2ヘクタール以上）。牛谷
上池地区は、令和7年度に市が計画概要書を作成し、令和9から12年度
で県が全面改修工事を行う。金剛童子池地区は、令和10年度に市が計
画概要書を作成し、令和12から14年度で県が部分改修工事を行う。

ため池廃止
事業

不要な農業用ため池の廃止を推進し、農村環境の安全性の向上に寄与
する。令和4年度より農業用に使用せず、合わせて水利権放棄等の同意
を得られてものから順次廃止を進めているが、水利権放棄等の手続き
が整ってから要望を受けて事業実施となるため、受動的な事業であり
計画が立案しづらい。令和5,6年度で3池の廃止を実施し、令和7から9
年度で3池を廃止工事を行う。

ため池実施
計画策定事
業

ため池特別措置法により防災重点農業用ため池について、法の期限内
（令和12年）で決壊の恐れ等のある危険ため池について改修等を含め
た対策を実施する必要があることから、劣化状況調査・豪雨耐性評価
の結果および浸水想定区域内の避難所の有無等の社会的重要度を考慮
して優先度を把握し、経済的かつ効果的な対策事業を行うために必要
であり、対外的に説明する資料としても必要となる。令和5年度より実
施し令和5年に85池。令和8年に88池を実施する。

担い手の確保と育成

施策内容

●就農支援サイトの構築により元気な担い手情報や補助金などの支援情報を発信することや、きめ細かい就農相談の
実施により新たな担い手が就農しやすい環境を整える。
●県、市など関係機関が連携した営農指導による新規就農者を育成するほか、農業高等学校、農林大学校との連携強
化を図ります。
●農作物の栽培講習会などによる農業に対する興味の醸成を図ります。

施策評価
今後の方針

新規就農者であっても農業所得を高められる施策を実施することで、橋本市が新規就農の場所として選択される地域
となるよう取り組む。また認定農業者、認定新規就農者を対象とした補助事業を農業振興条例に設けることで、意欲
のある農業者を積極的に支援する。

事業内容

●経営開始資金（農業次世代人材投資資金事業）　　●農業経営基盤強化促進事業（農業経営改善推進会議）
●経営発展支援事業　　　　　　　　　　　　　　　●農業振興条例関連補助事業
●経営継承支援事業（経営継承応援事業）　　　　　●信太地区活性化事業
●地域おこし協力隊の活用事業　　　　　　　　　　●担い手対策事業

方　向　性

就農支援事
業

経営開始資金や経営発展支援事業、経営継承応援（支援）事業など国
や県、市の就農支援事業を活用して、新規就農者を支援する。
●経営開始資金：就農直後の農業経営を支援する。年間150万円、3年
間交付。
●経営発展支援事業：農業用機械や農業用施設の設備投資を支援す
る。国費1/2、県費1/4、自己負担1/4。
●経営継承応援（支援）事業：国の補助金交付対象にならない親元就
農者等を支援する。県50万円、市50万円、合計100万円（1回限り）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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農林振興課 → → →

農林振興課 → → → ◎

農林振興課 → → →

⑤

R8 R9 R10 重点化

農林振興課 → → →

農業経営基
盤強化促進
事業

令和7年7月末日現在で認定農業者は51名、認定新規就農者は17名であ
る。担い手を確保するため、農業経営改善推進会議に計画を申請する
よう農業者に積極的に勧誘するとともに、計画作成をフォローする。
また、認定農業者協議会を中心に、農家間の意見交換会や専門的な内
容の研修を開催するなどし、本市農業の担い手となる人材の育成に取
り組む。

農業振興条
例関連補助
事業

担い手の確保と育成をすすめるため、農業振興条例に基づく補助事業
を実施する。
●新たに「（仮称）農業用水路補修支援事業」「（仮称）農業人材獲
得支援事業」を追加して、遊休農地の要因となっている農業用水路の
破損や農業従事者の確保に取り組む。
●安定した農業人材の確保に向けて若手農業者が法人化を進める動き
もあり、「農業法人化事業」を再度制度化する。
●令和7年度に地域の担い手となる若手農業者の意見を聞きながら令和
8年度にむけて補助制度の内容見直しなども進める。

信太地区活
性化事業

高野口信太地域は九重、上中、下中、田原、嵯峨谷、竹尾、西川の七地区で
構成されており、主な産業は農業で柿と稲作が２大農産物となっている。労
働力人口の流出、高齢化の進行により、高齢化率は橋本市内で一番高い。受
け継がれてきた田園風景、文化、風習などの農山村地域の豊かさと京奈和自
動車道高野口インターチェンジから近い利便性を活かし、信太地域を活性化
し存続させ、未来につなぐことが本事業の目的である。
定住・関係人口の受け入れ、文化継承の発展、生業化を実現するために、地
域おこし協力隊制度を活用した農作物等の生産、担い手の確保と育成を進
め、自走できる地域の実現を目指す。

林業基盤の整備

施策内容

●林業の生産性の向上を図るため、森林管理や林業経営の基幹となる林道の適切な維持・管理に努めます。
●森林経営管理法施行および森林環境譲与税創設を受け、森林組合と連携をとり、市において今後の方針を策定し、
林業人材の確保や市産材の活用など積極的に行っていきます。

施策評価
今後の方針

森林環境譲与税を活用し、本市に合致した林業行政の方向性を確立することで、次世代の担い手確保等施策を構築す
る必要がある。そのため自伐型林業を念頭に置いた取り組みを推進し、今後の担い手確保に向けた第一歩とする。

施策評価等
反映内容

林業行政の確立と担い手の確保等の施策を構築するため、森林組合との連携を強化するとともに自伐型林業を推進
し、森林資源の生産・供給はもとより、水土の保全、生活環境保全及び保健文化等、森林の有する多面的機能が総合
的かつ高度に発揮できるよう、健全な森林の整備を図る。

事業内容

●意向調査事業・・・森林所有者に対して森林経営管理の意向調査を実施
●森林経営管理事業・・・意向調査結果を基に森林経営管理権集積計画を策定
●私有林整備事業・・・間伐（切り捨て）・作業道整備・小規模森林整備事業を実施
●木材利用促進事業・・・市産材（間伐材）を活用し、木製玩具贈呈事業、木製品作製事業を実施
●普及啓発事業　　●人材育成・担い手の確保事業

方　向　性

森林環境譲
与税の活用
事業

森林資源を生産・供給する経済的な機能、水土の保全、生活環境保全
及び保健文化等、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮さ
せるため、適切な森林整備の推進や木材利用等の促進を進めることを
目的とする。
意向調査事業、森林経営管理事業、私有林整備事業、木材利用促進事
業、普及啓発事業、人材育成・担い手の確保事業等の事業計画を策定
するとともに森林環境譲与税の配分を適切に管理する。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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⑥

R8 R9 R10 重点化

農林振興課 → → →

農林振興課 → → →

農林振興課 ↑ → ↓ ◎

森林資源の利活用の推進と適切な維持管理

施策内容

●橋本市森林整備計画に基づき、森林の適切な管理と林業の振興に努めます。
●森林組合との連携により、間伐材の利用を促します。
●森林・林業に対する関心を高めるためのイベント等の機会を通じた啓発と、小中学校等での森林環境教育を関係団
体と協力して推進します。

施策評価
今後の方針

森林環境譲与税を活用し、本市に合致した林業行政の方向性を確立することで、次世代の担い手確保等施策を構築す
る必要がある。そのため自伐型林業を念頭に置いた取り組みを推進し、今後の担い手確保に向けた第一歩とする。

事業内容

●意向調査事業・・・森林所有者に対して森林経営管理の意向調査を実施
●森林経営管理事業・・・意向調査結果を基に森林経営管理権集積計画を策定
●私有林整備事業・・・間伐（切り捨て）・作業道整備・小規模森林整備事業を実施
●木材利用促進事業・・・市産材（間伐材）を活用し、木製玩具贈呈事業、木製品作製事業を実施
●普及啓発事業　　　　●人材育成・担い手の確保事業
●信太地区活性化事業　　　●地域おこし協力隊活用事業

方　向　性

森林環境譲
与税の活用
事業

森林資源を生産・供給する経済的な機能、水土の保全、生活環境保全
及び保健文化等、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮さ
せるため、適切な森林整備の推進や木材利用等の促進を進めることを
目的とする。
意向調査事業、森林経営管理事業、私有林整備事業、木材利用促進事
業、普及啓発事業、人材育成・担い手の確保事業等の事業計画を策定
するとともに森林環境譲与税の配分を適切に管理する。

自伐型林業
導入検討事
業

本市は、総面積の約55％が森林で占め、豊かな森林資源を有している
ものの、林業従事者の減少や施業の停滞により、十分に活用されてい
ない状況にある。従来の林業では、今後ますます未活用・未整備の森
林が増えることを危惧し、地域おこし協力隊制度などを活用し、本市
における自伐型林業の導入を検討することで、未整備林の生産林化、
新規就業者の創出と持続可能な森林整備、土砂災害防止、獣害対策の
効果などが図られることを目指す。

木造・木質
化事業（森
林環境譲与
税活用事
業）

紀望の里北側用地（紀望の里第２駐車場を含む。）は、本市に建設さ
れた橋本周辺広域ごみ処理場の周辺環境整備用地として、市民の交流
及び地域の活性化に資することを目的とした用地であります。現在、
嵯峨谷里めぐりハイキングやたまご絵本館でのイベント開催時に臨時
駐車場として利用しています。
エコパーク紀望の里周辺は、本市長期総合計画において、交流・レク
リエーションゾーンとして位置付けされています。
全天候型イベントスペースを設け、フリーマーケットやマルシェを開
催、その他地域の防災訓練や集会の場所として汎用性の高い場所とす
ることを目的とする。また、「遊具も自然の一部として成長する遊び
環境」を整備するため、橋本市産材を使用した木製屋外遊具等を設置
し、子どもや保護者への木に対する親しみや木育への関心を育む場と
する。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 1,410 1,468 1,528 1,587 1,644 1,671 1,698 1,370 1,370 1,370

実績 1,383 1,330 982 949 1,057 1,172 1,259

目標 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000

実績 72,027 81,849 5,853 4,247 30,309 84,639 97,312

目標 75,800 78,600 81,400 84,200 87,000 89,000 90,200 90,200 90,200 90,200

実績 70,435 67,281 52,879 56,251 71,598 67,272 66,450

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

主管部局 経済推進部 関連部局 シティプロモーション課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

観光資源の活用

観光客の受け入れ体制の整備

観光プロモーションの推進

観光交流型の商業サービスの構築

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅰ】産業の振興と雇用を創出し定住できるま
ち

政策 1賑わいと活力を創出する地域産業づくり

施策項目 3 観光

実現したい
まちの姿

国内外から観光客を呼び込み、自然、歴史、高野山麓で生まれた特色ある農商工文化（農業体験・美食、多彩な物
産、伝統的工芸品）を満喫できるまちとなっています。また、地域に合った観光地づくりとして、地域住民、事業
者、団体等と連携することで、訪れる人々が満足し、地域の活性化につながる観光のまちづくりが進んでいます。

1 観光客入込数 千人 Ｂ

2 イベント来客数 人 Ａ

3 延べ宿泊者数 人 Ｂ

4 　

5 　

6 　

1
市民・事業者は、おもてなしの心（ホスピタリティ）で観光客を迎
えます。

2
市民・事業者・関係団体は、身近な地域資源（世界遺産、歴史、自
然等）に関心を持ち、SNS 等を活用して市内外に対して情報発信を
行います。

3
受入れ環境の整備を行いやすいように、市民・団体・事業者などの
交流の場や研修などを活発に行います。

4
市民・事業者・関係団体は、交流人口の拡大を図る仕組みを構築す
るために、連携して積極的に参画します。

5

C

体験コンテンツ、サイクリング等を活用した周遊促進に取り組むとともに、観光関連事業者と連携した観光地域づくりに地道
に取り組んでいく。
また、令和６年１０月から高野口街中の観光について、地元関係者で組織する協議会を立ち上げ、住民主体での観光に対する
取り組みをスタートさせたことから、今後関係人口の構築に寄与するよう支援を行うとともに、シンボルとなりうる高野口駅
の改修に取り組む。

継続してSNSを活用した情報発信に取り組むとともに、
情報発信の強化を図るため、外部との連携による情報
発信を進める。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

シティプロ
モーション
課

→ → →

②

R8 R9 R10 重点化

シティプロ
モーション
課

→ → →

観光資源の活用

施策内容

●交流人口の拡大を図るため、世界遺産高野参詣道「黒河道」や日本遺産「葛城修験」
等と、市固有の文化遺産・産業・観光の各資源をいかしたテーマ性・ストーリー性を
もった魅力ある観光周遊ルートを構築します。
● DMO と連携して、体験メニューの充実を図るとともに、既存の観光資源をブラッシュアップし、民間事業所や観
光団体、商工団体などと協力した観光商品の充実を図ります。
●橋本市だけでなく、周辺地域を包括的に捉え「1 日周遊できる観光コンテンツ」の開発に取り組みます。

施策評価
今後の方針

点在するエリアの周遊促進、滞在時間の延長に取り組むとともに、サイクリング等での周遊促進にも取り組む。

事業内容

DMOと連携し、黒河道、葛城修験のトレッキングや体験コンテンツ等を活用して、広域的に周遊できる取り組みに努
めます。また、民間事業所や観光団体等と連携して、新たな観光コンテンツの開発に取り組みます。

方　向　性

市観光イベ
ント事業

世界遺産高野参詣道「黒河道」、日本遺産「葛城修験」と観光資源を
含めたトレッキングイベント等を開催し、市内外に本市の良さを知っ
てもらいながら関係人口、定住人口の増加に努め誘客促進を図りま
す。また、民間事業所や商工団体と連携をとり、紀の川橋本サマー
ボール、桜まつりなど、本市のイベントを活用しながら地域経済の活
性化に努めます。

観光客の受入れ体制の整備

施策内容

●インバウンド振興として、訪日外国人観光客に対する多言語案内表示やHP、フリーWi- Fi など環境の整備を推進
します。また、宿泊施設（民泊）など受入れ促進にむけた取組みを支援します。
●各地域に点在する観光資源の魅力強化を図るための整備として、橋本駅前のはしもと広域観光案内所や地元住民・
観光ボランティアガイド等と連携して情報収集を行う。

施策評価
今後の方針

本市に点在する観光資源の魅力強化を図るためＳＮＳ等を活用したデジタルプロモーションによる情報発信に取り組
む。また、観光関連事業者等に対しても観光客受入体制の情報発信や情報収集を行う。

事業内容

国内外の観光客に対し観光情報のほか、事業者情報、イベント情報をSNS等を活用しながら効果的に案内を行うだけ
でなく観光情報更新のため宿泊事業者等との情報共有に努めます。

方　向　性

観光案内所
管理運営事
業

来訪者アンケートを実施し、観光客のニーズに合った情報収集を行
い、効果的な観光案内により地域周遊するための拠点として本市の認
知度向上、域内消費を高めます。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

シティプロ
モーション
課

→ → →

④

R8 R9 R10 重点化

シティプロ
モーション
課

→ → →

観光プロモーションの推進

施策内容

●観光客の利便性向上のため、ターゲットを明確にし、SNS を含む様々なメディアなどを活用したデジタルプロモー
ションや魅力発信を行います。
●サイクルツーリズムの推進にむけて観光振興アドバイザーなどと協働して取り組みます。

施策評価
今後の方針

商談した旅行会社を通じたツアー実績があった一方、継続的な誘客に繋げるため引き続きプロモーション活動が必
要。

事業内容

DMOと連携し高野山麓地域周遊ルートの提案、プロモーション、情報発信を行うとともに、レンタサイクルを活用し
たサイクルツーリズムを推進します。

方　向　性

広域観光連
携事業

高野山を訪れる観光客に市内への流入を促すため、DMOと連携をとり本
市周辺エリアを含めたプロモーション活動に取り組みます。また、定
期的にレンタサイクルを活用した、観光地、飲食店等を周遊するイベ
ントを開催するなどサイクルツーリズムを推進します。

観光交流型の商業サービスの構築

施策内容

●伝統産業や農業などの体験型旅行商品を企画するとともに、観光商品を自ら造成、販売できるような事業者の育成
支援の取組みを中長期的に検討します。
● DMO や観光関連事業者との連携を図り、旅行商品の販売などにより地域内での旅行消費額の増加に努めます。

施策評価
今後の方針

体験受け入れ体制が少しずつ整備されており、今回は親子向けの体験や工場見学会を実施した。今後は新たなター
ゲット層の受け入れについても検討が必要。

事業内容

パイル織物、へら竿など地場産業の魅力を体験できる、本市ならではの観光コンテンツの開発に取り組みます。

方　向　性

広域観光ビ
ジネス共同
体事業

DMOと連携し、伝統的工芸品紀州へら竿、パイル織物等の製造工程を体
験コンテンツとして販売し、地域の稼ぐ力を引き出していきます。
また、回復している訪日外国人観光客、特に富裕層旅行客の獲得な
ど、新たな需要層の取り込みも検討していきます。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 54 54 54 54 55 55 55.5 56 56.5 57

実績 - - 55 - 58.3 -

目標 4.4 4.6 4.6 4.8 5 5.2 5.4

実績 4.3 - - 5 - -

目標
実績
目標
実績
目標
実績
目標
実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

主管部局 経済推進部 関連部局 産業振興課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

就労の場づくりの推進

就労環境の改善

創業・起業環境の整備促進

就労に関連する各種機関との連携の強化

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅰ】産業の振興と雇用を創出し定住できるま
ち

政策 2雇用の創出と就労環境づくり

施策項目 4 雇用、就労、労働環境

実現したい
まちの姿

商工業の振興による地域経済への波及効果が生まれ、若年者等の地元雇用が増加しています。

1
市内就業率（市内就業
者数／就業者総数）

％ -

2 創業比率 ％ -

3 　

4 　

5 　

6 　

1
市民は、ハローワークなどでの積極的な求職活動に努めます。

2
事業者は、ハローワークを通じて市民および市への求人情報の提供
に努めます。

3

4

5

B

引き続き企業誘致による雇用の場の創出に注力するとともに、ハローワークや県と連携して市内企業への就職支援にも継続的
に取り組んでいきます。

登録事業者を拡大するため、各種相談会などに参加す
る事業者に加入を勧めます。また、成人の集いでのチ
ラシ配布などについて、効果的な実施方法の検討を進
めます。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

企業誘致室 → → → ◎

産業振興課 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

産業振興課 ↑ → → ◎

産業振興課 → → →

就労の場づくりの推進

施策内容

●企業誘致の推進を図り、新しい雇用の場の創出を促進します。
●既存産業の活性化による雇用の場の確保により、技術継承の問題などが生じないような対応を図ります。

施策評価
今後の方針

今後も和歌山県などとも協力した高校生をはじめとした若い人材の既存企業を中心とした地元就職の支援をすすめま
す。
また、本市への転入者及び転入希望者に対し、既存企業の就職情報を提供し既存企業の従業員確保の支援を行いま
す。

事業内容

きのくに人材育成協議会、県が実施する高校生向け応募前企業ガイダンスへの参加などにより情報を収集・共有す
る。新たな雇用の場を創出するため、企業訪問等積極的な企業誘致活動に取り組みます。

方　向　性

企業誘致活
動事業

新たな雇用の場を創出するため、あやの台北部用地（第1次事業）への
製造業及び物流関連業等の企業誘致活動はもとより、研究職の雇用が
見込まれる企業、IT企業といった大卒者や転入者の雇用が期待できる
企業等の誘致にも力を入れ事業に取り組みます。

合同企業説
明会事業

和歌山労働局、和歌山県経営者協会等と連携し、橋本・伊都地方を中
心とした地元企業の合同説明会を開催します。
また、誘致企業と市内地元企業の合同説明会を開催します。

就労環境の改善

施策内容

●労働環境向上のため、多様な働き方を支援する法律や制度内容等の周知・啓発に努めます。
●求人情報などの情報提供を行います。（ホームページなどでの地元事業者の求人情報）
●各種助成制度などの情報を収集、地元事業者へ提供するとともに活用を促進し、就業環境の改善に努めます。

施策評価
今後の方針

「橋本で働こう」の掲載企業を増やすことで、市ホームページを閲覧する幅広い人の目にとまり、少しでも就職実績
が増加するよう努めます。その他各種補助制度、制度変更の周知など引き続き実施していきます。また、関係機関等
と連携し、誘致企業に加え地元企業も参加できる求人説明会を今後も開催します。

事業内容

・就職フェアなど企業が集まる機会を活用して、労働環境向上に係る法律や制度の改正を周知します。
・令和７年度に作成した「HASHIMOTO WORKERS（はしもとで働く人と未来を考えるガイドブック）」などを活用し、
地元高校生などに市内企業で働くイメージを持ってもらうための取り組みを実施します。

方　向　性

企業情報PR
事業

橋本市内で働く人にフォーカスを当てた電子版「HASHIMOTO WORKERS（はしも
とで働く人と未来を考えるガイドブック）」などを活用して、地元高校生な
どに市内企業で働くイメージを持ってもらえるような企業情報を発信しま
す。
R8年度は市内事業者の雇用に関する現状及び課題を把握するため雇用状況調
査を実施します。

ハローワー
ク連携事業

「橋本市おしごと情報（Instagram）」を活用して「HASHIMOTO WORKERS（は
しもとで働く人と未来を考えるガイドブック）」やハローワーク情報の発信
を強化します。一方でハローワークと連携した就職相談会の実施やこまめな
情報交換により最新の情報を得て市民に発信します。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

産業振興課 → → →

産業振興課 → → →

④

R8 R9 R10 重点化

産業振興課 → → →

創業・起業環境の整備促進

施策内容

●商工団体と連携し創業セミナーを開催するとともに、セミナー受講を要件として創業支援を進めます。また、若者
の起業を応援する仕組みづくりについて関係団体とともに検討を進めます。
●地元で起業をめざす創業希望者や移住して創業をめざす者に対し、創業・起業経費の一部補助を行います。
●県の融資制度の活用や創業資金利子補給等の支援を行います。

施策評価
今後の方針

特定創業事業計画に沿った形でのセミナーを実施することにより、安定した経営を続けることができる優良な事業者
を発掘します。また、駅前地区などでの創業に対しては、今後、地元住民によるまちづくりの取り組み状況などを踏
まえ、支援の強化などについて検討します。

事業内容

・商工団体と連携して創業セミナーを開催し、安定した経営を開始できるよう支援します。また、県との情報共有に
より、よろず支援拠点の創業サポートや県のセミナーなどへの誘導も図ります。
・創業セミナー受講者に対しては、創業補助金の算定においてインセンティブを与える。又、国の事業継続補助金に
おいてもインセンティブがあるため、セミナー受講者の増を促進します。

方　向　性

創業セミ
ナー事業

創業希望者に対して、開業に必要な知識を習得する場として創業セミ
ナーを商工団体と協力して開催します。面談形式に加えオンライン形
式を検討します。
創業セミナー受講者には持続化補助金の増額が認められるなど、特定
創業支援事業によるメリットは多くなっています。
創業希望者の相談に応じる際には、セミナーの案内を行っています。

創業支援資
金利子補給
補助金

創業にあたり政策金融公庫等から借入れを行った事業者に対して上限
1.0％の利率分の利息を36か月間補助します。一定割合の補助が行われ
ることで開業間もない企業にとっては大きな支援となっており、併せ
て融資を受ける際に政策金融公庫と入念な相談が行われることで自身
の事業を客観的に見る良い機会となっています。

就労に関連する各種機関との連携の強化

施策内容

●ハローワークなどと連携し、就労ニーズや雇用状況を把握し、年齢や適性・能力に応じた就業機会が提供されるよ
うに努めます。
●企業に対し障がい者の雇用促進を要請します。
●ハローワークおよび高等学校と連携を図り、新規就業者や中途就業者の雇用を促進します。

施策評価
今後の方針

障がい者の雇用をはじめ年齢や適性に応じた就業機会を提供できるようハローワークと連携した情報発信と、セミ
ナー開催への協力を行います。

事業内容

・ハローワークや県、金融機関との連携を強化して、雇用対策の課題や課題解決に向けた方向性を協議していきます。
・就職フェアなど企業が集まる機会を活用して、障がい者雇用、男女共同参画など、雇用企業として認知が必要なことについて周知を図りま
す。

方　向　性

ハローワー
ク連携事業

ハローワークと市が主催する市内企業合同説明会の開催について、企画・
PR・誘客などの連携を行います。
また、雇用対策の課題解決に向けてハローワークなどの関係機関と連携を強
化していきます。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

19



■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 850 885 920 960 1000 1040 1080 1560 2600 2800

実績 920 1068 1196 1276 1380 1588 1768

目標 34 36 38 40 42 44 46 52 65 68

実績 42 44 47 49 51 54 57

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

B

B

B

主管部局 経済推進部 関連部局 企業誘致室

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

企業用地等基盤整備の推進

企業誘致活動の促進

関係機関との連携による企業立地環境の支援の充実

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅰ】産業の振興と雇用を創出し定住できるま
ち

政策 2雇用の創出と就労環境づくり

施策項目 5 企業誘致

実現したい
まちの姿

新規工業団地への企業立地及びIT関連企業等のソフト産業等の誘致が進み、誘致に伴う地域経済への波及効果と、雇
用が創出できています。

1 誘致企業従業員数 人 Ａ

2 誘致企業件数 件 Ａ

3 　

4 　

5 　

6 　

1
事業者は、地元の新規就業者や中途就業者の雇用に努めます。

2
誘致企業と市内事業者は、マッチングにより取引きする機会を増や
し、地域経済の活性化に努めます。

3

4

5

B

【総合評価の理由】
　既存工業団地等へ進出した企業が順次操業を開始したため、目標である「誘致企業従業員数」、「誘致企業件数」は目標を
達成しています。また、令和7年3月に完成した「あやの台北部用地」は既に8区画が申込済となっているため、今後、企業の進
出及び従業員数も増加が期待できます。しかし、目標を達成するには、残り区画の早期分譲完了が必要となります。
【施策の方針等】
　あやの台北部用地の早期分譲完了。また、誘致企業の操業後のアフターフォロー（従業員確保の支援や設備投資のサポート
等）に取り組みます。

今後も引き続き、和歌山県や本市周辺の高等学校、ハ
ローワーク等の関係機関と連携し、雇用の創出に努め
ていきます。
　高卒採用については、和歌山県等と連携を図り、各
種取り組みを実施しているが、今後は、企業の即戦力
となるような中途就業者の採用に関する取り組みにつ
いて、ハローワーク等と取り組む必要があります。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

企業誘致室 → → → ◎

②

R8 R9 R10 重点化

企業誘致室 → → → ◎

③

R8 R9 R10 重点化

企業誘致室 → → → ◎

企業誘致室 → → →

企業用地等基盤整備の推進

施策内容

●あやの台北部用地（第１次事業）の整備促進と企業誘致の推進を図ります。
●あやの台北部用地（第2 次事業）も含む大規模未利用地についても、用地所有者や開発事業者および関係機関等と
連携を図りながら、企業用地への転換を図ります。
●新規工業団地では、環境に配慮した産業拠点の形成をめざします。

施策評価
今後の方針

工業団地が完成したため、今後は早期分譲完了に向け関係機関と連携を図り企業誘致活動に尽力します。

事業内容

令和6年度末で、あやの台北部用地（第１次事業）の整備が完了したため、第１次事業の分譲状況等を意識しなが
ら、あやの台北部用地（第２次事業）の整備について検討します。

方　向　性

工業団地造
成事業

新たな雇用の場となるあやの台北部用地（第２次事業）について、第
１次事業の分譲状況等を意識しながら、整備時期等について検討しま
す。

企業誘致活動の促進

施策内容

●新しい雇用の場の創出のため、積極的に企業訪問を行い企業の集積を促進します。
●京奈和自動車道など道路のネットワークの利便性をいかした工場等と物流業の相乗効果をめざした産業拠点の形成
を図ります。
● IT 関連企業および宿泊業等といったソフト産業・サービス産業の誘致を促進します。

施策評価
今後の方針

あやの台北部用地の早期分譲完了。あやの台北部用地への誘致に注力していますが、今後は、研究職の雇用が見込ま
れる企業、IT企業といった大卒者や転入者の雇用が期待できる企業等の誘致活動にも努めます。
誘致企業のターゲットについて、市内企業との連携や地場産品、地元農産物等を活用し市内の経済循環を創出しうる
企業も対象として誘致活動を行います。

事業内容
新たな雇用の場を創出するため、あやの台北部用地（第1次事業）への製造業及び物流関連業等の企業誘致活動はも
とより、大卒者や転入者の雇用が多く見込まれるIT企業等の誘致にも力を入れ事業に取り組みます。

方　向　性

企業誘致活
動事業

新たな雇用の場を創出するため、あやの台北部用地（第1次事業）への
製造業及び物流関連業等の企業誘致活動はもとより、研究職の雇用が
見込まれる企業、IT企業といった大卒者や転入者の雇用が期待できる
企業等の誘致にも力を入れ事業に取り組みます。

関係機関との連携による企業立地環境の支援の充実

施策内容

●和歌山県と連携を図り、税優遇や奨励金等により支援を行います。
●和歌山県と連携を図り、工場等建設に係る各種手続きのサポートを行います。
●ハローワークおよび高等学校と連携を図り、若年者等の新規就業者や中途就業者の雇用を促進します。
●誘致企業と連携を深め、事業の発展や企業間の連携等を目的とする工業団地協議会の設置について検討を行いま
す。また、誘致企業の操業後のアフターフォロー（従業員確保の支援や設備投資のサポート等）に取り組みます。

施策評価
今後の方針

引き続き、ハローワーク橋本や和歌山県等と連携を図り企業の従業員確保の支援を行います。また、橋本商工会議所
や高野口町商工会等と連携し、誘致企業及び市内企業等で情報交換できる機会の創出に努めます。

事業内容
和歌山県やハローワーク橋本等と連携を図り求人活動の支援を行う等誘致企業の操業のサポートを行います。また、
誘致企業の情報を市内企業に提供等を行い、取引（マッチング）の機会の創出に努め、市内企業にもメリットのある
誘致活動を行います。

方　向　性

人材支援等
事業

誘致企業の操業を支援するため、和歌山県やハローワーク橋本等と連
携を図り求人活動の支援を行ったり、設備投資に係る補助金等の情報
提供を行う等企業の操業のサポートを行います。また、誘致企業への
人材確保のため、多くの市民に誘致企業を認知してもらうよう地域に
係わりを持ってもらう場の提供を検討します。そのほか、誘致企業間
の連携を深めるため、企業主導による工業団地協議会の設置等を進め
ます。

誘致企業等
マッチング
事業

地域経済の発展のため、誘致企業同士の横の繋がりや市内企業との取
引（マッチング）の機会の創出に努めます。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 77 78 78 78 79 79 80

実績 78.7 75.7 73.1 71.7 71.3 70.5 70.2

目標 90 100 110 120 130 187 244 301 385 415

実績 324 313 383 344 282 261 324

目標 3,900 4,000 6,000 8,000 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100

実績 9,214 11,225 10,177 9,847 6,813 14,635 10740

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

主管部局 経済推進部 関連部局 シティプロモーション課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

シティセールスの推進

移住定住の促進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅰ】産業の振興と雇用を創出し定住できるま
ち

政策 3充実した情報整備と魅力的なまちづくり

施策項目 6 シティプロモーション

実現したい
まちの姿

市民が地域に愛着や誇りを持ち、自らが橋本市に定住、またはUターンするとともに、市外に市の魅力を発信する意
識が向上しています。また、全国的に橋本市が認知され、暮らしや、地場産品、観光、企業、人などの資源に対する
価値が付加されています。これらにより、定住人口や交流人口が拡大する魅力と活力がある橋本をめざしています。

1
住み続けたいと思う市
民の割合

％ Ｄ

2 移住相談件数 件 Ａ

3
（参考）移住応援サイ
ト閲覧数

件 Ａ

4 　

5 　

6 　

1
市民・事業者・関係団体は、橋本市に対して愛着や誇りを持ち、市
外に対してまちの魅力や住みよさなどの情報をSNS 等を活用して発
信します。

2
市民・関係団体は、移住者などに対し、地域への受入れ体制を整え
るとともに、地域情報や交流できる場の提供に努めます。

3

4

5

B

シティプロモーション計画に基づき、本市の知名度向上と定住人口の確保を目指すプロモーション活動として、令和7年度から
は専門事業者のノウハウを活用し、インナープロモーションおよびアウタープロモーションにおける情報発信を強化する。ま
た、各課（秘書広報課、産業振興課）においても新たなプロモーションおよびブランディング事業の構築を行う。

定住人口を確保するためターゲットを絞りシティプロ
モーションを行います。シティプロモーションとして
SNSやパイル織物のブランディング、子育てサイトの強
化など外部連携を行い推進します。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

シティプロ
モーション
課

→ ↑ → ◎

②

R8 R9 R10 重点化

シティプロ
モーション
課

→ → →

シティプロ
モーション
課

→ → →

シティプロモーションの推進

施策内容

●シティプロモーションを進めるため、伝えたいメッセージを明確にした上で、「橋本」らしさを表現する統一した
方向性のもと情報発信を行うとともに、データ分析に基づき対象とする年齢層やエリアなどの属性により発信の手法
を変えるなど、戦略的な情報発信を行います。
●シティプロモーションの目的や方向性を市民や企業、民間事業者、団体、大学、行政が共有し、継続性・統一性の
ある取組みを進め、市の魅力を再認識しみがき上げるとともに、市民むけ「インナープロモーション」、市外むけ
「アウタープロモーション」の二つの側面からプロモーションをしていきます。
●「橋本市といえば〇〇」のような、シティプロモーションにおけるコンテンツの一貫した軸を設定していきます。

施策評価
今後の方針

シティプロモーション庁内推進会議のさらなる横連携の推進、シティプロモーション計画やアクションプランに寄与
する外部連携の推進、市民を巻き込むシティプロモーションを目指す。

事業内容

外部連携事業を発展させ、「移住・定住　関係人口創出」「産業」「観光」の三つの分野についても戦略的に施策を
進めていきます。
市民・地元事業者とともにシティプロモーションに取り組みます。

方　向　性

シティプロ
モーション
推進事業

・シティプロモーション計画に基づき外部連携を行っている「戦略的
インスタグラムの活用」「高野口パイルブランディング事業」「子育
て情報サイトはぴもとコンテンツ作成業務」を実施することによる効
果を最大限に活かします。
・シティプロモーション計画の実行に向けた各課における具体的な施
策を庁内横断的にすすめていきます。
・職員研修を継続的に実施し、職員の情報発信レベルをアップしま
す。
・市民、地元事業者とともにシティプロモーションに取り組みます。
・R9年度は、シティプロモーション計画見直しの時期となります。

移住定住の促進

施策内容

●橋本暮らしのイメージや魅力を全国にむけて発信するとともに、ワンストップでの移住相談や地域と協力した移
住・定住支援の取組みを推進します。
●移住・定住促進のため、住宅支援や空家の利活用を促進し、移住定住促進を図ります。
●若者の移住定住促進にむけた子育て、出産、育児がしやすい環境づくりを進めます。

施策評価
今後の方針

移住相談の中でも「橋本市＝子育て」というワードが出てきており、引き続きシティプロモーションアクションプラ
ンをしっかりと取組み、子育て世代へのアプローチ及び、Uターンを促すプロモーションを行う。

事業内容

シティプロモーション計画アクションプランに基づき関係各課と連携し取組を実施します。
また、他市町村との差別化を図り、橋本市への移住・Uターン等を促進するため、住宅の取得等に対して支援を行い
ます。転入若年夫婦への新築住宅取得支援と空き家バンク登録物件の取得及び賃料に対する支援制度を維持し、引き
続き、東京２３区からの地方への人材の流れを加速させるために2019年度に地方創生交付金を活用して創設された移
住支援事業とも合わせて本市への移住定住を促進させます。

方　向　性

ＵＩＪター
ン住まい支
援事業

人口減少、少子高齢化対策の社会動態改善策として各移住ステージに
応じた住宅取得に対する支援を行います。
転入夫婦新築住宅取得補助金、空き家利活用に対する補助金、移住支
援事業を実施します。
本市を知る（体験する）ことで移住へつながることから、お試し滞在
支援事業補助金を交付します。

移住コン
シェルジュ
業務

UIJターンを推進するため
・東京・大阪などでの移住相談会、フェアへ参加し、相談者をまち案
内につなげるため、体験会の複数回の実施及び、主催相談会を開催し
ます。
・電話、メールなどによる移住相談、まち案内を実施します。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 460 465 470 475 480 460 460 460 460 460

実績 253 317 451 457 369 378 334

目標 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

実績 21 18 14 33 40 46 54

目標
実績
目標
実績
目標
実績
目標
実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 総合政策部 関連部局 秘書広報課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

広報活動の充実

広聴活動の充実

魅力情報発信の強化

情報発信に関する人材育成および民間活力の導入

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅰ】産業の振興と雇用を創出し定住できるま
ち

政策 3充実した情報整備と魅力的なまちづくり

施策項目 7 情報コミュニケーション

実現したい
まちの姿

きめ細やかでわかりやすい広報活動などにより情報発信が充実し、市民との情報共有が進むことで市民との協働のまち
づくりが一層進んでいます。

1
市ホームページ年間閲
覧数

万回 Ｂ

2
「情報コミュニケー
ション」施策の市民満
足度

％ Ｂ

3 　

4 　

5 　

6 　

1

市民・事業者・関係団体は、SNS などを通じて、市民が主体的に、も
しくは、市と協働で製作したコンテンツ等でまちの魅力を発信すると
ともに、その拡散に努めます。

2

3

4

5

Ｂ

広報はしもとや各種SNSなど、これまでの情報発信媒体による広報活動を継続しつつ、インターネット上のさまざまな媒体を利用
した広報に注力する。特に動画など訴求性のある記事の作成については、職員のスキルアップへの取組みを継続的に行い、各部署
における発信と作成可能な職員数を増やし、より効果的な情報発信を行えるよう進める。職員が常にタイムリーな情報発信を意識
し、全庁的な情報発信の意識付けとそのフォローに努める。
令和7年度は橋本市制20周年記念事業を実施することで、郷土愛の情勢や市の魅力再確認につながるような情報発信につとめる。

市内の学校、各地区公民館での活動団体など、引き続
き、市民との協働による情報発信のための余地を探り、
あらゆる機会を通じて魅力を発信し拡散に努める。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

秘書広報課 → → →

秘書広報課 → → →

秘書広報課 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

秘書広報課 → → →

秘書広報課 → → →

秘書広報課 → → →

広報活動の充実

施策内容

●「広報はしもと」では、行政情報や重要施策について、分かりやすく、きめ細やかな内容を心がけ、市民ニーズに応
じた発信に努めます。
●ホームページの充実とリアルタイムな更新に努めます。また、動画配信やSNS を活用した情報発信を推進します。
●市のPR を積極的に推進するためマスメディアを活用するとともに、その資料についても、要点を押さえた視覚効果
の高い資料作成を行います。
●誰もが情報を入手しやすい環境づくりに取り組みます。

施策評価
今後の方針

今後も、所属職員へのホームページの作成の研修も行い、技術の習得・継承とともに研鑽に努めます。。
全庁的なDXの推進を進めるなかでは、特に高齢者向けの情報提供の１つとして、これまで検討してきた「くらしの便利
帳」の作成が完了し、希望者や転入者を中心に配布している。今後も定期的に情報の更新や見直し、正しい情報を案内
できるよう努めます。

事業内容

①広報はしもとを発行します。
②ホームページで情報発信します。
③記者クラブら報道機関に対して、定期的な記者会見や報道資料の提供を行い、本市の事業等などをマスメディアへ掲
載されるよう図ります。
④LINE、Youtubeを積極的に活用して市の情報を発信します。

方　向　性

広報はしも
と発行事業

市民生活に必要な情報など広く周知し、市民ニーズに的確に対応した行
政運営を図るため、・広報はしもとを月に１回（年１２回）発行し、情
報提供を行います。編集ソフトのスキル向上のため引き続き専門研修に
参加します。誰もが情報を入手しやすいよう、UDフォントを広報紙に導
入します。あわせて庁内発出文書（教育委員会含む）にもUDフォントを
導入します。

ホームペー
ジ管理運営
事業

市の施策、計画、事業、サービス及び市民生活に必要な情報などホーム
ページを通じて、市民等に広く周知し、市民ニーズに的確に対応した行
政運営を図ります。

橋本市公式
LINEを活用
した情報発
信

橋本市公式LINEのセグメント配信機能を活用して、市の事業やイベント
情報などを広報する。
また、UXの向上のためリッチメニューの充実等を図る。

広聴活動の充実

施策内容

●「輝けはしもとトーク」やインターネット政策モニター制度、SNS などを活用した広聴活動の充実を図ります。
●タウンミーティング、出前講座、住民説明会など、広く市民から意見を聴取する機会を設けるとともに、様々な機会
を通じて参加の呼びかけを行い、まちづくりへの市民参画を促進します。

施策評価
今後の方針

広報紙等で募集を行うとともに、部長連絡調整会議から各部署より様々な機会を通じて参加の呼びかけを行い、市民か
らの意見聴取の場を確保する。

事業内容

「市政報告会」を開催し、市長が市政の現状を報告し、住民と意見交換します。
「輝けはしもとトーク」で、活動団体や市民グループと市長が意見交換します。
橋本市公式LINEを活用して市民を対象としたアンケートを実施します。

方　向　性

市政報告会

各地区公民館で、市長が出向いて市政の現状を市民に直接報告し、意見
交換します。

輝けはしも
とトーク

活動団体や市民グループの市政参画を促すことを目的に、市長とトーク
形式で懇談します。

橋本市公式
LINEを活用
したアン
ケート事業

橋本市公式LINEによるアンケート機能では、労力や経費をかけずに多く
の人から意見徴収できます。より多くの市民等の意見を聴取し、市政に
反映させるため、広聴機能として積極的に活用していきます。令和５年
度に実施した「広報はしもと」「公式LINE」などに加えて「市ホーム
ページ」やその他の事業に関するアンケートを実施します。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

秘書広報課 → → →

秘書広報課 → → →

④

R8 R9 R10 重点化

秘書広報課 → → →

秘書広報課 → → →

魅力情報発信の強化

施策内容

●市民ニーズや関心事の把握や分析を行うなどし、広報紙、ホームページなどによる情報発信の内容をさらに充実させ
るとともに、市民協働による特色のある情報発信を行います。

施策評価
今後の方針

携わっている業務の情報発信の必要性についての意識改革に努める。LINEについては、アンケートにより内容の見せ方
など広く市民目線での意見を聞き、より良い配信に向け改善していく。紀の川橋本SUMMERBALLや、はたちの集いなどの
各イベントでのLINE登録の啓発など機会を利用して登録を進めるとともに、継続的な発信に努め、確実にフォロワー数
を増やしていく。

事業内容

①市制20周年記念事業を実施します。
②橋本市公式LINEを活用し情報発信につとめます。
③子育て情報サイト「はぴもと」での子育て関連情報の発信に努めます。

方　向　性

橋本市公式
LINE（情報
発信）事業

橋本市公式LINEのセグメント配信機能を活用して、利用者が欲しいと選
んだ情報を積極的に配信します。令和５年３月以降、公式LINEの登録者
が大きく増加していることから、多くの人へ情報発信ができます。

子育て情報
サイト「は
ぴもと」コ
ンテンツ作
成業務委託

本市のシティプロモーションを推進していく中で、子育てを中心とした
既存ウェブサイト「はぴもと」を誰もが見やすいページにする。

情報発信に関する人材育成および民間活力の導入

施策内容

●広報全般に関する意識の高揚と、広報を行う上で必要となるホームページ作成などの技術力向上のための職員研修を
実施し、「広報力」の向上を図ります。
●広報紙の記事や魅力発信のコンテンツ作成は、市民参加により、市民目線の成果物となるように取り組みます。
●市民はまちをPR する重要な担い手であることから、市民にむけた情報発信を強化し、SNS などを活用した情報発信
を市民と協働で行えるように取り組みます。

施策評価
今後の方針

職員が自ら積極的に情報発信をできるような体制づくりに努める。映像研究部については、参加者の減少や当初の目的
を達成したため、R6年度で活動を終了する。子育て世代への情報発信を強化するため「はぴもと」について関係課と連
携してコンテンツの充実に努める。

事業内容

①ホームページ作成技術の向上のため、定期的に研修を行ないます。
②市民と協働を広報記事の作成を行います。

方　向　性

ホームペー
ジ・映像作成
技術の向上

ホームページ・映像作成技術の向上を目的に定期的に研修を行います。

市民協働に
よる広報記
事の作成

市民が広報の記事を作成するなど、市民目線での広報を行います。広報
戦略委員会等での活動を通じて、市民にとってより良い広報ができるよ
う庁内へ積極的な情報共有・情報発信をしていきます。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 105 106 107 108 109 110 111 114 114 115

実績 112 112 112 113 113 113 115

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

主管部局 危機管理室 関連部局 建設部（都市整備課、農林整備課） 消防本部 健康福祉部（いきいき健康課、福祉課、介護保険課）

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

災害予防対策の充実

防災組織の強化

災害応急対策の充実

土砂災害・水害対策の充実

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
4安全・安心な暮らしと、生活の利便性を支える都
市基盤づくり

施策項目 8 危機管理・災害

実現したい
まちの姿

あらゆる危機事象に対して、市民・関係団体・行政などが連携し、危機管理体制を組織的で迅速かつ的確に対応でき
る体制を整えています。さらに、市民一人ひとりに対し、「自分の命は自分で守る」という意識を持つための啓発を
進めることにより、安全・安心を確保し、被害を最小に抑えることができるように災害対応力が向上しています。

1 自主防災組織結成数 組織 Ａ

2 　

3 　

4 　

5 　

6 　

1
市民・事業者・関係団体は、いざという時のために、日頃からのつ
ながりづくりや人づきあいを大切にします。

2
関係団体は、行政と連携し、各自主防災会の活動が活発になるよう
に啓発・研修などを行います。

3
市民・関係団体は、住民を含め、様々な団体等と連携した支え合
い、助け合いのできるコミュニティづくりを進めます。

4

5

Ｃ

防災行政無線更新の進捗はあったが、避難所運営や個別避難計画作成など避難に関することを含め災害対策には、住民や地
域、自主防災組織など多くの個人、団体の協力が不可欠であることから、平常時から活発な防災活動が取り組まれるよう今後
も継続して活動の普及、啓発に努める。
また、多様性を尊重し、非常時にも配慮ある災害対応が行えるよう対策を進めるとともに、女性の力の活用を求め、意思決定
の場への参画や、地域での女性リーダーの育成など多様な視点を取り入れた災害対応を目指す。

自主防災組織連絡協議会は引き続き、自主防災大会や
FMはしもとにおいて市民に向けて啓発を行ってもら
い、必要に応じて各自主防災会への助言等活動への支
援や活性化への働きかけを行ってもらう。
また、住民が防災活動に興味をもち、参加しやすい環
境をつくるため、市民参加型の活動を担ってもらう。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

危機管理室 → → →

危機管理室
福祉課
いきいき健
康課
介護保険課

→ → →

②

R8 R9 R10 重点化

危機管理室 → → →

危機管理室 → → → ◎

災害予防対策の充実

施策内容

●民生委員児童委員や自主防災組織、福祉専門職など関係者と連携し、避難行動要支援者などの情報共有を図るとと
もに、救助・避難方法の確認、体制づくりに努めます。避難行動要支援者の個別避難計画作成方針を決定し、個別避
難計画を策定します。
●橋本市地域防災計画に基づく防災訓練やハザードマップ等の活用を通じて、市民の防災意識の高揚や自主防災会の
育成および充実に一層取り組みます。
●住民一人ひとりが確実に災害情報を取得できるよう防災行政無線の再整備等を行い、「自らの命は自らが守る」自
助の浸透をめざします。

施策評価
今後の方針

関係者と連携して個別避難計画の作成を進めるとともに、名簿登録者については随時、現状に即した状況に更新する
などのモニタリングを進めていく。

事業内容

●災害情報等をスムーズに市民に届けるため、再整備した防災行政無線システムを活用します。
●避難行動要支援者それぞれに応じた個別避難計画を関係者の協力を得ながら作成します。
●フェーズフリーの理解者・実践者を増やしていきます。

方　向　性

防災情報取
得手段確保

令和6年10月から本格稼働した防災行政無線システムによる災害情報な
どの発信について、戸別受信機等による情報取得を定着できるよう啓
発に努めます。

避難行動要
支援者支援

誰一人取り残さない防災を推進するため、避難行動要支援者の避難行
動を支援します。
自ら避難することが困難な高齢者や障がい者などの避難行動要支援者
名簿を作成・更新し、地域の支援者（区・自治会、民生員・児童委
員、消防・警察機関等）に提供して、災害時だけではなく、日頃の見
守りも含めて協力・連携を強化していきます。

防災組織の強化

施策内容

●自主防災会の育成および充実を図り、橋本市自主防災組織連絡協議会との連携を強化します。また、自主
防災組織補助金交付要綱を改正し、資機材等の再整備できるよう財政面での支援を行います。
●近隣自治体や県外自治体との相互応援協定の締結に基づき相互の連携強化を進めるとともに、災害時の応
援受入れ体制の整備を進めます。
●事業者との災害時応援協定を拡充します。

施策評価
今後の方針

引き続き、資機材の再整備や訓練等活動の補助金の活用を各地区自主防災組織に呼びかけ、自主防災組織の
活動の継続を目指せるようサポートする。

事業内容

●自主防災組織に対し、その活動の継続を促すため、活動をサポートするとともに、自主防災組織補助金により支援
を行います。

方　向　性

自主防災組
織補助金

自主防災組織の活動の継続を促すため、防災訓練等を実施した組織に
対し、補助金を交付し支援を行います。

自主防災組
織啓発強化

紀の国人づくり塾への参加や女性防災リーダー育成の協力を呼びかけ
るなどし、地域で活躍できる人材の確保に努めます。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

危機管理室 → → →

危機管理室 → → → ◎

危機管理室 → → → ◎

④

R8 R9 R10 重点化

都市整備課 → → →

都市整備課 → → →

危機管理室 → →

災害応急対策の充実

施策内容

●災害時における情報収集・発信体制の構築、災害対策の拠点となる施設の耐震化、防災倉庫・避難所への食料、飲
料水、生活必需品、災害用資機材等の備蓄の充実といった取組みにより、災害時応急体制の確立を図ります。
●災害時の道路をはじめとしたインフラの応急復旧や応急生活物資の調達等については、災害時の協定を基に、より
一層の連携強化を図ります。
●「橋本市国民保護計画」に基づき、無差別テロや武力攻撃など、本市が経験したことのない事象に対して、警察機
関、国・県などと連携した訓練の実施などにより、対応力を高めます。
●パンデミックによる生活・経済の危機的状況に対応・迅速に復帰できる体制の構築を進めます。

施策評価
今後の方針

戸別受信機の重要性やメール、LINEなどによる防災情報の配信と普及に努める。またテレビ等防災情報の取得手段の
啓発に努める。

事業内容

●災害情報等をスムーズに市民に届けるため、再整備した防災行政無線システムを活用します。
●避難所運営の効率化、迅速化を図ります。

方　向　性

防災情報取
得手段確保
事業

令和6年10月から本格稼働した防災行政無線システムによる災害情報な
どの発信について、戸別受信機等による情報取得を定着できるよう啓
発に努めます。

災害時備蓄
品整備事業

災害発生時、２日～長期の避難生活が予想される避難者に対応するた
め、最低限必要な災害用備蓄品を備蓄します。

避難所マネ
ジメントシ
ステム導入
事業

システム導入により、被災時の避難所運営における効率性と迅速性を
向上させ、円滑な対応を可能にします。

土砂災害・水害対策の充実

施策内容

●森林、農地等の持つ防災機能をいかすため、自然環境の保全に努めるとともに、中小河川・用排水路・ため池等の
改修や治山・治水事業の促進により、浸水・冠水・土砂災害の事前防止に努めます。
●県が指定する土砂災害警戒区域・特別警戒区域について、避難体制等の整備を実施します。

施策評価
今後の方針

マイタイムラインの作成など「やさしい防災ハンドブック」を活用して子どものみならず幅広い世代に対して、災害
時に適切な対応をとることができるよう啓発を進めていく。
また、土砂災害・水害の最新版ハザードマップを作成し、災害に対する備えや避難に関する知識の普及・啓発に努め
る。
水害対策について、浸水状況等を勘案しながら対策に努めていく。

事業内容

●大雨時に備えるべく、排水路改修を行います。（都市整備課）
●本市作成の「やさしい防災ハンドブック」等を活用した啓発を行います。（危機管理室）

方　向　性

河川管理事
業

河川を安全に保つための設備を管理します。　
主な管理対象設備は、水防のための排水ポンプとその発電機と樋門で
す。それらを点検したり、緊急時に設置できるよう手配します。

公共排水路
整備事業

公共排水路を改修⇓整備します。
財源として、公共施設等適正管理推進事業債(9割)を活用して、一般財
源の削減化を図ります。
改修が必要な区間を複数年に分けて、工事を行う予定です。

やさしい防
災ハンド
ブック等啓
発冊子活用
事業

土砂災害や水害など本市の災害特性について、幅広い世代に対し、災
害リスクと適切な対応を理解してもらえるよう、やさしい防災ハンド
ブックやハザードマップ、在宅避難のすすめなど啓発冊子を老人会や
自主防災会、地域への防災講話にも活用するとともに、小中学校への
防災学習などを通じ、啓発を行います。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 4600 4900 5000 5200 5500 5700 5900 6100 6300 6500

実績 4228 4681 5184 5425 5764 6085 6799

目標 71 72 73 74 75 76 77 77.5 78 78.5

実績 75.3 76.9 73 77 73.1 75.7 75.7

目標 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

実績 4.2 4.6 2.2 3.1 4.2 2.1 2.6

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ａ

Ｂ

主管部局 消防本部 関連部局

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

消防体制の充実

救急救助体制の充実

火災予防の啓発

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
4安全・安心な暮らしと、生活の利便性を支える都
市基盤づくり

施策項目 9 消防・救急

実現したい
まちの姿

災害時の初動体制の充実と、人員の増強、消防施設、車両等や資機材の整備、通信指令体制の充実を図ることで、多
様化する事故・災害・火災等から市民の生命、身体および財産を守る体制が確立されています。

1
救命講習終了者数（累
計）

名 Ａ

2
住宅世火災警報器設置
率

％ Ｂ

3 出火率 件 　Ｂ

4 　

5 　

6 　

1

市民は、消防団、自主防災組織等の活動に積極的に参加し、訓練等
を通じ、防災・救助の知識や技術の習得に努めます。

2

事業者は、消防団協力事業所の認定を受けるよう努め、また、地域
消防団に対して積極的に協力を行います。

3

市民・事業者・関係団体は、防火意識を持ち、防火・消防用設備等
の維持管理に努めます。

4

5

Ｂ

全国的に自然災害や感染症の発生が懸念される中で、市民の｢安全｣と｢安心｣を守るため、消防本部の体制を強化し、消防団や
近隣の消防本部との応援体制をより緊密にするとともに、救急体制の充実や、防火対策の推進に取り組みます。
市民がいざという時に対応できるよう、｢応急手当普及員｣を養成し、｢普通救命講習｣を開催して、救急に関する知識の普及を
図り、医療機関との連携を強め、地域全体で救急医療体制を整え、救命率の向上を目指します。

現状の取り組みを維持しつつ、防火及び救命率向上を
目的とした知識・技術の向上に努めます。
また、各種広報用動画を作成し、啓発活動に役立てま
す。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

消防総務課
警防課

→ → →

警防課 → → →

警防課 → → →

消防総務課 ↑ → →

消防体制の充実

施策内容

●消防本部の施設整備および消防力の整備指針に基づき、車両、装備、資機材、通信等の消防設備や消防水利の計画
的な更新整備を進めます。
●各分野の高度で専門的な知識・技術の習得および各種訓練を計画的に取り組むとともに、各種資格や免許の取得を
促進します。
●国、県、消防機関および緊急消防援助隊との連携強化を図ります。
●広く市民に消防団活動の重要性を訴え、入団を促進するとともに、消防団施設、消防団活動に必要な資機材等の整
備を進めます。

施策評価
今後の方針

「消防庁舎の長寿命化改修工事」や「橋本北消防署の化学消防車の配備に伴う建物の増築工事」を引き続き進めてい
きます。また、「耐震性防火水槽の新設」や「消防本部や消防団の車両の更新」、「消防団施設の耐震化」など、市
の計画等に基づいて、着実に実施していきます。
救急需要の増加や企業の進出により、消防へのニーズがますます多様化・複雑化していることから、対応力を高める
ために消防職員の増員を図り、令和8年度には、職員定数82人体制を目指します。限られた施設や人員を有効に活用
しながら、消防体制の充実・強化に取り組みます。

事業内容

●橋本市消防庁舎の長寿命化改修工事（予防保全）の実施、化学消防車配備に伴う橋本北消防署増築工事後の、防災拠点機能
の強化に取り組みます。
●消防本部車両及び消防団車両の更新を実施します。令和8年度に橋本市北部地域の消防体制を強化するため、橋本北消防署第
１出動車両であるポンプ車3号の更新を実施します。
●計画的に老朽化防火水槽の廃止及び消防力の整備指針に基づいた耐震製防火水槽の整備を実施します。
●消防団入団促進事業として、消防団協力事業所表示制度の拡充及び消防団応援の店制度を推進します。

方　向　性

消防庁舎防
災拠点機能
強化及び消
防団納庫器
具庫更新事
業

・消防防災拠点機能を適切に発揮するため、令和8年度は消防庁舎の長寿命化
改修工事（予防保全）を行います。
・地域防災力の要を担っている消防団納庫（器具庫）の耐震化事業完了後も
引き続き、消防施設整備計画（個別施設計画）に基づく長寿命化、更新等の
適正管理を行います。

消防本部主
力消防車及
び消防団車
両の整備事
業

　消防体制の充実強化ため消防車両等の現場における不具合を回避し、経年
劣化等による機能低下を防ぎ、各種災害に対応できるよう消防車両等の更新
を行います。
　橋本市北部地域の消防体制を強化するため令和8年度に橋本北消防署配備の
ポンプ車3号を更新します。
　また、近年の多様化及び激甚化する災害に対し、情報収集活動を迅速、効
率的かつ安全に遂行するためドローン操縦士（二等無人航空機操縦士）を令
和9年度までに7名養成します。

㎥40 級防火水
槽整備事業

　消防水利の基準（昭和36年12月10日消防庁告示第7号）に基づいて、整備を
行います。消防水利が不十分かつ木造建物密集地域である東家地区への耐震
製防火水槽を設置します。また、併せて無蓋防火水槽及び老朽化防火水槽
（非耐震）を廃止するなど適正管理を行います。

消防力整備
計画（仮
称）策定事
業

市総合計画における消防分野の基幹計画をなす「消防力整備計画（仮称）」
を策定するため、「橋本市消防本部消防力整備検討会議」を設置し、消防力
整備の実態、課題、施策の方向性、進捗管理を行うとともに、市総合計画の
進捗管理ともリンクすることにより業務の効率性を図ります。なお、橋本市
民の安全安心を守り支えるため、今後増えていくであろう育児休暇取得者等
に対応するため、更なる人員増を図ります。　　　

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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②

R8 R9 R10 重点化

警防課
→ → → ◎

警防課 → → →

警防課
→ → →

③

R8 R9 R10 重点化

予防課 → → →

予防課 → → →

予防課 → → →

予防課 → → →

救急救助体制の充実

施策内容

●救急需要が増大している中、搬送患者の多くが軽症であることから、あらゆる機会を捉え、住民に対して救急車適
正利用を啓発し、重症者を迅速に医療機関に搬送できる体制の構築を図ります。
●突発的な感染症の拡大に対する、資器材の調達に難渋することのない体制を構築します。
●他関係機関（警察、医療機関、福祉、民間等）との連携を図ります。
●指導救命士を中心とした救急隊員の教育指導体制を構築し、活動基準のプロトコールに準拠した質の高い救急活動
を担保するとともに救急活動の標準化を図ります。
●災害現場において安全・適正に活用できる車両、資機材の計画的な更新整備を図ります。

施策評価
今後の方針

応急手当の知識を広めるための指導者（応急手当普及員）を養成し、その協力を得て、市民向けの「普通救命講習」
を継続して開催していきます。これにより、いざという時に行動できる市民を増やし、市民の救命につなげていきま
す。
病院などの医療機関とも連携を強めることで、救急現場での対応力や救命率の向上を目指します。学校や地域の団体
を対象に「熱中症への対応訓練」を行い、予防の大切さを伝えるとともに、万が一熱中症事案が発生した場合でも、
円滑に対応できる体制づくりを進めていきます。

事業内容

●応急手当の重要性について、広く市民及び事業者等への広報を行うとともに、講習会開催を呼びかけ、普通救命講習受講者
の増加につなげます。また、引き続き、消防団員や学校教職員、防災士等へ案内、協力を求めて、普通救命講習等指導できる
応急手当普及員を養成していきます。
●応急手当優良事業所認定制度（救マーク制度）を推進し、事業所職員を対象とした普通救命講習を促進します。
●関係機関の協力を得て、集団救急事故等における救急、救護体制の充実、強化を図ります。
●救急研修会や症例検討会の開催を通じて近隣医療機関等との連携強化を図ります。

方　向　性

応急手当普及啓
発事業（応急手
当普及員講習）

・救マーク制度を推進し、市内事業者等へ普通救命講習の参加を呼び
かけ、修了者及び認定事業所の増加を図ります。
　また、引き続き、応急手当普及員講習開催し、普通救命講習指導者
を養成します。

救急隊員の
指導教育事
業

・橋本市民病院との協働により実施している救急ワークステーションを継続
し、医療機関との連携強化を図り、症例検討会の開催を促進します。
・救急医療週間等に救急研修会やナースカー（救急車に看護師が同乗）を実
施し、救急隊員の知識・技術向上を図るとともに、医療機関との連携強化及
び人間関係の構築に努めます。

集団救急事
故等の救急
救護体制強
化事業（熱
中症対策）

・熱中症事案を未然に防ぐとともに、事故が発生した際、迅速的確な
対応ができるよう小中高等学校やスポーツクラブ等の団体に対し、熱
中症予防知識の向上、消防・救急隊との連携、迅速、適切な応急処置
の向上を目的とした熱中症多数傷病者初動対応訓練を実施します。

火災予防の啓発

施策内容

●防火訪問等による住宅用火災警報器の広報を推進し住宅防火の拡充を図る。●コミュニティバス・消防車両等にマ
グネットシートを貼る等の広報活動を実施する。●防火対象物・危険物施設の適正な管理と防火意識の向上に努め
る。●消防用設備および防火対象物の点検の徹底を図る。●危険物保安検査の徹底を図る。●各施設への計画的な立
入検査を実施する。

施策評価
今後の方針

関係機関等と協力して市民や事業所に対して防火意識の向上を図ります。

事業内容

●市機関等と連携し、住宅防火啓発・住宅用火災警報器設置、交換を推進します。
●危険物施設・防火対象物・消防対象物・保安三法施設（高圧ガス、火薬類、液化石油ガス）に対して法に基づいた
許認可、審査、検査、指導等を行います。

方　向　性

住宅用火災
警報器設置
の設置推進

ホームページ及び広報はしもとへの掲示、ポスター掲出等による防火
広報を行うとともに、住宅用火災警報器の取付け困難な方に取付け支
援を行い設置率向上を図ります。また、感震ブレーカーの設置推進も
併せて実施します。これらの広報としてインスタグラム等、SNSを活用
し設置、交換を呼びかけます。

防火対象
物、危険物
施設等の事
業所への火
災予防の啓
発・指導

防火対象物、危険物施設等に対し計画的に立入検査を実施し、消防用
設備や防火管理等の指導を実施します。防火対象物の事業所について
は各事業所の防火管理者を対象とした消防訓練を実施し、内容を持ち
帰って各自で実施してもらうことで防火対象物事業所訓練の充実を図
ります。危険物施設において各署と合同訓練を行い、有事の際の連携
対応訓練を実施します。危険物を移送、運搬する車両への立入検査を
実施します。少量危険物を移送する車両への立入検査を実施し、橋本
市火災予防条例に基づき指導します。

保安三法事
業所への火
災予防啓
発・指導

高圧ガス施設、火薬類施設、液化石油ガス施設等へ計画的に立入検査
を実施します。火薬類危害予防週間中には火薬を取扱う事業所への広
報を実施します。※保安三法（高圧ガス保安法・火薬類取締法・液化
石油ガスの保安の確保及び取引の適正に関する法律）

一般住民へ
の火災予防
啓発・指導

市民に対して防火の資料を配布するとともに、住民訓練実施を呼びか
け初期消火体制の充実強化を図り、出火防止意識の向上を図ります。
各季節や事例に対応した火災予防のホームページを作成するととも
に、インスタグラム等、SNSを活用し防火意識の向上に努めます。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

32



■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 130 125 120 115 110 105 100 80 70 60

実績 94 98 69 80 75 59 89

目標 370 363 356 348 340 290 240 200 180 120

実績 232 187 155 141 209 287 240

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 総合政策部 関連部局 地域振興室

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

各種交通安全運動の推進

交通安全の啓発と交通法規の順守

地域ぐるみの防犯活動の推進

啓発活動の実施による防犯意識の高揚の推進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
4安全・安心な暮らしと、生活の利便性を支える都
市基盤づくり

施策項目 10 交通安全・防犯

実現したい
まちの姿

交通事故・犯罪のない明るい社会の実現を目指し、市交通指導員会・警察等関係団体・市地域安全推進員会との連携
による啓発活動の充実により、市民の安全・安心な暮らしが確保されています。

1
市内の交通事故発生件
数（人身事故発生件
数）

件 Ｄ

2
市内の犯罪件数（刑法
犯認知件数）

件 Ａ

3 　

4 　

5 　

6 　

1

市民・事業者・関係団体は、互いに連携し、交通事故のない明るい
社会の実現をめざします。

2

市民は、高齢者等を対象とした消費生活出前講座や特殊詐欺被害防
止アドバイザー等を活用し、特殊詐欺に遭わないために、積極的に
研修会等に参加します。

3

市民・関係団体は、地域内のかかわりを保ちながら、地域は地域で
守る意識の共有を図り犯罪等を未然に防ぐ取組みに協力します。

Ｂ

交通事故・犯罪のない明るい社会の実現をめざし、市交通指導員会・警察等関係団体・市地域安全推進員会との連携による街
頭啓発活動（施設利用者・学生・買い物客など幅広い年齢層への啓発活動）の充実により、市民の安全・安心な暮らしを確保
します。また、特殊詐欺被害に遭わないために区・自治会に対し積極的な出前講座の実施や、自主防犯パトロールなど地域に
おける防犯活動を推進するとともに、地域安全推進委員を中心に青色回転等をつけた車両で地域をパトロールするなど被害防
止や犯罪抑止に努めます。

継続実施することで、交通事故・犯罪の抑止に繋げ、
安全・安心なまちづくりを推進します。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

地域振興室 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

地域振興室 → → →

各種交通安全運動の推進

施策内容

●全国交通安全運動期間の街頭啓発活動を実施します。
●第11 次和歌山県交通安全計画に基づき、県下一斉交通安全指導の日の運動を実施します。
●全国統一交通事故死ゼロをめざす日の運動を実施します。

施策評価
今後の方針

令和7年度から高齢者の免許返納支援事業を開始し、高齢者の交通事故減少に努めます。

事業内容

交通安全運動期間（年４回）中に地域の実情にあった広報・啓発活動を実施し、市民の交通安全意識の向上を図り、
さらに、子ども・高齢者に対する効果的な広報・啓発活動を実施して、交通事故の抑止を行います。令和８年４月か
ら自転車交通ルールの厳格化が開始されるため、特に自転車通学している市内中学生に対する啓発活動を実施しま
す。

方　向　性

交通安全事業

橋本市交通指導員会が実施する広報・啓発活動を支援し、警察及び各
種関係団体と連携して地域の交通安全意識を向上させ、交通事故のな
い明るい社会の実現に努めます。

交通安全の啓発と交通法規の順守

施策内容

●飲酒運転根絶、横断歩道での車の停止、自転車利用者の交通ルール順守などを徹底するよう引き続き啓発
します。
●通園通学路における早朝街頭指導を実施します。
●小学校児童を対象とした歩行指導を実施します。
●高齢化の進展による高齢者事故の多発や、スマートフォンやサイクリングに絡む交通事故の増加など、交
通安全を取り巻く環境変化に合わせた効果的な活動を実施します。
●橋本市交通指導員会の会員増にむけ、各区・自治会への働きかけを行います。

施策評価
今後の方針

歩行者の交通ルール遵守の安全教育と子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保への取り組みを行い、
交通環境の変化に合わせた効果的な活動を実施します。
また、警察署と連携し、最新の交通ルールを全指導員に普及できるよう講習会を実施するなど検討していき
たい。

事業内容

橋本市の交通安全の大きな基盤となっている橋本市交通指導員会とともに、行政、警察、学校、他の関係団体と連携
し、市民の交通安全意識の向上を目指します。広報・啓発活動では、小中学校、商業施設、駅周辺等の多種多様な場
所で行い、広範囲に効果的な活動を行います。
さらに、交通事故の抑止に向け、地域の実情にあった小学生への歩行指導や高齢者に対する交通事故防止活動を実施
します。また、関係機関の講習会への参加や、橋本市交通指導員養成の講習会の実施を検討します。

方　向　性

交通安全事業

橋本市交通指導員会が実施する歩行指導や早朝街頭活動、各種広報・
啓発活動を支援し、警察及び各種関係団体と連携して地域の交通安全
意識を向上させ、交通事故のない明るい社会の実現に努めます。
高齢者の免許返納者に対し地域通貨Hashi-Mo（ハシモ）のポイントを
付与し、高齢者の運転事故の減少を図ります。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

地域振興室 → → →

地域振興室 → → →

④

R8 R9 R10 重点化

地域振興室 → → →

地域ぐるみの防犯活動の推進

施策内容

●地域安全推進員を中心とした地域防犯活動の実施を支援します。また、市職員も地域安全活動に積極的に
参加するよう努めます。
●区・自治会等が中心となり関係機関・団体等と連携し地域防犯パトロール、防犯指導、講習会等の実施を
支援します。
●高齢者等を対象とした消費者トラブルや特殊詐欺に遭わないための高齢者教室等の実施を支援します。

施策評価
今後の方針

区・自治会等が中心となり関係機関・団体等と連携し地域防犯パトロール、防犯指導等の実施や高齢者等を
対象とした消費者トラブルや特殊詐欺に遭わないための出前講座等を継続して実施します。令和6年度より
「持続可能な地域コミュニティ発展交付金」を拡充し、41の区・自治会に対し独自に取り組んでいる防犯活
動に対し5万円を従来のSDGs交付金に上乗せする「地域の特色を活かした事業（プラス５）」を実施した。
今後も区・自治会の自主防犯活動を見直す機会を提供し、地域の防犯意識の高揚に努める。

事業内容

各地区に１名いる橋本市地域安全推進員を中心に、青色パトロール車による防犯パトロールを実施します。また、各
区長等と連携して市内で開催されるイベント時における啓発物品の配布をするなど、様々な機会を通じて市民の防犯
意識の向上を図ります。さらに、区自治会へのLED防犯灯器具取替や防犯カメラの費用を一部負担することにより、
犯罪抑止効果の向上を図ります。

方　向　性

防犯事業

橋本市地域安全推進員会が啓発活動、防犯パトロール等を積極的に実
施し、市民の安全、安心なまち作りを推進します。

防犯灯更
新・カメラ
設置補助事
業

市内の区・自治会を対象に市民の安全に資するため、LED防犯灯の器具
取替や、公共の場所へ設置する防犯カメラについて、その設置費用の
一部をR7年度から補助しています。

啓発活動の実施による防犯意識の高揚の推進

施策内容

●市民が多く集まる駅や施設、イベント等においてマナーアップ啓発活動を実施し、防犯意識の高揚に努め
ます。

施策評価
今後の方針

市地域安全推進員、暴力団追放推進委員、県及び警察署と協力し、市民が多く集まる駅や施設、イベント等
においてマナーアップ啓発活動を継続的に実施し、更なる防犯意識の高揚に努める。

事業内容

市政20周年の冠事業として、令和7年度に第４回暴力団追放橋本市民大会を開催しました。行政、警察、各関係団体
と連携を密にし、タイムリーな犯罪被害情報を発信し、多くの市民に伝わる広報・啓発活動を行います。

方　向　性

防犯事業

橋本市暴力団追放推進委員が中心となり、９年振りに暴力団追放橋本
市民大会を令和7年度に開催しました。幅広い世代を対象に広報・啓発
活動を実施し、防犯意識の向上を目指します。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 692 704 716 728 740 1092 1444 1796 2148 2500

実績 2457 2611 1036 1150 1889 1758 1605

目標 90 90 91 91 92 95 96 97 98 99

実績 79 92 93 98.32 94.8 94.55 98.07

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

主管部局 総務部 関連部局 生活環境課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

業務・経費の見直し

消費者の自主的活動の推進

生活情報誌システムの整備

消費生活相談の充実

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
4安全・安心な暮らしと、生活の利便性を支える都
市基盤づくり

施策項目 11 消費生活

実現したい
まちの姿

消費者被害のない安全・安心な市民生活を実現するために、消費生活相談体制を充実し、消費者被害の救済、未然防
止、拡大防止が図られています。

1 啓発事業参加者数 人 Ａ

2

相談解決割合（斡旋不
調、処理不能、処理不
要を除く件数／全受付
数）

％ Ａ

3 　

4 　

5 　

6 　

1
見守り活動実践団体が増加するように努めます。

2

3

4

5

Ｂ

消費者被害は生命・身体と財産の被害です。誰しもが被害に遭うわけではありませんが、誰もがトラブルに巻き込まれ被害者
になる可能性があります。特に財産被害はその人の生活に直結します。市民生活の安全・安心の確保のためには、被害に遭わ
ないための取組と被害に遭った時に相談できる窓口として、消費生活センターの更なる充実が必要です。また、社会課題に主
体的に取り組む意識の高い市民育成には、継続的な消費者教育の場の提供は必須です。
その為には、消費者の自主的な活動を促すため、若年層に向けたＰＲや、ＳＮＳを通したより幅広い啓発も必要だと考えま
す。

多様な立場の人が見守り活動を担えるよう、様々な機
会を活かし人材養成に取り組みます。消費者安全確保
地域協議会が有効に機能するよう積極的に情報共有に
取り組み、見守り活動実践者等の支援を行います。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

生活環境課 → → →

生活環境課 → → →

生活環境課 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

生活環境課 → → →

生活環境課 → → →

生活環境課 → → →

消費者問題への対応の充実

施策内容

●生活教養講座等によりエシカル消費の推進をはじめ、様々な消費者力向上のための学習の機会の提供を進めます。
●広報やホームページ等、広報ツールを活用し、積極的に情報発信を進めます。
●消費者被害や製品事故情報等の情報収集に努めます。
●成年年齢の引き下げに関する出前授業の充実を図り、成年以前の消費者教育を強化します。
●判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐために、関係者等との連携を強化します。

施策評価
今後の方針

さまざまな社会の課題解決への取組に消費者が果たす役割への理解を広げるため、多様な立場の人たちと連携しなが
ら、様々な機会を活かし消費者教育・啓発を実施します。

事業内容

市民一人ひとりが消費者として、正しい知識を持ち、役立つ情報を身につけるための消費者教育事業を実施する。ま
た、持続可能な社会を目指すため、消費者が果たす役割への理解を広げ、多様な立場の人たちを尊重しあえる啓発事
業を実施する。

方　向　性

消費者教育

消費者トラブルの未然防止・拡大防止のため、消費者力を向上させる
消費者教育を実施していく。
・生活教養講座を実施する。

消費者教育

持続可能な社会実現のため、消費者力を向上させる消費者教育を実施
していく。
・親子でチャレンジSDGs！～エコクッキング教室～を実施する。
・SDGsはしもと環境フェアを実施する。

啓発

市内の児童・生徒に向けた啓発事業を実施し、消費者力向上及び消費
生活センターの周知を目指す。
・食品ロスダイアリーを実施する。
・消費生活啓発ポスターの募集事業を実施する。

消費者の自主的活動の推進

施策内容

●地域コミュニティの場に出向き、出前講座を実施することで、地域の見守り活動に貢献し、見守られる人だけでな
く見守る人の消費生活への関心を高めます。
●消費者トラブルへの意識の高さが被害防止の一歩であることから、若年層を含めたより多くの人に消費者行政への
理解を深めていただき、自ら啓発できる人材育成を継続して行います。また、育成した人材の活動の場を提供しま
す。
●人材養成講座について、若年層に参加を広げる取組みを進めます。
●「消費者市民社会」の実現にむけた消費者の責任について、多角的なアプローチで意識の醸成を図ります。
●市民活動団体等による消費者啓発実施の支援を行います。

施策評価
今後の方針

様々な人が消費者トラブルに関心をもち、自分にできる見守り活動への参加を促す人材養成講座を継続します。養成
した人材の活動の機会を確保し、続けて活動する意欲や意識付けにつなげていきます。

事業内容

自らが被害者にも加害者にもならず、地域を見守る人材へと育成する必要がある。そのために、見守り人材育成養成
講座を実施し、地域を見守る人材を確保します。また、自主的な活動の場として、消費者トラブル等の未然防止・拡
大防止の街頭啓発や様々なイベントに出展し、自主的な活動を支援する。

方　向　性

消費者教育

地区のサロンや体操教室、集会などで人が集まりやすい場所に出向
き、消費生活トラブルへの関心を高めるため、出前講座を実施する。
なお、自前出前講座だけではなく、委託出前講座も拡充させ、講座の
内容を充実させる。

消費者教育
地域を見守る人材を確保するため、くらし応援隊養成講座を実施し、
養成していく。

啓発

橋本市くらし応援隊と協働して消費者啓発を実施するとともに、消費
生活センターを周知する。
・特殊詐欺及び消費者トラブル未然防止街頭啓発を実施する。
・幅広い年齢層に消費者トラブルを周知するため、啓発物品を作成し
配布する。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

生活環境課 → → →

生活環境課 → → →

生活環境課 → → →

④

R8 R9 R10 重点化

生活環境課 → → →

生活環境課 → → →

生活情報誌システムの整備

施策内容

●実際に寄せられた消費生活相談を活用し、広報紙等を作成することでタイムリーな注意喚起情報の発信を
行います。
●作成した広報紙等を見守り活動を実施している行政機関、事業者、団体、委員、個人等に速やかに提供す
る仕組みを構築し、消費者被害防止のネットワークの強化を図ります。
●生活情報誌システムの内容や活用方法についての周知を進めます。
●インターネットや SNS を利用し、より幅広い世代への情報発信に努めます。

施策評価
今後の方針

消費者トラブルへの注意喚起や消費者教育のための情報発信を対象者に合った内容で届けられるよう工夫し
定例化していきます。個人だけでなく、医療機関や郵便局などと連携し、より多くの人への啓発に努めま
す。

事業内容

●紙媒体をはじめ、HPやSNSを活用し、幅広い年齢層の方に消費者トラブル情報が届くように工夫する。そのため
に、消費者の関心事をタイムリーに発信することで、消費者トラブルの未然防止・拡大防止及び消費生活センターの
周知を図る。

方　向　性

啓発

はしもとくらし応援ニュースを毎月発行し、HPに掲載する。また、橋
本市公式LINEでも発信する。

啓発

はしもとくらし応援ニュースを橋本市くらし応援隊メンバーを含む見
守りサポーターに配付し、地域の見守りに活用する。また、見守り連
携関連団体にも配付し、地域の見守り力の強化を図る。

啓発

トラブル事例の紹介として、消費生活啓発カレンダーを作成し、全戸
配付する。

消費生活相談の充実

施策内容

●消費生活相談員（有資格者）の配置を行い、常に相談者に安心感を与える相談体制
を整えます。
●相談窓口としての資質向上を常に心がけ、相談者にとってよりよい解決に結びつくよ
う、関係機関と連携しながら対応する体制を整えます。

施策評価
今後の方針

様々な相談に対応できるよう相談員等の資質向上に努めます。相談窓口の周知を図るとともに、誰でも相談
できる体制の構築を目指します。

事業内容

●消費相談、市民相談の満足度を向上させることで、市民にとって住みやすいまちづくりを目指す。
・相談体制を維持するため、相談員２名を確保する。
・消費者トラブルの情報収集や最新事例を学ぶ研修に参加し、消費相談の質を向上させる。
・消費相談以外の相談においても、より良い解決方法を目指すために法律相談業務を継続する。

方　向　性

消費相談
(消費生活
センター)
業務

消費者問題へ対応するためには、相談員等のレベルの維持及び向上が
必須である。そのためには、今まで以上に相談員が研修に参加し、消
費者問題に関する専門知識の習得や情報収集に注力する必要がある。
消費相談の質が向上すれば、市民にとって安全で安心な生活につなぐ
ことができる。

市民相談

消費生活相談の範疇を超える場合があり、相談者にとってよりよい解
決方法に結びつけるために弁護士による法律相談を実施する。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 15 15 15 15 15 16 17 18 19 20

実績 14 12 11 12 13.5 18.6 21.6

目標 16 17 18 19 20

実績 13 10 10 13.4 15.8 17.5 17.8

目標 81 81 81 81 81 85 85 85 85 85

実績 76 76 83 83 83 83 83

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞

No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ａ

Ｂ

主管部局 総合政策部 関連部局 地域振興室

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

公共交通によるネットワークの充実

公共交通サービスの充実

公共交通結節点の整備

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
4安全・安心な暮らしと、生活の利便性を支える都
市基盤づくり

施策項目 12 地域公共交通

実現したい
まちの姿

誰もが安心して暮らせる街の基盤として、効率的で持続可能な公共交通体系の構築が進み、日常生活に必要な移動手
段が確保されています。

1
コミュニティバス等の
収支率

％ Ａ

2
地域公共交通に対する
満足度

％ Ａ

3 公共交通サービス圏 ％ Ｂ

4 　

5 　

6 　

1

市民・事業者・関係団体は、持続可能で住みやすいまちづくりの基
礎となる「愛される」公共交通への取組みの推進や協力を行いま
す。

2

事業者・関係団体は、公共交通やまちづくりにかかわる現状および
課題の認識や方向性を行政と共有し、効率的で持続可能な公共交通
体系の構築に努めます。

3

市民・事業者・関係団体は、公共交通利用促進に関する意識を高め
るよう努めます。

4

Ｂ

高齢化が進むにつれ免許返納による交通弱者や買い物難民が増加することが予想されることから、公共交通だけでな
く、ささえ愛高野口の移動支援や福祉有償運送などあらゆる交通手段を含めた上で、持続可能な公共交通網を形成す
ることが必要です。今後も市民や交通事業者との連携を図るとともに、意見の吸い上げを積極的に行い、恒常的な公
共交通サービスの提供と更なる利便性向上のため、より効果的・効率的な公共交通の運営に努めてまいります。

利用者のニーズに沿った公共交通網形成のため、交通
事業者と密に連携しながら、路線の見直し及びコミュ
ニティバス・デマンドタクシーの利便性向上に取り組
みます。また、地域懇談会を随時開催し、地域住民へ
公共交通の利用を呼び掛けるとともに、意見を広く聴
く場を設けます。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

地域振興室 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

地域振興室 → → →

地域振興室 → → →

地域振興室 → → →

公共交通によるネットワークの充実

施策内容

●需要が少ないエリアにコミュニティバスの代替交通として導入したデマンド型交通は増便や一部運行路線の見直し
により、利便性の向上を図ります。
●高齢化に伴う免許返納者の増加に伴い、公共交通の需要が高まると予想されるため、既存路線に縛られない、ＩＣ
Ｔ技術の活用も視野に入れた新たなネットワークの構築をめざします。

施策評価
今後の方針

令和5年4月に策定した「橋本市地域公共交通計画」をもとに、自家用有償旅客輸送等あらゆる手段を含めた交通網の
形成と確保・維持について検討を進めます。

事業内容

現行の「橋本市地域公共交通計画」は令和１０年度更新となるため、更新に向けた検討を橋本市生活交通ネットワー
ク協議会を通じて行います。市内における移動手段の確保するため、コミュニティバス・デマンドタクシーを引き続
き運行します。また、より利用しやすい公共交通となるよう先進技術の導入について検討を行います。

方　向　性

コミュニ
ティバス事
業

令和8、9年度に策定に向けた検討を行い、令和10年度4月から施行予定
の地域公共交通計画の策定に向けて、コミュニティバスやデマンドタ
クシーのルートやダイヤについて継続的に検討します。また、市内に
おける移動手段の確保のため、コミュニティバス・デマンドタクシー
を運行します。また、AIオンデマンドの導入について調査・検討を行
います。

公共交通サービスの充実

施策内容

●幹線路線のターゲット層を明確にし、幹線路線エリア周辺等のマーケティング調査・分析等を行い、その特性を踏
まえてプロモーション活動の展開を図ります。
●橋本市地域公共交通計画の策定により、持続可能かつ利便性の高い公共交通ネットワークの実現に努めます。
●利用しやすい公共交通の環境づくりとしてノンステップバス等安全性・機能性の高い車両や、利便性を高めるため
のサービス導入を支援します。
●インバウンドを含む観光客の需要など観光振興策等と連携した観光客の移動支援・観光ニーズの創出を図ります。
●橋本市内駅周辺の駐車場並びに駐輪場については、適切な管理によって、通勤通学に利用する市民の利便性の向上
および道路交通の円滑化を図ります。
●地域の交通弱者の状況や商業施設の分布、利用用途など、市民の交通ニーズについて把握に努め、交通環境の向上
を図るとともに、公共交通の現状について周知します。

施策評価
今後の方針

デマンドタクシーについて、再編後に地域振興室に寄せらている意見や区・自治会の意見を尊重し実現可能な範囲で
ダイヤ・ルートの見直しを行います。また、交通事業者との連携により市内の公共交通（路線バス、コミュニティバ
ス、デマンドタクシー）の時刻表や乗り換えを簡単に検索できるようなシステムを導入し、更なる公共交通利用者の
利便性向上を図ります。また、観光振興策等と連携し、高野口駅周辺の活性化による鉄道と連携した公共交通の改善
を目指します。

事業内容

沿線自治体及び交通事業者によって構成される「和歌山線活性化検討委員会」への継続的な参画、コミュニティバ
ス・デマンドタクシーの乗り方について動画を利用した情報発信や、すでに広く利用されている民間企業が実施して
いるシステム（ジョルダンやヤフー）で正確に乗換検索ができるよう継続して情報提供していきます。

方　向　性

鉄道交通活
性化事業

「和歌山線活性化検討委員会」への継続的な参画、鉄道事業者との連
携等により、行政の立場から鉄道交通の活性化に取り組みます。

情報発信に
よる利便性
向上事業

コミュニティバス利用者に対する乗降者アンケートを実施し、サービ
スのニーズを探ります。また、コミュニティバス、デマンドタクシー
の乗り方について動画を利用した情報発信に努め、利便性向上に努め
ます。乗換検索については、市独自のシステムを構築するのではな
く、すでに広く利用されている民間企業（ジョルダンやヤフー）のシ
ステムで正確に乗換検索ができるよう継続して情報提供していきま
す。

コミュニ
ティバス車
両更新事業

コミュニティバス用車両として使用しているポンチョ（ノンステップ
バス）2台の老朽化に伴い、令和6年度中に新車2台を購入し、令和11年
度まで車両減価償却費についての補助を継続的に行います。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

地域振興室 ↑ → →

公共交通結節点の整備

施策内容

●都市構造と整合した乗り継ぎ拠点の設定を図ります。
●鉄道・路線バスのダイヤ改正等を踏まえ、コミュニティバスに極力待ち時間が少なくなるよう、スムーズな乗り継
ぎを可能とするダイヤ設定を図ります。
●公共交通の乗り継ぎ利用者に対し、乗継券の配布等による負担の軽減を行い、公共交通を利用しやすい仕組みづく
りを進めます。

施策評価
今後の方針

乗継拠点の待合環境の整備や、バスロケ等「乗り換えが苦にならない」しくみの導入を検討していきます。

事業内容

乗継拠点の待合環境の整備や、バスロケーションシステム等「乗り換えが苦にならない」しくみの導入を検討してい
きます。

方　向　性

コミュニ
ティバス事
業

民間企業からの先進的技術を使用した事業提案等を活用し、南海りん
かんバス株式会社とともにバスロケシステムを導入し、利用者の待ち
時間や不安の解消をめざすとともに、市やりんかんバス株式会社への
問い合わせ対応の軽減を図っていきます。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 37.8 38.6 39.4 40.2 41 45 46 47 48 50

実績 38.8 39.7 40.7 42.9 44.1 45.2 46.1 46.8

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

主管部局 建設部 関連部局 まちづくり課 総務課 農林整備課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

土地利用の規制誘導による秩序あるまちづくり

良好な市街地景観、田園景観、緑の景観の保全

住環境整備の総合的・計画的な推進

都市活動の拠点となるエリアの充実

特定機能の集積をいかすエリアの形成

地籍調査事業の推進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
4安全・安心な暮らしと、生活の利便性を支える都
市基盤づくり

施策項目 13 土地利用・市街地・景観

実現したい
まちの姿

集約型のまちづくりを進めることで、子どもから高齢者まで安心して暮らせる都市（まちや集落）の拠点を形成し、
これらの拠点を公共交通で結ぶことで安全と賑わいのある都市の構築が進んでいます。

1 地籍調査進捗率 ％ Ａ

2 　

3 　

4 　

5 　

6 　

1

市民・事業者・関係団体は、周辺地域と調和した土地利用や建築に
努めます。

2

3

4

5

Ｂ

持続可能な都市マネジメントの一環として、継続した取組を実施していく必要がある。また、拠点の集約的整備、橋本駅前整
備の方針について、横断的な取組によりハード面、ソフト面における具体的方針の検討が必要。

無秩序な開発や土地利用を防ぐため、開発技術基準の
見直しや適正な指導、パトロールを強化し、計画的か
つ総合的なまちづくりの推進を図る。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

まちづくり
課

→ → →

まちづくり
課

→ → →

まちづくり
課

↑ → → ◎

②

R8 R9 R10 重点化

まちづくり
課

→ → →

まちづくり
課

→ → →

③

R8 R9 R10 重点化

まちづくり
課

→ → →

土地利用の規制誘導による秩序あるまちづくり

施策内容

●社会情勢の変化に対応するべく関連する上位計画を考慮し、計画的かつ総合的で、都市機能を集約化したまちづく
りの推進のため、都市課題について市民とも共通認識を高めながら、共感を得られる都市計画マスタープランの作成
を推進します。
●高野口地域の計画的な土地利用の規制・誘導や秩序ある建築活動を誘導するため、市民と課題認識を共有しながら
用途地域等の指定を検討します。
●人口密度の維持、向上により人的・物的な新陳代謝を活性化させるため、市街地への緩やかな規制と誘導について
検討します。

施策評価
今後の方針

●令和５年３月に第２次都市計画マスタープランを公表しました。
●市民との意識共有を図りつつ、計画的かつ秩序ある都市づくりの推進に努めます。

事業内容
持続可能性を確保しつつ、効率的な都市構造を実現するための重要な計画である立地適正化計画の策定に取り組みま
す。また、都市計画区域マスタープラン改訂にむけ和歌山県と課題等の共有を行い地域実情に即したものとなるよう
支援します。

方　向　性

用途地域等
の設定検討
事業

地域の課題や要望、民間事業者等による土地の利活用意向等を踏ま
え、必要に応じて用途地域等の設定を検討することで、都市機能の集
積や市街地の誘導、持続可能で効率的な土地利用を促します。

開発指導事
業

開発事業等に対して、関係法令（都市計画法・盛土規制法等）及び各
技術基準に即して適切な指導を行うことで、不適切な土地利用が行わ
れないよう取り組みます。

立地適正化
計画策定事
業

人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な
住環境が確保され、公共投資や行政運営が効率的に行える持続可能な
まちづくりが出来るよう基本的な方針を定めます。

良好な市街地景観、田園景観、緑の景観の保全

施策内容

●和歌山県屋外広告物条例に基づき、秩序ある景観形成を図るため、違反指導体制を構築し、規制・誘導および違反
広告物の撤去に努めます。
●良好な景観の形成に関する理解を深めるため関係法令の周知を図ります。
●大規模開発等にあたっては、良好な景観の形成を図るため、和歌山県景観条例に基づき、適正な指導に努めます。
●本市の景観形成を先導する公共施設などの整備などにあたっては、周辺環境と調和した意匠・形態や色彩等に配慮
した整備に努めます。
●良好な景観の形成を図るため周辺環境に配慮した整備を進めます。

施策評価
今後の方針

●関係機関と協力し、継続して周知活動を行っていくことで地域に調和した屋外広告物とする。
●引き続き、定期的なパトロールにより簡易広告物の撤去を行い秩序ある景観を形成していく。
●関係機関と協力をし、継続して適正な運用を行っていくことで地域に調和した大規模開発事業とする。
●継続して景観条例の通知制度を厳格に適用し、周囲の景観に配慮した公共施設としていく。

事業内容
●和歌山県の屋外広告物条例に基づき、随時審査、許可またはパトロールによる簡易除却を行い適切な屋外広告物の
管理に取り組みます。
●景観法に基づく申請を受け付け、周辺環境に配慮し良好な景観の形成に取り組みます。

方　向　性

屋外広告物
事業

秩序ある景観形成を図るため、申請のあった屋外広告物について和歌
山県の屋外広告物条例に基づき審査、許可業務を行い地域に調和した
屋外広告物とする。また不適切な簡易広告物については定期的なパト
ロールにより除却します。

景観法によ
る進達事業

市内の景観を良好に保つため景観法に基づき、本市としての意見を付
記して県へ進達します。

住環境整備の総合的・計画的な推進

施策内容

●居住者の高齢化が進む地域や空洞化が進む地域では、生活利便施設の立地などにより生活環境を充実し、
地域の活性化を促進します。
●橋本駅前周辺（中心市街地）の土地区画整理事業除外地区については防災機能や住居環境の改善にむけた
整備を検討します。

施策評価
今後の方針

●民間事業者による開発活動などと協調した住環境の改善策を検討していく。

事業内容
都市計画の変更を通じて民間の力を最大限に引き出し、効率的かつ魅力的な都市基盤整備を目指していくため積極的
に都市計画の提案を受け入れます。

方　向　性

都市計画提
案事業

地域課題解決の一環として、土地所有者や開発事業者等から具体的な
土地利用変更等の提案が提示された際に、その内容が市全体の状況等
を鑑みて適当かどうかの判断を市で行い、問題が無ければ課題解決へ
向け開発事業者等と協議を重ね、必要に応じて都市計画の変更を行い
課題解決への支援を行います。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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④

R8 R9 R10 重点化

まちづくり
課

→ → →

まちづくり
課

→ → → ◎

⑤

R8 R9 R10 重点化

まちづくり
課

→ → →

⑥

R8 R9 R10 重点化

農林整備課 → → →

都市活動の拠点となるエリアの充実

施策内容
●都市活動での様々なサービスを効果的に享受できるよう、都市拠点および地域拠点の集約的整備を検討します。

施策評価
今後の方針

●橋本駅前地区の事業化に向けて継続した調査をおこなう。

事業内容
拠点内で行われる民間事業者等の開発事業において、本市の健全な発展を促すため開発事業計画と各種行政施策との
調和を図ります。

方　向　性

開発指導事
業

民間事業者等が行う開発事業において、地域住民への説明や関係部署
との協議がスムーズに行えるよう橋渡し役的な業務を行うとともに安
全安心な開発事業となるよう指導を行います。

橋本駅前
基本計画検
討事業

橋本駅前での公共施設の役割やあり方を考慮し、地域の将来像に基づ
いて必要な機能を検討し基本計画を作成します。

特定機能の集積をいかすエリアの形成

施策内容
●工業団地の造成に伴い、近隣住宅地との調和を図るため特別用途地区の活用を図ります。

施策評価
今後の方針

●継続して取り組みを行っていく。

事業内容
都市計画法に基づく地域地区の一つである「特別用途地区」を活用し、建築物の用途にきめ細かい規制をかけ工業団
地と近隣の住環境を保護し共存を図ります。

方　向　性

地域地区制
度活用事業

特別用途地区を紀ノ光台、あやの台北部に指定し、工業団地として工
場等の集積を促すとともに、住環境の保護に支障を及ぼすおそれのあ
る建築物を規制します。

地籍調査事業の推進

施策内容
●土地の明確化や土地の有効利用を促すために、地籍調査に努めます。

施策評価
今後の方針

●効率的な調査手法として新技術の開発が進められているが、本市において効果的なものがあれば採用につ
いて調査検討を進めていく。

事業内容
国土調査法に基づき市域全域の地籍調査を実施することで、土地に関する情報を正確かつ詳細に明らかにする。

方　向　性

地籍調査事
業

土地の所有者や境界を明確化し適正な土地利用を促進するととも
に、公共事業や取引を円滑化することを目的とする国土調査法に
基づく地籍調査を早急に完了させる必要がある。しかし、令和6
年度末時点での進捗率は46.1％に留まり、県平均や全国平均を下
回っている状況。現状の体制では全域完了には約50年以上かかる
ため、職員増員などの体制強化が課題となっている。令和8年に
は市街地開発事業中止に伴い未確定となった土地境界の解消を目
的に、橋本、古佐田地区の地籍調査事業を計画している。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 30 32 34 36 38 40 42 44 47 50

実績 - - - 47.7 48.2 56.5 56.2

目標 - - - - - 95 95 95 95 95

実績 91 91 90 90 98 98 99

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞
施策評価

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｃ

主管部局 建設部 関連部局 都市整備課 まちづくり課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

都市を支える道路網の体系的整備

環境に優しい安全で魅力的な道路空間の整備

道路施設の長寿命化

歩道や自転車道の整備

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
4安全・安心な暮らしと、生活の利便性を支える都
市基盤づくり

施策項目 14 道路

実現したい
まちの姿

災害時の被害を最小限にとどめるよう防災・減災対策を講じるとともに、安全・安心で計画的な道路管理を進めること
で、生活の利便性を高める総合的な道路ネットワークが形成されています。

1
道路修繕の処理率（単
年度当たり要望件数に
対する処理割合）

％ Ａ

2
道路ストックの長寿命
化達成率

％ Ａ

3 　

4 　

5 　

6 　

1

関係団体は、市道等の公共土木施設の軽微な補修については、市より
原材料の支給を受け、地元区において補修を行います。

2

市民・事業者・関係団体は、市道等の維持管理について、利用する市
民がその維持管理の一定の役割を担う「アダプト制度」等の取組みを
推進します。

3

4

5

Ｃ

＊「道路施設の長寿命化」は、直ちに修繕すべき箇所が修繕されつつあり、事業に成果が出ているといえる。
＊「都市を支える道路網の体系的整備」は、R371の府県間部分や県道二見御幸辻停車場線などの整備が進捗していることなどか
ら、一定の目標を遂げつつあると言える。
＊「環境に優しい安全で魅力的な道路空間の整備」は、予算も拡充され、舗装修繕を進めているが、経年劣化や過剰な交通量のた
め事業を必要とする箇所が増え、追いつかないのが現状である。また、狭隘道路などについては対面通行の支障を解消する道路拡
幅ができていない。　＊「歩道や自転車道の整備」は、市内にある県が計画するサイクリングロード事業は完了したが、歩道につ
いては一部整備にとどまっている。

要望のあった地区と協議の上、地元対応をお願いする。
アダプトについて、出前講座などにより取組を推進す
る。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

企業誘致室 → →

②

R8 R9 R10 重点化

都市整備課 → → → ◎

都市整備課 ↑ → → ◎

都市整備課 ↑

都市整備課 ↑ → → ◎

都市を支える道路網の体系的整備

施策内容

● 2016 年度（平成28 年度）より（仮称）新紀見トンネル工事が着工しており、関連する自治体とも連携しながら、
早期完成をめざして要望活動を実施していきます。
●持続可能なまちづくりのため、都市計画道路の計画的な整備に努めるとともに社会情勢の変化などに伴い適正な見直
しに努めます。

施策評価
今後の方針

新たな工業団地である「あやの台北部用地開発」における都市計画道路の整備に取組む。

事業内容

　工業団地の利便性向上のため、また、平常時・災害時を問わない地域の交通物流アクセスの向上を図るため、橋本市
は都市計画道路を新設する。あやの台北部用地第２次事業区域の整備にあわせて都市計画道路を整備するため、引き続
き、第２次事業区域の整備時期等について検討を行う。（都市整備課）

方　向　性

工業団地内
都市計画道
路整備事業

　あやの台北部用地（第１次事業）の整備にあわせて都市計画小峰台垂
井線を整備します。（施工期間：R4年度～R6年度）
　令和6年度であやの台北部用地（第1次事業）内の都市計画道路は完成
するが、それより以北の都市計画道路については、第2次事業の整備に
併せて整備します。

環境に優しい安全で魅力的な道路空間の整備

施策内容

●防災・安全交付金等を活用しながら、舗装修繕・防護柵設置等、環境にやさしい安全で魅力的な道路空間の整備に努
めます。
●市道の舗装修繕⇓維持改良等については、調査等により安全性・緊急性を考慮し優先順位をつけて効率的かつ積極的
に進めます。
●狭隘な道路の安全対策等に努めます。

施策評価
今後の方針

国・県の補助金等を活用するなど、道路の維持修繕の予算を拡充することが必要である。

事業内容

舗装修繕事業等に対し、計画的に特定財源を確保できるよう、橋本市は事業を推進します。
市民及び市道通行者が安全かつ安心して利用できるよう、市道等の適切な維持管理を効果的に行います。

方　向　性

市道舗装修
繕事業

舗装路面性状調査の結果を踏まえて作成された舗装修繕計画に基づき、
市道の舗装修繕を行います。
この3年間は幹線道路や地域の主要道路を対象とし、財源として、防災
安全交付金事業(補助率50.5%)や公共施設等適正管理推進事業債・公共
事業等債(9割)を活用して一般財源の削減化を図ります。

市道修繕事
業

道路や水路等の比較的軽微な損傷箇所を緊急あるいは応急的に修繕しま
す。
修繕が必要な箇所が増加傾向にあるため、R8年度から予算を拡充して実
施します。

法面対策事
業

主要道路の法面の浸食や崩壊を抑制するために法面整形を行い、雑草の
繁茂を抑制するためにコンクリート保護を実施します。

市道維持管
理事業

道路清掃⇓草刈の委託、支障木の伐採、地域の草刈賃支給、地域清掃活
動時の土砂等運搬料、アダプト活動の推進などを実施します。
高齢化による地域ボランティアが減少し、R8年度から委託費の予算を拡
充して実施します。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

都市整備課 → → →

都市整備課 ↑ →

④

R8 R9 R10 重点化

都市整備課 → → →

都市整備課 →

道路施設の長寿命化

施策内容

●道路施設の計画的な点検・修繕を行いライフサイクルコストの縮減に努めます。

施策評価
今後の方針

国・県の補助金等を活用し、安全・安心で計画的な道路維持管理に努める。

事業内容

●市道の橋梁などを5年サイクルで点検し、直ちに措置が必要と判定された箇所は、修繕計画を作成し、計画的に工事
を実施します。
●交付金事業の交付要件である、施設の集約・撤去、新技術の活用によるコスト削減の検討に取り組みます。

方　向　性

道路ｽﾄｯｸ点
検事業

国で定める統一的な基準により、5年に1回のサイクルで近接目視による
点検を行います。
道路メンテナンス事業補助金(補助率55.55%)を活用して一般財源の削減
化を図ります。3巡目の実施期間はR7年度～R10年度です。

道路ｽﾄｯｸ長
寿命化事業

橋梁点検で判定区分Ⅲ(早期措置段階)あるいは判定区分Ⅳ(緊急措置段
階)と診断された施設を補修すべく設計あるいは工事を行います。
道路メンテナンス事業補助金(補助率55.55%)に加え、公共事業等債(9
割)を活用して、一般財源の削減化を図ります。
R8年度からR9年度にかけて跨線橋3橋の補修工事を実施する予定です。

歩道や自転車道の整備

施策内容

●幅員が狭い道路における歩行者の安全確保対策に努めます。
●歩行者や自転車での移動の安全性と快適性を確保するため、散策やサイクリングを楽しむことができる歩行者（自転
車）ネットワークの形成の取組みとして、県が新たに計画策定した場合は、引き続き協力に努めます。

施策評価
今後の方針

県や関係機関と協力し、歩行者や自転車での移動の安全性と快適性の確保に努める。
今後、県のサイクリングロード事業の新たな計画がある場合は協力に努めていく。

事業内容

●国道⇓県道に関して、協議会等を通じてそれぞれ要望します。
●市道は特定道路で歩道未整備区間について簡易な歩道整備を進めます。

方　向　性

上位機関へ
の要望事業

要望内容を目的とあっているかどうか今一度見直し、国道については和
歌山県国道連絡会を通じて、県道については県予算あるいは県議会に対
し、より強く要望します。また、市民等からご意見⇓要望が新たにあれ
ば、それらも加えて、それぞれに要望します。

市道維持修
繕事業

歩道未整備区間について外側線による歩車分離を行います。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 38.6 39 39.3 39.9 40.7 41.5 42.25 43 43.8 44.6

実績 38.4 39.2 40 40.1 40.5 40.9 42.9

目標 100 100 100 100 100

実績 109.35 108.41 114.5 108.1 109.3 111.4 105.27

目標 - - - - - 86 86.5 87 87.5 88

実績 - - - - - 86.1 86.6

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

主管部局 上下水道部 関連部局 水道経営課 水道施設課 下水道課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

良質な水資源の安定供給

災害への備え

接続可能な下水道事業の推進

持続可能な農業集落排水事業の推進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
4安全・安心な暮らしと、生活の利便性を支える都
市基盤づくり

施策項目 15 上下水道

実現したい
まちの姿

災害時等の緊急時の給水体制の構築を含め、地域の実情に応じた安全・安心で安定的な水道水の供給がなされていま
す。また、下水道事業による安全・安心、快適な暮らしの向上と良好な生活環境の実現とともに、紀の川を含む公共
用水域の水質保全が実現され、人を包む自然環境と生活環境の質が優れた状態となっています。

1
基幹管路耐震適合率
（上水道）

％ Ａ

2 水道事業経常収支比率 ％ Ａ

3 公共下水道接続率 ％ Ａ

4 　

5 　

6 　

1
水道使用者は給水装置の適切な管理に努めます。

2
公共下水道供用区域の住民は、公共下水道に接続することで地域の
水環境の保全に協力します。

3

Ｂ

・橋本市水道ビジョン2027に合わせ、将来にわたる安定的なサービスを提供するため、中長期的な視点から組織や事業の効率
化、計画的な改築更新を行い、経営の健全化・安定化に取り組みます。
・集合処理と個別処理の最適な役割分担を図り、将来にわたり快適で持続可能な汚水処理事業として展開していきます。

・継続して給水装置の適切な管理について市民周知を
図り、計画的な漏水調査を実施し、給水装置の適切な
管理に努めます。
・適正な汚水処理の役割について市民周知すること
で、下水道接続率の向上を図り、排水設備の適切な管
理を促し水質保全を図ります。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

水道施設課 → → →

水道施設課 → → → ◎

水道施設課 → → →

水道施設課 → → →

水道施設課
水道経営課

→ → →

②

R8 R9 R10 重点化

水道施設課 → → →

水道経営課
水道施設課

→ → →

水道施設課
水道経営課
下水道課

→ → → ◎

下水道課 →

良質な水資源の安定供給

施策内容
●安心しておいしく飲める水を供給していくため、施設規模の最適化を行い、老朽施設の更新や水道水の質的向上、
耐震化に取り組みます。

施策評価
今後の方針

経営の健全化・安定化のため、施設点検等の結果から健全度を把握し、適宜更新計画の見直しを実施し更新時期の最
適化に努めます。

事業内容

・給配水管の維持管理
・老朽化した施設の耐震化や電気、機械設備の更新　
・管路の耐震化
・水道水の質的向上の取り組み及び美味しさPR

方　向　性

給配水管施
設等修繕事
業

・給水管の漏水による修繕や配水管の維持管理を行います。

浄水場・配
水池・ポン
プ場関連事
業

・老朽化した浄水場、配水池、ポンプ場の耐震化や、電気・機械設備
の更新を行います。

管路関連事
業

・老朽化した管路を耐震管に更新、また、他工事（道路工事や下水道
工事等）により水道管が支障となった場合、耐震管により移設を行い
ます。

漏水検知業
務

音聴調査により漏水箇所の可能性がある場所を絞り込み、修繕に繋げ
ることで有収率の向上に取り組んでいます。今後は、人工衛星の画像
をAIで解析して漏水を見つけるデジタル技術などの活用も検討してい
きます。

水道水の質
的向上の取
り組み及び
美味しさPR

・きめ細かな残留塩素濃度の確認や追加次亜注入装置の管理により、
末端水の適切な残留塩素管理を行います。
・異臭味及び消毒副生成物対策として導入している粉末活性炭注入設
備について、今後も設備の維持管理と水質変動の動向を把握していき
ます。既存設備は原水水質悪化や老朽化等の課題があるため、最適な
設備の検討を行い、令和１０年度から設備の改良更新を行います。
・各種イベント等で水道水の美味しさをPRします。

災害への備え

施策内容

●災害時の応急給水活動の市民への情報提供や事前の広報活動の充実を図るとともに、計画的な応急給水用資機材の
確保に努めます。また、近隣自治体への応援要請等をスムーズに行えるよう、他自治体と連携し災害を想定した訓練
を定期的に実施します。

施策評価
今後の方針

応急給水支援で県内外から橋本市浄水場に集結したことを想定し、迅速かつ効率的な運営ができるよう検討を進めま
す。また、引き続き応急給水訓練に積極的に参加すると共に、応急給水資機材の充実に取り組みます。

事業内容

・応急給水資機材の充実
・災害対策訓練（情報伝達訓練、応急給水訓練）への参加
・災害時初動対応の見直しと各班別の行動計画（ミッションカード）の作成

方　向　性

応急給水資
機材の充実

非常時に備え、非常用給水袋（6リットル）や、避難所に設置できるよ
う簡易型応急給水タンク（1,000リットル）を購入します。給水袋は有
効期限があることから、定期的な購入を行います。

災害対策訓
練

非常時においても円滑に他事業体への応援や応急給水活動に取り組め
るよう、毎年行われる日本水道協会和歌山県支部及び関西地方支部で
行われる災害対策訓練（情報伝達訓練及び応急給水訓練）に参加しま
す。

災害時の対
応

災害時初動に関するブラッシュアップと各班がスムーズに行動できる
ことを目的としたミッションカードをの作成します。

公共下水道
（雨水）防
災・安全対
策事業

令和6年度より、公共下水道(雨水）の浸水リスクを把握し、内水による浸水
リスクを市民へ周知するために、既存の下水道（雨水）が想定最大規模降雨
により溢水し、浸水するかのシミュレーションを行い、想定浸水区域を作成
しました。
また、下水道（雨水）の排水能力を上回る降雨があったときに、市民の円滑

繫な避難行動に がるよう、令和8年度に内水ハザードマップを作成します。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

下水道課 → ↓ ↓  

下水道課 → → → ◎

下水道課 → → →  

下水道課 ● →

下水道課 → → →

④

R8 R9 R10 重点化

下水道課 → → →

持続可能な下水道事業の推進

施策内容

●公共下水道事業における認可区域の早期完成をめざすとともに、必要に応じ区域を見直し、計画的に整備を進めま
す。
●公共下水道の役割や効果を広報することにより、公共下水道への早期接続を促進します。
●公共下水道事業における安定的なサービスを提供できるよう、適切かつ計画的な維持管理を実施します。
●和歌山県が策定する広域化・共同化計画に基づき、不明水対策や維持管理の共同化、汚泥の集約処理などを検討し
計画的に進めます。

施策評価
今後の方針

既整備区域における公共下水道接続への啓発活動の充実に努めるとともに、県が策定する広域化・共同化計画に基づ
き不明水対策や維持管理の共同化、汚泥の集約処理などを検討し、計画的に進めます。

事業内容

公共下水道の未整備箇所については令和8年度を目途に概成させ、老朽化する施設の点検・調査や設備の更新を行い
ます。
また県・市町と連携して汚水処理事業等を効率的に実施するために、広域化・共同化等の課題を抽出し実現性に向け
た検討を行っていきます。

方　向　性

未普及整備

下水道整備を概成させるために、令和6年度から令和8年度で管渠整備
を実施します。
令和9年度以降は本管整備完了区域における公共汚水ます設置により接
続率の向上を図ります。

ストックマ
ネジメント

施設の状態を把握するために、令和6年度から令和7年度で重要度の高
い管路の管口カメラ点検を実施しました。
老朽化した設備を更新するために、令和6年度に小峰台ポンプ場の機
械・電気設備の改築工事と、令和6年度から令和7年度でマンホールポ
ンプ場の通報装置の更新、マンホールポンプ本体は優先順位を付け継
続的に更新を実施します。

広域化・共
同化

県・市町が連携した検討会において、汚泥の集約処理や維持管理の共
同化など、課題の抽出や実現性に向けた検討を行っていきます。

上下水道耐
震化

災害時においても従前どおりに使用可能とするため、災害拠点病院や
避難所等の重要施設に接続する下水道施設（管路・ポンプ場）の耐震
化を図ります。

接続促進

既整備区域における未接続者に対しての啓発は、広報やホームページ
だけではなく、従来の文書発送による手法から個別訪問を主体とした
手法に変更し、実施していきます。
また、供用開始から3年以内の未接続者に対し、接続助成制度を周知す
るための啓発を継続して行っていきます。

持続可能な農業集落排水事業の推進

施策内容

●農業集落排水の持続可能な事業運営が成り立つよう、広域化・共同化の観点から公共下水道への統合を検討し計画
的に進めます。

施策評価
今後の方針

持続可能な事業運営が成り立つよう広域化⇓共同化の観点から、農業集落排水の公共下水道への統合を計画的に進め
ます。

事業内容
接続替え工事に必要な測量・設計業務を発注し、管渠整備を実施します。

方　向　性

農集接続替
え

上中・下中地区は、令和7年度から令和9年度で浄化センターから既設
公共下水道までの区間を工事します。
西川地区についても令和7年度に公共下水道の区域に編入する手続きを
行い、令和12年度供用開始を目標に接続替え工事を実施します。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 72 74 76 78 80 82 87 92 96 100

実績 74 72 65 71 77 73 81

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 総務部 関連部局 生活環境課 学校教育課 農林振興課、CP課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

自然への親しみや学びを支援、啓発する

動植物の生息・生育環境を保全する

自然公園の保全と情報共有

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策 5豊かな自然と暮らしが調和する生活環境づくり

施策項目 16 自然環境

実現したい
まちの姿

市民の自然環境に対する理解や関心が深まり、協働による保全がなされることで、自然のもつ多面的機能がいかされ
た豊かな暮らしが実現できています。

1
環境保全奉仕作業実施
地区数

地区 Ｂ

2 　

3 　

4 　

5 　

6 　

1
市民は、自然体験や自然観察会などに参加し、自然環境に関する理
解を深めます。

2

3

4

5

Ｂ

環境保全については、市民の積極的な保全活動参加が必要であり、区・自治会による地域一斉清掃のほか、教育機関や行政、
ボランティア団体の方々への啓発と協働の推進を継続し、啓発事業を進めながら、自然環境の持続継承に努めます。

継続的な取り組みが必要なため、今後も引き続き授業
を行います。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点

生活環境課
都市整備課

→ → →

学校教育課 → → →

学校教育課 → → →

②

R8 R9 R10 重点

生活環境課 → → →

農林振興課 → → →

農林振興課 → → →

③

R8 R9 R10 重点

シティプロ
モーション課

→ →

自然への親しみや学びを支援、啓発する

施策内容

●学校教育・生涯学習における環境学習や自然体験学習を推進します。
●事業者および自然保護団体等との連携の強化や、環境保全にかかわるボランティアの育成など、市民協働の取組み
を推進します。
●コロナ禍による自然への親しみや学びを支援・啓発するイベントや活動に制限があることから、その取組み方につ
いても変容することを検討します。

施策評価
今後の方針

学校教育・生涯学習における環境学習などを推進します。
また、環境保全に関わるボランティアの育成など、市民協働の取り組みを推進します。

事業内容 自治会、学校における住民の居力により環境保全を進めていく。

方　向　性

地域一斉清
掃

区・自治会によって実施されている地域一斉清掃については、ごみの
回収などの支援を行いながら実施地域を増やしていく。

学校におけ
る環境教育

関係諸機関とも連携を図りながら、小中学校の教育活動全体の中で環
境学習やきのくに緑育推進事業（高野山での間伐体験や間伐材を用い
たクラフト作成）をはじめとする自然体験学習の実施を推進します。
ESDを核として教育課程を編成し生活科や総合的な学習の時間等を活用
して、地域の自然や環境・人々とのかかわりを生かして環境に対する
意識を高めます。

元気な森の
子事業

令和７年度は小学校１４校全校で森林観察や体験学習を実施していま
す。令和８年度も１４校で実施予定であり、机上の学習だけでなく、
実際に体験を行うことで、自然の大切さや林業の担う役割を身近に感
じ、環境問題に対する主体的な態度の育成につなげることができてお
り、教員だけでは指導しきれない部分を森林組合等に指導を委託し、
より専門的で効果的な学習の機会を設けます。

動植物の生息・生育環境を保全する

施策内容

●自然環境に関する情報の収集および共有など、庁内での連携体制の強化に努めます。
●里山の機能回復や人工林の整備について、所有者・管理者である地域住民に対して、支援をしながら良好な保全に
努めます。
●水生動植物に配慮しつつ、河川など水辺空間の保全に努めます。
●外来生物に関する正しい知識の周知に努めます。

施策評価
今後の方針

自然環境や動植物に関する情報を庁内で共有します。また、市民への外来生物に関する正しい知識の普及と拡大の防
止に努めます。

事業内容
種の多様性、特定外来生物の対策、小規模森林の保全などに取り組んでいく。生活環境の保全に努める

方　向　性

生物多様性
の確保、外
来生物の対
策

固有の希少動植物の生息区域の保全や、特定外来生物の駆除などの情
報提供については、関係課と情報共有を行いながら、取り組んでい
く。

小規模森林
整備事業

里山や、住宅地に近い小規模森林に対し、森林環境譲与税を活用し、
倒木の処理や管理に対し補助を行い、環境の良化に務める。

有害外来生
物対策

農作物に被害を及ぼすアライグマは猟友会等と連携し捕獲処分を行ってい
る。バラ科樹木に被害をもたらすクビアカツヤカミキリは、補助金や薬剤散
布など被害拡大防除対策を講じている。

自然公園の保全と情報共有

施策内容

●金剛生駒紀泉国定公園や高野山町石道玉川峡県立自然公園については、自然とふれあえる場として、市民と連携し
た保全活動に努めます。
●自然公園指導員・自然公園保護監視員や土地所有者・管理者、地元住民等と連携・協力して、自然公園等に関する
情報共有に努めます。

施策評価
今後の方針

県との連携を密にしながら、自然保護監視員としての専門知識の習得に努めます。

事業内容 自然公園の保護とその適正な利用推進のため、県等と連携・協力し風景地を保護していく。

方　向　性

観光地等保
全事業

観光客の受入整備、環境美化の観点から玉川峡清掃を実施。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 512 509 506 503 500 498 496 494 492 490

実績 495 508 520 522 505 493 486

目標 15.9 15.8 15.7 15.6 15.5 15.4 15.3 15.2 15.1 15

実績 16.7 16.8 16.5 15 14.6 14.8 15.1

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｃ

主管部局 総務部 関連部局 生活環境課 環境美化センター

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

廃棄物の減量およびリサイクル・再生利用・発生排出の抑制の推進

効率的かつ環境負担の少ない収集体制への見直し・移行

区・自治会、衛生自治会等との連携

事業系ごみの減量化・資源化促進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策 5豊かな自然と暮らしが調和する生活環境づくり

施策項目 17 循環型社会

実現したい
まちの姿

循環型社会構築のため、市民一人一人の、ごみを減らし（発生抑制：リデュース）、使えるものは繰り返し使い（再
使用：リユース）、資源として利用する（再生利用：リサイクル）という「３R」の取組みが進み、「資源を分別し
て、燃やすごみ、埋め立てるごみを減らそう。」を目標に、有限な環境資源を次世代に引き継ぐ、環境に配慮した循
環型のまちづくりが進んでいます。

1
生活系ごみ１人１日平
均排出量

ｇ Ｂ

2
事業系ごみ１日平均排
出量

ｔ Ｂ

3 　

4 　

5 　

6 　

1
市民・事業者・関係団体は、橋本市衛生自治会と連携し、ごみの減
量などに取り組みます。

2
市民・事業者・関係団体は、循環型社会という概念の大切さについ
て考える機会を設けます。

3

4

Ａ

可燃ごみ収集の週一化については、様々な啓発、支援策により、定着してきている。自治会非加入者や、外国人労働者に対す
るごみステーションの利用方法についての啓発指導の重要性も増しており、策定中の、一般廃棄物処理基本計画において、検
討を行っている。最終処分場の廃止及び対応策の検討、直営職員の退職等による、環境美化センターの組織改変など課題は山
積している。
今後は、さらなるごみの減量化を推進するため、プラ新法対応や、生ごみの収集によるバイオマス発電や、おむつ資源化な
ど、リサイクル率の向上に務めるとともに、DX事業としてのごみ収集経路の効率化などによる経費削減に取り組む必要があ
る。

循環型社会構築のため、市民の環境意識を高め、３Ｒ
の取り組みにより燃やすごみ、埋め立てるごみを減ら
すことを目標に取り組みを進めます。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

生活環境課 → → →

生活環境課
環境美化セ
ンター

↑ → →

生活環境課 → → →

生活環境課 → → →

環境美化セ
ンター

→ → →

②

R8 R9 R10 重点化

生活環境課
環境美化セ
ンター

→ → →

生活環境課 ● → → ◎

廃棄物の減量およびリサイクル・再生利用・発生排出の抑制の推進

施策内容

●生ごみ堆肥化・減量化を進めることで、焼却するごみを減らし、持続可能な循環型社会の形成を推進します。
●ごみや環境に対する意識啓発を行い、可燃ごみに含まれている容器包装や古紙類の分別を促し、ごみ減量化を推進
します。
●埋立てごみの処分先を確保するとともに、陶磁器リサイクル市の普及や、資源化処理を推進し、施設の延命化を図
ります。

施策評価
今後の方針

生ごみ堆肥化・減量化を引き続き進めて焼却ごみを減らし、リユース・リサイクル等を増やすことで、持続可能な循
環型社会の形成を推進します。

事業内容
一般廃棄物処理基本計画の改訂にあわせて、市民が参加しやすいごみの減量や分別が可能となる仕組みづくりの検討
を行う。また、ごみだけでなく脱炭素も含めた循環型社会の実現につながる事業を推進していく。

方　向　性

一般廃棄物
処理基本計
画

平成１７年度から１０年ごとに策定している一般廃棄物処理基本計画
について、ごみの分別や収集体制等について見直し、令和８年度から
１０年間の計画期間として第３期分を運用する。

環境美化セ
ンター解体
および再生
可能エネル
ギー導入事
業

旧環境美化センターの解体を実施するとともに、跡地の有効活用を図
る。
脱炭素社会の実現を目指し、太陽光パネルなどの再生可能エネルギー
の導入を促進し、CO2の排出量削減に取り組む。

生ごみ堆肥
化事業

過去から引き続き、市民への生ごみの堆肥化を推進するため生ごみ処
理機購入補助事業や花と緑のリサイクル事業を継続して実施するとと
もに、橋本市衛生自治会と連携して、生ごみ減量資材の配布等を通じ
て市民への啓発活動を行う。

次世代資源
化検討事業

市民から排出される生ごみや紙おむつ、てんぷら油を廃棄物ではなく
有機資源物と捉え、その回収と資源化の方法を連動させて検討し、バ
イオマス発電など次世代資源化の実現を目指す。

彦谷最終処
分場進出処
理水施設修
繕

彦谷最終処分場を適切に維持管理するため施設等の改修を行います。

効率的かつ環境負担の少ない収集体制への見直し・移行

施策内容

●コンテナ収集を行っている資源物や、粗大ごみ収集など、非効率な収集形態を見直し、効率的かつ環境負荷の少な
い収集体制への見直し・移行を進めます。
●分別した資源ごみなどの店頭回収は一部小売店などで実施されていますが、市民が自由に排出できる品目や場所を
増やし、資源化推進に努めます。

施策評価
今後の方針

ごみの分別や排出方法について市民の混乱を招かないことを前提として、今後も効率的かつ環境負担の少ない収集体
制への見直し・移行を進めます。

事業内容

令和6年3月に環境美化センター移転、令和8年度にごみの定例収集委託業務の契約更新年となることから、収集業務
の見直しを図る。市の人口が6万人を下回り、高齢化も一層進むことから、それらを視野に入れたごみ収集のあり方
を検討する。令和８年度より運用を開始する一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみの分別や収集体制を見直すこと
で定期収集の業務量を絞り、業務の合理化と経費削減に努める。

方　向　性

ごみ収集体
制の見直し

令和８年度の収集運搬委託業務の更新時期に合わせて見直しを行い、
定例収集の包括委託や粗大ごみの依頼制度導入等を検討し、市民サー
ビスの向上と業務の効率化を図る。

大阪湾フェ
ニックスへ
の搬入体制
整備

彦谷処分場の残余量が３～５年程度となってなってきていることか
ら、埋立ごみの最終処分先を、大阪湾広域臨海環境整備センター（大
阪湾フェニックス）への搬入できる体制を整備する。当該処理施設の
搬入条件に合わせた、前処理をするための中間処理場の整備などにつ
いて、次年度より事業化を進めるため、彦谷処分場の閉鎖後の覆土作
業などを想定し、重機の更新を行う。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

生活環境課
環境美化セ
ンター

→ → →

④

R8 R9 R10 重点化

生活環境課 → → →

区・自治会、衛生自治会等との連携

施策内容

●ステーション収集体制を維持するとともに、区・自治会が行うごみステーションの維持管理を支援します。
●高齢化などにより、ごみをごみステーションまで運ぶのが難しい、ごみ出し困難者の支援について、区・自治会と
連携し支援体制づくりに努めます。

施策評価
今後の方針

ステーションの収集体制を維持できるよう区・自治会に寄り添うと共に、自治会未加入者及び外国人労働者への啓
発・指導、ごみ出し困難者への支援等の検討を並行して行います。

事業内容

効率的なステーション収集は、本市のごみ処理経費削減の要因の一つとなっているが、構成員の高齢化、役員の担い
手不足、未加入者問題など、自治会を取り巻く環境は厳しくなっており、これまで連携してきた、自治体によりごみ
ステーションの管理についての財政的支援を強化していく。

方　向　性

ステーショ
ン管理の見
直し及び助
成

一般廃棄物処理基本計画の改訂や収集体制の見直しに合わせてごみ収
集区分を見直し、例えば粗大ごみの申込制導入や管理補助の充実を検
討することで、区・自治会のステーション管理の負担軽減を図るとと
もに、未加入者問題についても対策を行っていく。

事業系ごみの減量化・資源化促進

施策内容

●「事業系ごみの減量と分別のマニュアル」を用いた周知徹底や、事業者から排出するごみの分類調査を実
施するなど、事業系ごみの減量化・資源化に対する啓発を行いつつ、事業者への排出指導や意識啓発に努め
ます。

施策評価
今後の方針

ごみを排出する事業者の届け出を義務化するなど、事業所及び、許可業者の指導を進め、事業系ごみの減量
化・適正処理を進めます。

事業内容

事業系ごみの削減のため、事業所への指導及び許可業者の報告を徹底させるなど、適正な処理ができる仕組みづくり
を検討します。

方　向　性

排出事業者
登録制度

商店等の事業系一般廃棄物が、生活系ごみとして排出されている実態
を是正し、事業所の適正な排出啓発を進めるため、事業所登録制度を
設けるなど、許可業者の契約と突合する事で適正排出を推進すること
を検討する。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 5500 5400 5300 5200 5130 5070 5000 4940 4870 4800

実績 5442 5459 5387 5288 5250 5226 5196

目標 29 28 27 26 25

実績 46 144 74 32 30 27 13

目標 100 90 80 70 60 48 36 30 24 18

実績 156 167 123 51 30 25 29

目標
実績
目標
実績
目標
実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

主管部局 総務部 関連部局 生活環境課 下水道課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

水質・大気・騒音・振動等環境汚染対策の推進

環境衛生の充実（環境美化・し尿・生活排水・衛生対策等）

人と動物の共生社会づくり

廃棄物の不法投棄等による環境汚染の防止

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策 5豊かな自然と暮らしが調和する生活環境づくり

施策項目 18 環境衛生

実現したい
まちの姿

環境に配慮する意識が地域で醸成され、良好な生活環境が保全されています。
合併浄化槽の適正管理がなされ、単独浄化槽の合併浄化槽や下水道への切り替えが進んでおり、市民の理解のもとで
適正な生活排水処理による環境への負荷低減が図られています。
愛護動物の適正な管理が地域でなされており、生活環境との調和が保たれた「人と動物の共生社会」が構築されてい
ます。

1

単独浄化槽から合併浄
化槽、下水道への切り
替え（単独浄化槽の設
置基数）

基 Ｃ

2 不法投棄認知件数 件 Ａ

3
橋本保健所への猫の持
込み数

匹 Ａ

4 　

5 　

6 　

1
事業者・関係団体は、行政と連携し、浄化槽の適正管理について啓
発を進めます。

2
関係団体は、団体間で連携することによりネットワークを拡大し、
人と動物が共生できる地域づくりに努めます。

3
市民・事業者・関係団体は、不法投棄を未然に防ぎ地域の環境を守
るため、地域ぐるみで監視を行います。

4

5

Ｂ

・環境汚染対策については、地域住民と連携し指導等を行っていますが、化学物資などによる事象が生じ、問題が複雑化して
おり対応に苦慮している。
・合併処理浄化槽の普及啓発については、補助金制度を整備しましたが、高齢化の急速な進展などで転換が進んでいない現状
があります。
・野良猫について、公益財団法人どうぶつ基金が実施するTNR活動に参加することで、猫の殺処分件数が減少。
地域の環境衛生を守るため、これらの取り組みを継続実施していくため、住民理解を高めるため、講演会の開催など積極的に
啓発する必要があると考えています。

これらの取組みを強化・継続していく。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

生活環境課 → → →

生活環境課 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

生活環境課 → → →

生活環境課 → → →

下水道課 → → →

下水道課 → → →

生活環境課 → ↑ → ◎

生活環境課 → → →

水質・大気・騒音・振動等環境汚染対策の推進

施策内容
●県、地域住民との連携により、事業活動による生活環境への影響の把握や、事業所に対する指導・啓発を
行い、良好な生活環境の保全に努めます。

施策評価
今後の方針

保健所及び市の関連部局と連携しながら、取り組みを継続していく。

事業内容
県、地域住民と連携し、生活環境に対し影響を及ぼしている事業所に対して指導等を行うだけではなく、影響を及ぼ
している可能性のある事業所等に対してもお願いベースによる事業所訪問を行い良好な生活環境の保全に努めていま
す。

方　向　性

特定施設の
届出業務

工場等が生活環境に対して影響を及ぼさないよう騒音規制法や振動規
制法において定められる規制基準に違反しない機械類等を設置してい
るか確認し、違反している場合には改善を求める。また、基準値内で
あっても周辺住民等から相談がある場合は、周辺への影響が少なくな
るよう可能な範囲で機械の稼働時間の変更等をお願いしていく。

特定建設作
業受付業務

市内で特定建設作業を伴う建設工事を行う者に、事前に作業期間や作
業時刻、使用する機械等を届出させ把握するとともに、周辺環境に影
響を及ぼさないことを周辺住民に説明することを求め、影響を及ぼし
た場合には作業を行う者の責任により対処するよう確約を得る。

環境衛生の充実（環境美化・し尿・生活排水・衛生対策等）

施策内容

●公共下水道や農業集落排水施設の整備区域以外の地区の生活排水処理の方策としての合併処理浄化槽等による個別
処理について、定期的な清掃や保守点検に関する周知徹底と啓発をさらに進めます。
●地理的条件や人口の密集度等の地域特性を踏まえつつ、事業の経済性、投資効果発現の優位性等を検討し、生活排
水の処理を推進していきます。
●し尿収集については、収集量に応じた収集体制を維持していきます。

施策評価
今後の方針

これまでの広報や郵送等による公共下水道や合併処理浄化槽への転換を推奨する啓発を行いつつ、ブロック単位での
個別訪問等による啓発強化を図るとともに、浄化槽台帳の整備に努める。

事業内容

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道の認可区域外を対象に、合併処理浄化槽の設置に
係る工事費への補助（国1/3・県1/3・市1/3）を行います。
また浄化槽の設置に伴う既存単独処理浄化槽・汲取り便槽の撤去や宅内の配管工事に要する費用への補助を上限を設
けて加算し、期間限定(令和8年度末）で市独自の上乗せ補助も実施します。

方　向　性

生活排水処
理基本計画
策定事業

廃棄物処理法の法定義務。市民の生活排水を適切に処理するため、計
画を策定する。本市のし尿・浄化槽汚泥を処理している環境管理セン
ターの操業期限を迎え、移転による計画策定が必要となる。

斎場運営

なくなられた市民を弔うため、斎場の運営と火葬業務を行う。火葬業
務については、長期委託により、安定した市民サービスの提供を行
う。

合併処理浄
化槽整備

補助対象は、汲取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への
転換と合併処理浄化槽の新設になります。
これまでも合併処理浄化槽への転換について啓発活動に取り組んでき
ましたが、昨年度に引き続き転換件数を効率的に上げるために浄化槽
の関係事業者等との連携や、地域単位での個別訪問等、啓発方法を見
直し取り組んでいきます。

浄化槽の維
持管理

浄化槽の維持管理（清掃、保守点検、水質検査）について、これまで
も実施率を向上させるために啓発活動を行ってきました。昨年度に引
き続き個別訪問等により計画的な啓発活動に取り組みます。

斎場長寿命
化検討業務
及び災害時
自立電力整
備

南海地震等の大規模災害時における、火葬業務を継続できるよう、橋
本市斎場に施設の長寿命化の検討と、太陽光パネル及び蓄電池設備導
入を検討し、災害時の対応強化を図ります。

環境管理セ
ンター建替
え

一部事務組合　橋本伊都衛生施設組合の環境管理センターが、現在の
学文路敷地内に建替えとなったため、事業費にあたり、構成市の負担
金が発生します。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

生活環境課 → → →

生活環境課 → → →

④

R8 R9 R10 重点化

生活環境課 → → →

人と動物の共生社会づくり

施策内容

●地域の生活環境の保全と猫の殺処分数の削減を図るため、「和歌山県動物の愛護および管理に関する条
例」に基づき、県や市民団体と連携しながら啓発活動を推進し、人と動物が共生できる地域づくりに努めま
す。

施策評価
今後の方針

TNR活動団体の高齢化が進んでおり、あらたな担い手を育成するための、講演会、タウンミーティングなど
の啓発事業に取り組みながら、事業の継続を目指す。

事業内容

畜犬登録、NTRを中心に、ペットとの共生をはかる行政サービスを行っていく。

方　向　性

狂犬病予防
接種
畜犬登録事
務

犬の登録や狂犬病予防注射については動物病院、また猫については市
民団体と連携することで動物と人が共生できる地域づくりに貢献でき
ています。

地域猫、
TNR運動

動物基金、NPOとの連携により、地域猫、TNR活動を進め、猫の殺処分
廃止に取り組んでいく。

廃棄物の不法投棄等による環境汚染の防止

施策内容

●廃棄物の不法投棄等による環境汚染の防止についてこれまでの取組みを強化・継続していきます。

施策評価
今後の方針

これまでの取組みを強化・継続していく。

事業内容
不法投棄については、環境指導員などにより、減少傾向であるが、今後も強化し、投棄件数を減らしていく。

方　向　性

衛生自治会
活動委託
環境保全対
策

不法投棄防止看板の配布、地域一斉清掃による環境美化の支援。
環境指導員を配置し、不法投棄の防止及び対応を行う。
R7より不法投棄監視用カメラの貸出業務を開始、区・自治会の不法投
棄対策支援を強化。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 114 129 144 159 174 189

実績 52 75 91 99 117 127 141

目標 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

実績 27 34 48 65 70 85 103

目標 - - - - - - 65.3 77.6 91.8 100

実績 6.1 20.4 37.8 44.9 50.5 55.6 65.3

目標 - - - - - - 100 120 140 160

実績 - - 18 35 52 81 114

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ａ

主管部局 建設部 関連部局 建築住宅課 まちづくり課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

良好な住宅地・住宅の供給促進

良好な住環境の保全と創造

空家等の再生等有効活用の推進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策 5豊かな自然と暮らしが調和する生活環境づくり

施策項目 19 住宅環境

実現したい
まちの姿

地域コミュニティの維持に向けて、無秩序な市街地の拡散を抑制し、安全・安心で快適な住宅環境のために耐震化率
の向上や特定空家等が減少しているとともに、事業者などと連携して良好な住宅づくりがなされています。また、市
営住宅においては、効率的かつ円滑な更新を行いつつ、計画的な長寿命化を図り、安定した住居が確保されていま
す。

1 住宅耐震化件数 件 Ｂ

2 特定空家等の改善件数 件 Ｂ

3
市営住宅の長寿命化の
割合

% Ａ

4
空家バンクの物件登録
数

件 Ａ

5 　

6 　

1

市民は、住宅状況の認識と耐震改修の必要性の意識を高めるよう努
めます。

2

市民・事業者・関係団体は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている特定
空家等に関する情報について、積極的に市に提供するよう努め、空家等の
所有者が、空家等の適切な管理または利活用するよう努めます。

3

市民・事業者・関係団体は、新たな空家を発生させないための取組
みを進めます。

Ｂ

良好な住宅地・住宅の供給促進については、現在市営住宅の長寿命化工事は計画通り進捗できており、空住戸についても年間約10戸の新規入居
者募集を行なっていることから、良好な住宅を安定して供給できている。引き続き長寿命化工事及び、新規入居者募集を実施していく。
良好な住環境の保全と創造については、引き続き個別訪問をメインに、耐震化の重要性や補助金交付制度の説明等を行い、１件でも多く耐震化
が行われるよう努めるとともに、耐震改修の必要性の意識の向上を図っていく。
空家等の再生等有効活用の推進については、特定空家の所有者に対する文書送付のほか、所有者等による処分を支援できるよう、橋本市独自の
空家バンク制度や助成制度を設け、空家等の有効活用の推進に取り組んでいる。また、空家発生予防プロジェクトや空家活用移住促進プロジェ
クトなどの先進的な取組により空家の発生予防や活用促進を図っていく。

1.引き続き個別訪問等による啓発活動を実施し、市民の耐震
改修の必要性に関する意識向上に努める。

2.空家の適切な管理や利活用を促進するため、引き続き空家
等に関する相談体制を充実させるとともに、空家バンク制度
への登録促進や、特定空家等・管理不全空家等の所有者への
積極的な指導等の対策を推進する。

3.空家発生予防プロジェクトで成果をあげた取組みを展開
し、市内全域で新たな空家を発生させないための取組みを推
進する。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

まちづくり課 → → →

建築住宅課 → → →

建築住宅課 ↑ → →

建築住宅課 ↑ → ↑

建築住宅課 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

建築住宅課 → → →

③

R8 R9 R10 重点化

建築住宅課 ↑ → → ◎

良好な住宅地・住宅の供給促進

施策内容

●社会環境の変化やニーズに対応した、良好な住宅地・住宅の供給を民間事業者と連携しながら促進していきます。
●市営住宅の効率的かつ円滑な更新およびコスト縮減のため、市営住宅長寿命化計画に基づく予防的保全管理、長寿
命化に資する改善を推進します。

施策評価
今後の方針

・住宅供給事業者に対し、継続した取り組みを行い良好な住宅地・住宅の供給ができるよう誘導していく。
・長寿命化工事の実施前倒しの必要性について検討していく。

事業内容

・良好な住宅地・住宅の供給を促進するため、引き続きまちづくり条例を活用し、地域と調和した建築物となるよう
指導するとともに、安全安心な宅地の供給となるよう民間事業者に対し指導を行う。
・市営住宅の効率的かつ円滑な更新およびコスト縮減のため、引き続き市営住宅長寿命化計画に基づく予防的保全管
理、長寿命化に資する改善を行うとともに、長寿命化工事の実施前倒しの必要性についても検討を行う。

方　向　性

宅地開発指
導事業

良好な住宅地・住宅の供給を促進するため、まちづくり条例による事前協議
を行い、地域と調和および安全安心な宅地供給となるよう民間事業者に対し
指導を行う。

市営住宅ス
トック総合
活用計画推
進事業

市営住宅の効率的かつ円滑な更新およびコスト縮減のため、市営住宅長寿命
化計画に基づく予防的保全管理、長寿命化に資する改善を行う。また、市営
住宅長寿命化計画において用途廃止計画団地と位置づけた団地の入居者の移
転促進および移転後の空き住宅の除却を行う。

市営住宅維
持管理事業

良好な住宅の供給を促進するため、年間約１０戸の新規入居募集を行う。市
営住宅を適正に管理するため、入退去管理や家賃算定を行うとともに、建物
や附属施設などの維持修繕を行う。

地域優良賃
貸住宅維持
管理事業

良好な住宅の供給を促進するため、新規入居募集を行う。
地域優良賃貸住宅を適正に管理するため、入退去管理を行うとともに、建物
や附属施設などの維持修繕を行う。

住宅使用料
徴収管理事
業

市営住宅および地域優良賃貸住宅管理業務の財源確保のため、市営住宅およ
び地域優良賃貸住宅使用料の徴収を行う。

良好な住環境の保全と創造

施策内容

●住宅耐震化促進事業および耐震改修サポート事業のさらなる充実を図ります。
●利用者ニーズに応じた耐震補強等に関するさらなる取組みの強化を図ります。
●地震時の総合的な安全対策に関する啓発資料や各種助成制度等に関する情報提供の充実を図ります。
●個別訪問などを実施し、市民に耐震化の重要性について周知していきます。

施策評価
今後の方針

・特定空家等・管理不全空家等の対応状況の確認や、未対応の所有者に対する勧告等を行う。
・空家の再生を促進する効果的な支援制度を検討する。

事業内容
・住宅耐震化を促進するため、引き続き耐震診断、耐震設計審査及び耐震補強設計と工事の総合的支援の確実な実施
を推進する。また、確実な実施に向け、戸別訪問など耐震化に関する啓発を行う。

方　向　性

木造住宅耐
震化促進事
業

近い将来に大規模地震の発生が予想される中、木造住宅の耐震化を促
進するため、無料耐震診断を実施するとともに、耐震改修工事や補強
設計に対し、補助金を交付する。
また、耐震化の重要性等について広報紙やホームページで周知を行う
とともに、戸別訪問など耐震化に関する啓発を継続して実施する。

空家等の再生等有効活用の推進

施策内容
●空家等の適切な管理および利活用に関して提供可能な情報を充実させるとともに、市民からの相談の受付体制を充
実します。また、空家の発生を未然に防ぐ手段についても検討します。

施策評価
今後の方針

・特定空家等・管理不全空家等の対応状況の確認や、未対応の所有者に対する勧告等を行う。
・空家の再生を促進する効果的な支援制度を検討する。

事業内容

・空家等の適正な管理のため、引き続き近隣に悪影響を及ぼす特定空家等・管理不全空家等の所有者に対し、指導等
を行う。
・空家等の有効活用のため、空家バンクへの登録を推進する。

方　向　性

空家等対策
事業

空家等の適正な管理のため、近隣に悪影響を及ぼす特定空家等・管理
不全空家等の所有者に対し、適切な管理が行われるよう指導等を行
う。また、空家等の有効活用のため、相談体制の強化に努めるととも
に、空家バンク制度を設け、空家バンクへの登録を推進する。その他
に、新たな空家を発生させないための取組みを推進する。R7年度か
ら、売却見込の低い空家等の譲渡及び若者世帯の移住定住促進のため
の助成金交付を開始する。また、空家の再生を促進するための支援と
してR8年度開始を目指し、空家再生に関する講座を開催する。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 2 4 6 8 10 12 14 15 16 16

実績 0 5 6 7 7 8 8

目標 43.6 45.2 46.8 48.4 50 52 54 56 58 60

実績 14 14 20 28 36.3 36.3 41.7

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

主管部局 建設部 関連部局 まちづくり課 都市整備課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

公園緑地の整備の充実

水と緑のネットワークの整備

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策 5豊かな自然と暮らしが調和する生活環境づくり

施策項目 20 公園・緑地

実現したい
まちの姿

公園・緑地が、地域の実情に応じて適切に維持管理されており、誰もが安心して利用できる状態となっています。

1
アダプト制度による公
園緑地の維持管理参加
団体数

件 Ｂ

2
「公園・緑地」施策の
市民満足度

％ Ｂ

3 　

4 　

5 　

6 　

1
市民・事業者・関係団体は、公園・緑地等をボランティアにより管
理する「アダプト制度」等の取組みを推進します。

2

3

4

5

Ｂ

●アダプト団体の伸び悩みについて、研修参加等を通じて参加団体を増やす具体的施策を学び、増加につなげる。
●安全な公園を保つため、遊具のみならず環境（倒木等）について確認を行い、事故を未然に防ぐ必要がある。

身の回りの公園に対して愛着心を持ってもらうこと、
環境問題への関心を深めてもらうことを目的とし今後
も企業や市民にＰＲを行い、市民、企業、行政の協働
による美化意識を推進する。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

まちづくり
課

→ → →

まちづくり
課

→

まちづくり
課

→

まちづくり
課

→ → →

まちづくり
課

→ → →

②

R8 R9 R10 重点化

まちづくり
課

↑ → →

まちづくり
課

→ → →

まちづくり
課

→ → →

公園緑地の整備の充実

施策内容

●杉村やすらぎ広場については隣接する杉村公園との一体的な運営や維持管理を行います。
●公園施設の日常的な点検（年6 回実施）に加え、専門技術者と協力して一定期間ごとに行う遊具等の詳細な安全点
検を実施し、市民が安心して公園を利用できるよう努めます。また、バリアフリ ー化の検討を進めます。
●公園・緑地の維持管理について、アダプト制度（市民が管理運営等を担う制度）等の取組みを推進します。また、
アダプト団体の登録数を増やすため、ホームページや広報等を通じて、引き続きPR 活動を行います。
●都市公園について、利用状況も踏まえ集約化や利用方法について今後検討を行います。

施策評価
今後の方針

●ちびっ子広場遊具について、安全安心な場を提供するため点検不可能な遊具について撤去を進めていく。
●アダプト登録団体を増やすため、引き続きPR活動や個別訪問を進めていく。

事業内容

安全・安心な公園とするため定期的に遊具の点検を行い、危険と判断された遊具については使用禁止措置等を速やか
に行い適切に対応します。
市民等によるボランティア活動を推進し公園等への愛着を増進するためアダプト制度の周知・拡大を行います。

方　向　性

公園機能維
持管理事業

定期的な遊具点検を行い点検結果に応じた対応を行います。
また、地元区に意見を伺いながら公園の利用状況をふまえつつ安心安
全で持続可能な公園の維持管理を進めます。

杉村公園の
吊り橋維持
管理事業

杉村公園のシンボル的存在である吊り橋の安全性を高めるため修繕を
行います。

都市公園遊
具設置事業

複合遊具2基の使用禁止と撤去により、遊具が全くない状態となってい
る三石台中央公園に遊具を設置します。

アダプト制
度事業

アダプト団体の協力により公園などのごみ回収や草刈り等を実施して
いくため周知・拡大を図り、認定団体へはボランティア保険の加入な
どの支援を行います。

公園等情報
発信事業

公園等利用者への利便向上のため、市民等が欲しい情報を入手しやす
くするためＨＰや掲示板等での情報提供を推進します。

水と緑のネットワークの整備

施策内容
●良好な自然環境や生息する動植物や生育環境を守り、水と緑のネットワークを形成・維持に努めます。

施策評価
今後の方針

●広報やボランティア団体との協力などにより、市民の緑化意識の高揚を図り水辺、公園、緑地のネットワークを形
成・維持する。

事業内容
公園や緑地における情報発信を行います。
市民等によるボランティア活動による公園、緑地への理解や愛着を増進する活動の支援を行います。

方　向　性

支障木及び
虫害木の伐
採事業

危険性のある木や民家に影響を与えている木を伐採します。また、ク
ビアカツヤカミキリの繁殖や倒木を防ぐため、被害が確認された木を
優先的に伐採します。

公園等情報
発信事業

市民の緑化意識を高めるため、公園や緑地に関する情報をより分かり
やすく、入手しやすい形で提供できるよう、ホームページなどを活用
した情報発信を推進します。

アダプト制
度事業

アダプト団体の周知や活動の拡大を図ります。また、認定団体にはボ
ランティア保険への加入支援など、活動を継続するためのサポートを
行います。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 21 22 23 24 25 42 44 46 48 50

実績 - - - 38.8 44.7 41.2 43.2

目標 36 38 40 42 45 48 51 54 57 60

実績 38.3 39 31.3 31.8 37 38.4 41.4

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

主管部局 健康福祉部 関連部局 いきいき健康課 子育て応援課 福祉課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

健康づくりの支援体制の充実

疾病の早期発見体制の充実

母子保健・医療の充実

市民病院の機能・医療体制の充実

市民病院の救急医療体制の確保

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
6住み慣れた地域で安心して暮らせる持続可能な仕
組みづくり

施策項目 21 健康・医療

実現したい
まちの姿

健康寿命の延伸と、生活の質の向上のため、市民一人ひとりが健康管理・予防の重要性を学び実践することで、市
民・地域・行政が一体となった「健康なまちづくり」が進んでいます。
市民病院では、公的病院として他の医療機関との機能分化と密接な連携を図り、急性期医療を中心に救急医療を充実
させ、市民が安心して医療を受けられる体制が構築されています。

1 運動習慣者の割合 ％ Ｂ

2 特定健康診査受診率 ％ Ｂ

3 　

4 　

5 　

6 　

1
事業者・関係団体は、連携を図ることで市民の健康づくりに寄与し
ます。

2

3

4

5

Ｂ

健康な心と体は、いきいきとした生活を送るための基盤となるものであり、人生１００年時代において、健康意識の向上と健
康寿命を延伸するための、効果的な啓発に取り組むことが大切です。幼少期から高齢期にわたりあらゆる機会を捉え、年齢に
応じた健康教室を開催し、健康への意識付けを推進していきます。
限られた医療資源を有効に活用し、医療を効果的に提供するため、病院同士の連携及び病院と診療所の連携を強化し、切れ目
なく医療を提供できるよう推進します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の経験を踏まえ、重症患者等の病床確保をはじめ、地域の医療提供体制を確保するよう
努めます。

健康教育・健康相談等あらゆる機会を捉え、かかりつ
け医の推奨や適正受診についての啓発、普及を進めま
す。３師会の協力を得ながら、市民向けの健康教室を
開催し、市民の健康づくりの意識を向上を図ります。
各種検診率を向上させ、疾病の早期発見早期治療につ
なげ疾病の重症化を防ぐよう努めます。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

いきいき健
康課

→ → →

いきいき健
康課
保険年金課
介護保険課

→ → →

②

R8 R9 R10 重点化

いきいき健
康課

→ → →

いきいき健
康課

→ → →

健康づくりの支援体制の充実

施策内容

●市民一人ひとりが健康を意識し、家族や近所・地域の健康づくりの輪を広げる活動を推進するため、健康推進員に
対し、知識や技術の向上を図る研修等を行います。
●かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局等の必要性について周知を図るとともに伊都医師会・伊都歯科
医師会・伊都薬剤師会を含む関係機関と連携し健康づくりの気運を高め、市民の健康維持、増進に努めます。
●高齢者のフレイル予防の取組みを継続し、要介護状態に至る可能性の低減に努めます。
●あらゆる世代に食生活の重要性を普及啓発し、健康づくりに引き続き取り組みます。
●高齢者が地域で健康的な生活を送ることができるよう保健事業と介護予防の一体的な実施に取り組みます。

施策評価
今後の方針

高齢化率の上昇に伴う医療や介護を必要とする人を増加を抑制するため、青壮年期から健康保持増進の取り組みとし
て、LINE等を活用した情報発信に努め、疾病の重症化予防、また高齢者の介護予防（フレイル予防）の取組を実施
し、健康寿命の延伸に努めます。

事業内容

①健康教育及び啓発事業：市がヘルスアップ教室等健康に関する教室を開催することで健康教育と啓発を図ります。
高齢者の介護予防と保健事業の一体的実施の事業でフレイル予防に取り組みます。
②在宅医療・介護連携推進：伊都郡内１市３町による橋本伊都在宅医療介護連携支援センター業務委託を通じて在宅
医療と介護の円滑な連携を図ります。
③特定健康診査・特定保健指導事業：市が保険者として40歳から74歳までの国保加入者を対象に特定健康診査を実施
します。また、対象者に特定保健指導により生活習慣の改善を図ります。

方　向　性

健康教育及
び啓発事業

・健康推進員養成講座を兼ねたヘルスアップ講座（40歳以上の市民対
象）の開催を継続して実施します。（食事・運動・口腔等）また、健
康推進員向けに研修会や健康情報の発信を行い、健康意識の向上を図
ります。
・生活習慣病予防のための各種教室（高血圧予防、糖尿病予防等）の
開催を継続して実施します。
・運動のきっかけづくりとして、身近で取り組みやすい運動方法につ
いて、研修会等を実施します。
・地域通貨を活用した健康づくりポイント事業を実施します。
・市民一人ひとりの健康意識の向上を図るため、広報やホームページ
に加え、LINEを活用した健康情報発信を行います。
・中学生を対象としたがん教育を実施します。
・医療・介護職と連携し終末期医療や終末期の迎え方について患者・
利用者本人の意思が尊重されるよう啓発を行います（人生会議）。

介護予防と
保健事業の
一体的実施

・高齢者の介護予防と保健事業の一体的実施の事業でフレイル予防と
して地域の集まり等へのアプローチを継続して取り組みます。
・健診結果を活用し、高齢者の重症化・低栄養防止等を行うための適
正受診勧奨、訪問相談等を実施します。

疾病の早期発見体制の充実

施策内容

●特定健診未受診者を少なくするため、対象になる年齢に焦点を当て受診勧奨するなど未受診者対策を効果的に実施
します。
●がんによる死亡率減少のための対策型がん検診を実施します。

施策評価
今後の方針

生活習慣病の中でも、とりわけ高血圧、糖尿病、脂質異常症や骨粗鬆症を予防するため、食生活の改善や運動習慣の
定着等に重点を置いた取組を推進するとともに、骨密度測定会を実施するなど重症化予防について関係機関と連携を
取りながら対策を講じます。がん検診、特定健診については受診勧奨と併せて、事後の指導の充実をはかり生活習慣
病予防やがんの早期発見及び体制整備を行ないます。また、第3期がん対策推進基本計画において、健康については
子どもの頃から教育を受けることが重要とされているところから、中学校と連携して、市保健師が「自身の生活習
慣・がんの予防・がん検診など」の「がん教育」に取り組みます。

事業内容

①特定健康診査・特定保健指導事業
市が保険者として40歳から74歳までの国保加入者を対象に特定健康診査（特定健診）を実施します。電話勧奨ととも
に行動経済学の理論を応用したアプローチを行うことで受診率向上を図ります。また、特定保健指導対象者に専門職
から指導を行い生活習慣の改善を図ります。
②各種がん検診事業
市が胃・肺・大腸・乳・子宮の各種がん検診対象者に受診券を送付するとともに広報等で受診勧奨を図り、精密検査
の受診率向上に取り取り組みます。

方　向　性

特定健診・
特定保健指
導事業

・過去の受診行動等から分析した行動経済学理論を応用したアプロー
チによる受診勧奨委託事業を継続します。
・保健師等専門職による電話勧奨の実施を行います。
・かかりつけ医（医師会）、かかりつけ薬局（薬剤師会）等と連携し
て健診受診を勧奨します。
・集団検診は、ハガキや電話での申込方法だけでなくLINEによる申込
受付を行います。またLINEを活用した受診勧奨を実施します。
・専門職による結果説明会の開催や特定保健指導対象者が生活改善に
取り組めるよう、スリムコース（運動・栄養・口腔）等を開催しま
す。

各種がん検
診事業

・がんを早期発見早期治療するために定期的な検診を広報や回覧で周
知啓発を継続します。
・行動経済学の理論を応用した受診勧奨事業を実施します。
・精検受診率の向上に取り組みます。
・集団検診は、ハガキや電話での申込方法だけでなくLINEによる申込
受付を行います。またLINEを活用した受診勧奨を実施します。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

福祉課 → → →

子育て応援
課

→ → →

④

R8 R9 R10 重点化

市民病院 → → →

市民病院 → → →

市民病院 → → →

⑤

R8 R9 R10 重点化

市民病院 → → →

母子保健・医療の充実

施策内容

●不妊治療費助成事業、未熟児養育医療・自立支援医療費助成事業等、治療費の一部を助成することで経済的負担を
軽減します。
●定期予防接種の情報発信等の充実を図るとともに、医療機関との連携のもと、接種漏れがないように管理および確
認を徹底します。

施策評価
今後の方針

予防接種について、母子手帳アプリ等を利用し分かりやすい情報発信を引き続き実施していくとともに、医療機関と
の連携をさらに深め、接種漏れがないように管理及び乳幼児健診等を通じての確認を徹底して行きます。

事業内容

●経済的負担の軽減を図るため、予防接種事業の助成事業を充実させ、接種漏れがないようDX化を推進し、タイム
リーな情報発信に取組みます。（子育て応援課）
●対象となる身体の障がいを除去・軽減する手術等の治療で確実に効果が期待できるものに対して医療費を一部助成
します。（福祉課）。
●通院による精神医療を継続的に必要とする症状のある人に対し、その通院医療に係る医療費を一部助成します。
（福祉課）

方　向　性

自立支援医
療費助成事
業

医師の診断や和歌山県の判定に基づき、自立支援医療費の一部を助成
します。

造血幹細胞
移植後等の
任意予防接
種の再接種
費用助成事
業

造血幹細胞移植後等の医療行為を受けたことにより、移植等の前に接
種した定期予防接種の効果が期待できないと判断された方又はその保
護者に対し、任意で再接種を受けた際の助成を行います。

市民病院の機能・医療体制の充実

施策内容

●診療科目別の偏在により、医師の確保が困難な診療科目においては、和歌山県立医科大学等への医師派遣の依頼を
引き続き行うとともに、「臨床研究支援プログラム」「大リーガー医育成プロジェクト」を積極的にPR するなど、
医師の確保に努めます。
●専門・認定看護師等の養成を引き続き実施し、質の高い看護ケアの提供を行います。
●入退院支援室において、多職種連携による病院機能の充実を図ります。
●地域医療連携室を中心に、地元医師会や医療・介護の関連機関と密に、顔の見える関係づくり、信頼と安心できる
医療の充実に努めます。

施策評価
今後の方針

適用症例を増やし、症例件数の確保を目指すところであるが、人口減少に伴い医療圏における入院医療の需要減少が
見込まれるため、対象範囲を広げるなど、広報活動を積極的に取り組み、集患対策を講じていきます。

事業内容

①医師の確保
②医療従事者の確保
③医療機器更新等

方　向　性

医師の確保

和歌山県立医科大学への医師派遣要請を引き続き行うとともに、紹介
会社も活用しながら医師の確保に努める。
また、引き続き「臨床研究支援プログラム（ジェネラリスト＋αフェ
ローシップ事業）」「大リーガー医育成プロジェクト」において、医
師の就学・留学を支援することでも医師の確保に努めていく。

医療従事者
の確保

看護学校などへの案内やHPの充実、SNSでの情報発信を行うことで、応
募者を増やしていく。
また、看護学生の奨学金貸与制度の利活用や学校長の公募推薦による
採用等を広報していく。

医療機器更
新等

令和7年度では高額医療機器として、核医学装置や内視鏡透視装置の更
新を実施しました。
計画期間中には、CTやMRIの更新を予定しており、低侵襲による患者の
身体的な負担軽減や精密な検査による、より良い治療につなげていき
ます。

市民病院の救急医療体制の確保

施策内容
●地域の二次救急を担う病院として、安全・安心の医療を提供するため、救急医を増員し、救急医療体制の充実を図
ります。

施策評価
今後の方針

地域の二次救急を担う病院として、安心・安全の医療を提供していくために、救急医の増員に努め、救急医療体制の
充実を図っていきます。

事業内容 ①医師の確保

方　向　性

医師の確保
和歌山県立医科大学への医師派遣要請を引き続き行うとともに、紹介
会社も活用しながら医師の確保に努める。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

65



■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

実績 12 7 19 26 28.8 28.9 30.8

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 健康福祉部 関連部局 保険年金課 介護保険課 福祉課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

国民健康保険制度の適正な運用

後期高齢者医療制度の適正な運用

国民年金制度の適正な運用

介護保険制度の適正な運用

生活困窮者の自立の促進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
6住み慣れた地域で安心して暮らせる持続可能な仕
組みづくり

施策項目 22 社会保障

実現したい
まちの姿

全ての市民が安心して健康的な生活を送れるよう、それぞれの社会保障制度が市民の正しい理解のもとで、適正に運
用されています。また、生活困窮者への安定した雇用の場の確保と就労支援が行き届いています。

1
「社会保障」施策の市
民満足度

％ Ｂ

2 　

3 　

4 　

5 　

6 　

1
市民は、社会保障制度を正しく理解し、必要とするサービスを適正
に受けるよう努めます。

2
事業者・関係団体は、行政と連携し、社会保障制度の適正な運用に
努めます。

3

4

5

Ｂ

人生100年時代の到来を見据えながら、国の「全世代型社会保障改革の方針」に沿った全世代対応型の持続可能な社会保障制度
を構築する観点から、給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、保険料賦課限度額の引上げなど能力に
応じた負担のあり方なども含め、医療、介護、年金、少子高齢化対策等を始めとする社会保障全般の安定的な制度運営に取り
組みます。また社会保障制度と並び、地域の支え合いを強め、人々が住み慣れた地域の中で安心して生活できるよう、人と人
との繋がりを大切にした地域づくりに取り組みます。

引き続き、出前講座の活用や団体活動等への行政職員
の派遣などを通じて、社会保障制度の正しい理解・適
正な運用に努める。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

保険年金課 → → →

保険年金課 → → →

保険年金課 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

保険年金課 → → →

保険年金課 → → →

保険年金課 → → →

国民健康保険制度の適正な運用

施策内容

●広報やホームページ等により、国民健康保険制度の周知に努めます。
●2030 年度（令和12年度）の県下統一保険料（税）導入にむけて税率改定を実施し、安定的な国保制度運用に努め
ます。
●医療費の適正化、国保税の適正賦課と収納率の向上による国保財政の健全運営を進めます。
●被保険者の健康の維持増進のため、データヘルス計画に基づく保健事業を積極的に展開します。

施策評価
今後の方針

国民健康保険制度について、広報やホームページ等により周知・説明に努めるとともに、引続き医療費の適正化、国
保税の適正賦課と収納率の向上による国保財政の健全運営を進める。また、令和12年度県下統一保険料(税)の「完全
統一」導入に向けて税率改定を実施し、安定的な国保制度運用に努める。被保険者の健康の維持増進のため、データ
ヘルス計画に基づく保健事業を積極的に展開し、保険財政の安定化と医療費の適正化により持続可能な医療保険制度
の運営に取り組みます。

事業内容

市民に分かりやすく制度説明をするため、広報やホームページを画像やイラストを取り入れるなど、視覚的に見やす
く理解しやすいものになるよう工夫し作成します。
特定健康診査、脳ドック、医療費通知、ジェネリック医薬品使用啓発、ウォーキング事業など健康の保持増進に繋が
る保健事業に取組み、医療費の適正化に努めます。
より良い医療を受けていただけるよう、マイナンバーカードを健康保険証（マイナ保険証）として利用していただけ
るよう啓発に努めます。

方　向　性

国民健康保
険一般管理
事務

国民健康保険制度は、法律、政令により市に事務処理が義務付けられ
ている自治事務です。財政運営については平成30年度から広域化され
県が担っています。
国民健康保険制度が、適正・安定的に運用できるよう努めます。
国民健康保険の県下統一保険料（税）の導入について、令和12年度の
導入に向けて安定的な国保制度運用に努めます。

医療費適正
化特別対策
事業

主な事業として、医療費の適正化に向けた取組として、後発医薬品
（ジェネリック医薬品）推進のための市民啓発などを実施していま
す。

保健事業

主な事業として、疾病の早期発見による健康の保持増進および医療費
適正化に向けた取組として、特定健康診査や脳ドックを実施していま
す。

後期高齢者医療制度の適正な運用

施策内容

●広報やホームページ等により、後期高齢者医療制度の周知に努めます。
●被保険者の健康増進のため、橋本市後期高齢者医療制度成人病検査助成事業を継続的に実施します。
●人生100 年時代を見据え、健康寿命を延伸するための高齢者の介護予防と健康づくりを推進するため、高齢者の保
健事業と介護予防の一体的な実施事業に取り組みます。

施策評価
今後の方針

令和４年度から団塊の世代が75歳以上になり始め、令和7年度には団塊の世代すべてが後期高齢者になります。それ
に伴い全世代対応型の社会保障制度の構築のための制度改革が検討されており制度の周知に取り組みます。また、新
たな事業である高齢者の保健事業と介護予防の一体的な事業を積極的に展開し、後期高齢者の健康の維持増進に繋
げ、保険財政の安定化と医療費の適正化により持続可能な医療保険制度の運営に取り組みます。

事業内容

市民に分かりやすく制度説明をするため、広報やホームページを画像やイラストを取り入れるなど、視覚的に見やす
く理解しやすいものになるよう工夫し作成します。
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な事業を積極的に展開し、後期高齢者の健康の保持増進に繋げ、保険財政の安
定化と医療費の適正化により持続可能な医療保険制度の運営に努めます。
より良い医療を受けていただけるよう、マイナンバーカードを健康保険証（マイナ保険証）として利用していただけ
るよう啓発に努めます。

方　向　性

後期高齢者
医療一般管
理事務

後期高齢者医療制度は、法律、政令により県の広域連合が制度運営を
しています。市は保険料の徴収や申請、相談等の業務を担っていま
す。
後期高齢者医療制度が、適正・安定的に運用できるよう努めます。

保健事業
主な事業として、疾病の早期発見による健康増進および医療費適正化
に向けた取組として、脳ドックを実施しています。

高齢者の保
健事業と介
護予防の一
体的な事業

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な事業を積極的に展開し、後期
高齢者の健康の保持増進により健康寿命延伸に努めます。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

保険年金課 → → →

④

R8 R9 R10 重点化

介護保険課 → → →

介護保険課 → → →

介護保険課 ↑ → →

⑤

R8 R9 R10 重点化

福祉課 → → →

国民年金制度の適正な運用

施策内容
●広報やホームページ等により、国民年金制度の周知に努めます。
●国民年金制度の周知や口座振替、前納の推進により納付率を向上させ、無年金者の減少に努めます。
●免除制度の周知等によって未加入や未納を防ぎ、加入者が年金を受給できるよう促進します。

施策評価
今後の方針

国民年金制度は、世代を超えて安定的に運営されることが必要であるため、制度への不安が解消できるよう、引き続
き国民年金制度に関する情報の周知に努め、未加入や未納を防ぎ、加入者が年金を受給できるよう促進します。

事業内容

市民への啓発として、広報やホームページにより、年金の加入や免除申請、年金受給者に係る手続きなど、国民年金
制度に関する情報を市民に詳しく周知するよう努めます。また、画像やイラストを取り入れるなど視覚的に見やすく
理解しやすいものになるよう工夫し作成します。
年金事務所と連携しながら分かりやすく丁寧な説明に努めます。

方　向　性

国民年金事
務

国民年金事務は、政令の定めるところの法定受託業務です。
市は各種届出の受理及び報告、保険料免除に係る届出や相談業務等を
担っています。
国民年金制度が、適正・安定的に運用できるよう努めます。

介護保険制度の適正な運用

施策内容

•●広報やホームページ、出前講座の実施等により、市民や事業者に対して制度やサービスの周知  普及を図り、制度
の適正な運用を進めます。
●介護保健事業の適正かつ円滑な運営をめざし、認定調査員に対する研修・指導などを通じて、公平・公正、正確な
要介護認定を推進します。
●高齢者のニーズや地域の実情に応じたサービス確保に努めるとともに、ケアプランの点検や事業者への指導・助言
など、介護給付の適正化に積極的に取り組みます。

施策評価
今後の方針

これまでの取組みの成果と進捗を勘案し次年度以降も引き続き取り組むとともに、市民・事業者への情報発信につい
ては見せ方・伝え方の工夫、要介護認定業務についてはDXの活用やさらなる業務効率化、また実地指導にあってはリ
モートや簡素化による実施の検討など、課題解決に努め、課題の解消に向け取り組みます。

事業内容

●制度やサービスの周知・普及について、市民への説明用として窓口で活用している介護保険パンフレットを、パン
フレット作成業者と調整し、より詳細なものを引き続き提供できるように努めます。
●公平・公正、正確な要介護認定について、認定調査員によるミーティング等を継続して実施し要介護認定の適正化
に努めるとともに、タブレット端末を利用した認定調査、及びAIを活用した調査票の基本調査と特記事項の整合性の
確認を行いDXの推進を図ります。
●介護給付の適正化について、ケアプランの点検や事業者への指導・助言等を今後も継続して実施し、その方法につ
いては、事業者と調整しながらリモートによる実施等、その体制づくりに努めます。
●退職や人事異動等の職員の入れ替わりに左右されることなく適正な認定業務等が実施できるよう導入したアウト
ソーシングにより質の高い市民サービスが維持されているか確認し、必要に応じて委託先業者に対し指示・指導等を
行います。

方　向　性

介護保険一
般管理事務

介護保険制度は、法律・政令により市に事務処理が義務付けられてい
る自治事務です。介護保険制度が、適正・安定的に運用できるよう努
めていきます。

要介護認定
等調査事務

要介護認定者数の増加に伴い更新申請や変更申請など認定調査件数が
増加する中、認定調査員の確保が大きな課題となっています。このた
め、遅滞なく認定調査を実施することを目的として令和６年２月に導
入した認定調査員用タブレット端末がより使いやすいものとなるよ
う、導入業者との連携を密にし導入アプリのバージョンアップを随時
行うことで、調査票作成の効率化・簡素化に取り組みます。

要介護認定
審査等事務

退職や人事異動等の職員の入れ替わりに左右されることなく適正な認
定業務等が実施できるよう、令和7年10月から本格実施したアウトソー
シングについて、委託先業者と連携を密にし、また提出される月報や
インシデント報告書等をもとに定期的に協議を行うことで質の高い市
民サービスが提供できるよう努めていきます。

生活困窮者の自立の促進

施策内容

●民生委員児童委員や関係機関と連携し、生活困窮者について自ら声に出して発信できない人の支援を図ります。ま
た、ハローワークとも連携を図りながら、対象者の特性に合わせた就労支援などを実施します。
●地域の企業の情報収集を行い、就労支援員、自立相談支援員による就労支援を推進します。

施策評価
今後の方針

ハローワークと連携を図りながら、対象者の特性に合わせ就労支援員、自立支援相談員による就労支援を行い生活困
窮者の自立を支援します。民生委員児童委員や地域の関係機関等と連携し、自ら声を出して発信できない人の把握、
支援に努めます。

事業内容
生活困窮者やその家族、関係機関からの相談に応じ、情報提供や助言を行います。また、関係機関との連絡調整や連
携を行いながら自立の促進を図ります。（福祉課）

方　向　性

生活困窮者
自立支援事
業

対象者の特性に合わせ就労支援員、自立支援相談員による就労支援を
行い生活困窮者の自立を支援します。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 158 158 158 158 158 158 158 161 161 161

実績 158 160 160 160 159 159 158

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

主管部局 健康福祉部 関連部局 福祉課 こども課 いきいき健康課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

地域における支え合いの仕組みづくり

地域福祉の担い手の育成

地域福祉団体・NPO等への支援と連携の強化

権利の擁護と制度の周知

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
6住み慣れた地域で安心して暮らせる持続可能な仕
組みづくり

施策項目 23 地域福祉

実現したい
まちの姿

健やかで安心して暮らせるまちの実現をめざし、すべての市民が健康で生きがいをもちながら、老後や日常の生活に
不安のない地域社会が形成されています。

1 民生委員児童委員数 人 Ａ

2 　

3 　

4 　

5 　

6 　

1
関係団体は、社会福祉協議会や団体間での連携に努めます。

2
民生委員児童委員をはじめ地域福祉の担い手は、各種福祉活動組織
との連携に努めます。

3

関係団体は、個々に活動するだけでなく、協力し、情報共有しなが
ら地域住民とともに個人や団体が力を出し合えるネットワークづく
りに取り組みます。

4

5

Ｂ

現状で効果が見られるが、これからも地域住民が役割を持ち、住民同士が支え合いながら、自分らしく活躍できる「地域共生
社会」の実現に向けて、重層的な支援体制の整備を進めていく必要があります。
行政や社会福祉協議会をはじめ、すべての市民、各種団体がそれぞれの役割を分担し、連携し、適切に協働することが必要で
あり、さらなる取組みの充実に努めます。

引き続き、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる
社会を目指し、社会福祉協議会、地域の各種団体等は
連携に努め、民生委員児童委員は各種福祉活動組織と
の連携に努めます。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

こども課 → → →

福祉課 → → →

福祉課 → → → ◎

②

R8 R9 R10 重点化

福祉課 → → →

地域における支え合いの仕組みづくり

施策内容

●「地域共生社会」の実現にむけて、一人暮らしの高齢者や支援が必要な障がい者、ひとり親家庭など、なんらかの
手助けを必要としている人たちが地域で安心して心豊かな生活を送るために、市民、関係団体、事業者、行政の役割
分担と協力のもと、重層的な支援体制づくりに努めます。
●地域における支え合いの仕組みにつなげるため、民生委員児童委員等による高齢者・子育て世帯などに対する見守
り活動を支援します。

施策評価
今後の方針

和歌山県母子寡婦福祉連合会やハローワークと連携を図りながら、育児相談や就労支援等により、自立的で安定した
生活基盤を確保できるよう、支援の充実に努めます。
何らかの支援を必要としている高齢者・障がい者・ひとり親家庭等が安心して生活できるよう、地域における支え合
いのネットワークづくりに努めます。

事業内容

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、属性（高齢・子ども・障害・貧困等）を問わない1.相談
支援、2.参加支援、3.地域づくりに向けた支援を一体的に実施する包括的な支援体制を構築する。
複雑・複合化した問題を抱える市民を支援するため、従前から実施している既存事業を活用し、各分野の垣根を低く
することにより各分野の連携しを図ります。（福祉課）
ひきこもり支援推進事業について、ひきこもり者やその家族に対して相談支援を行い、相談支援機関の周知を行いま
す。（福祉課）

方　向　性

ひとり親家
庭支援事業

ひとり親家庭の福祉の向上を目的としたひとり親医療費助成事業の実
施やひとり親家庭の就労支援対策として、高等職業訓練促進給付、自
立支援教育訓練給付をはじめとする各種給付や就労のための支援を行
い、ひとり親家庭の経済的安定と自立を促進します。

重層的支援
体制整備事
業

・市民の複雑化・複合化した生活課題、制度の狭間や支援が届いてい
ないケースなどを包括的に支援できるよう、属性（介護・障害・子ど
も・困窮等）の問わない「相談支援」、「参加支援」、「地域づくり
に向けた支援」を一体的に行い、断らず受け止め、つながり続ける支
援体制を整備するものです。支援は、各分野の既存の相談支援機関
や、庁内の関係各課が、「縦割り」ではなく、対象者の属性や担当課
等の枠組みを超えて、地域の関係者や関係支援機関と伴に連携・協働
して行います。
・既存の事業に加え新規に「アウトリーチ等を通じた継続的支援事
業」
「多機関協働事業」「支援プランの作成」を行います。
・8050問題の世帯、長期のひきこもり状態にある人や世帯、介護と子
育てを同時に担う等の、ダブルケア状況にあり困窮している人や世
帯、ヤングケアラーの世帯が対象者となります。

ひきこもり
支援推進事
業

橋本市、九度山町、高野町におけるひきこもり者及びその家族に対し
支援を行います。支援内容は、相談支援（訪問によるアウトリーチを
含む）、居場所づくり、連絡協議会・ネットワークづくり、当事者
会・家族会開催、住民向け講演会・研修会開催です。また、橋本・伊
都地域（１市３町）で委託している基幹相談支援センターや障害者相
談支援事業（委託相談）等との連携により、障がい福祉サービスや就
労支援に結び付けていきます。

地域福祉の担い手の育成

施策内容

●市民の自主的活動を促進するため、広報や啓発活動、教育の場などを通じて、福祉に対する理解や関心を高めま
す。
●民生委員児童委員の活動内容についての啓発を進め、なり手の確保を図ります。
●社会福祉協議会、地域の各種団体、NPO、ボランティア等の連携に努めます。
●地域福祉の担い手としてエリアマネジメント組織の活用を検討します。

施策評価
今後の方針

地域住民の自主的活動を促進するため、広報や啓発活動、教育の場などを通じて、地域福祉に対する理解や関心を高
めます。

事業内容

地域の見守り役・相談役である民生委員児童委員の活動について、ホームページやパネル展示により宣伝手段を充実
させ周知を図る。
また、地域における支え合い、助け合いを行う人材の育成を目的とした講習会などを開催します。

方　向　性

地域福祉の
担い手の育
成事業

点字や手話、要約筆記など地域における支え合い、助け合いを行う人
材の育成を目的とした講習会を開催し、福祉の担い手を育成します。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

福祉課 → → →

福祉課 → → →

④

R8 R9 R10 重点化

いきいき健
康課

福祉課

→ → →

地域福祉団体・NPO等への支援と連携の強化

施策内容
●市民と行政が一体となり、地域福祉に取り組むため、社会福祉協議会やボランティア等の連携に努めます。

施策評価
今後の方針

市民・地域福祉団体・行政等が一体となって、地域福祉に取り組むため、社会福祉協議会や地域福祉団体・NPO法人
等へ支援と連携に努めます。また、令和6年度から実施している社会福祉協議会への橋本市生活困窮者支援等のため
の地域づくり事業の委託を継続して行うことで、社会福祉協議会等と連携し、地域福祉の充実に努めます。

事業内容

地域で福祉活動に取り組んでいる団体に対して、橋本市が補助金を交付することにより団体の活動を支援します。
市民が抱える身近な生活課題の解決に向けた地域福祉団体等との連携の推進に努めます。

方　向　性

相談支援事
業

「橋本・伊都地域自立支援協議会」や「橋本・伊都障がい者相談支援
センター」との連携を図ります。

補助金助成
事業

　社会福祉協議会、市民生委員児童委員協議会に対し補助金を交付す
ることで、地域福祉を推進していきます。
　また、橋本地区保護司会、保護観察協会橋本支部に対し補助金を交
付することで犯罪や非行をした人の立ち直りを、市遺族会に対して補
助金を交付することで、戦没者の遺族を支援していきます。

権利の擁護と制度の周知

施策内容

●高齢者や障がい者、子どもの権利を擁護するため、成年後見制度の周知、利用促進に努めるとともに、利用者支
援、後見人等への支援を段階的に進めていきます。

施策評価
今後の方針

「第３次橋本市地域福祉計画」（令和4～8年度）と一体的に「橋本市成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、令
和７年度より地域連携ネットワークの構築及び成年後見制度の利用促進体制を整え高齢者等の権利擁護を進める。

事業内容

関係各課及び橋本・伊都地域自立支援協議会との連携。（福祉課）
市は高齢者や障がい者等の権利を擁護し成年後見制度の利用促進を図るために中核機関の運営及び関係者参加による
地域連携ネットワークの運営の充実に努めます。（福祉課・いきいき健康課）

方　向　性

成年後見制
度利用促進

関係各課及び橋本・伊都地域自立支援協議会の権利擁護部会と連携
し、成年後見制度の周知・啓発に努めます。
成年後見制度の利用促進を図り、認知症等になっても安心して暮らす
ことができるよう取り組みます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
成年後見制度利用促進の中核機関として、地域連携ネットワーク会議
において、関係機関が連携する仕組みを確立します。また、３士会等
の協力を得て、成年後見人候補者の選定・推薦や当事者の意思決定支
援等を行う「権利擁護支援検討会議」を開催し、認知症や障がい等に
より判断能力が不十分な人に適切な支援を提供します。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 3200 3400 3600 3800 4000 8000 8500 9000 9500 10000

実績 4680 5861 6453 7382 8388 9255 10007

目標 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5

実績 5.7 5 4.9 4.9 4.7 4.8 4.8

目標 6.4 6.8 7.2 7.6 8 8.4 8.8 8.8 8.8 8.8

実績 6.6 6.2 5.6 4.7 5.6 5.5 5.2

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 健康福祉部 関連部局 いきいき健康課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

地域における支え合いの仕組みづくり

世代間交流の促進

高齢者の権利擁護や相談体制の充実

高齢者の生活支援の充実

介護予防等高齢者の健康維持の促進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
6住み慣れた地域で安心して暮らせる持続可能な仕
組みづくり

施策項目 24 高齢者福祉

実現したい
まちの姿

いきいきといつまでも住み慣れた地域で暮らし続けることができる環境を構築し、自分らしく活躍できる地域コミュ
ニティを育成することで、健康寿命が延び、認知症や介護が必要な状況になっても安心して生活することができる状
態となっています。

1 認知症サポーター数 人 Ａ

2 重度認定率 ％ Ａ

3 高齢者の運動習慣割合 ％ Ｄ

4 　

5 　

6 　

1

市民・事業者・関係団体は、地域内で助け合い・支え合いの意識を
高めるとともに、自らの持つ知識や経験・特技をいかし、地域活動
を積極的に行います。また、研修会および地域高齢者リーダーの研
修、育成にも取り組みます。

2

市民・事業者・関係団体は、住み慣れた地域で暮らし続けることが
できるよう介護予防に努めるとともに、高齢者の生きがいづくりや
居場所づくりを進めます。

3

Ｂ

高齢者のニーズや状態に応じたサービスの提供、支え合いを切れ目なく包括的に提供できる体制が重要なため、介護予防・日
常生活支援総合事業を活用し、地域の関係団体のネットワーク化を図り、地域住民の助け合いや関係団体による地域共生社会
の実現につなげていきます。また、生活支援体制整備事業における日常生活圏域(10圏域)ごとの地域課題を分析して地域にお
ける高齢者の生活支援の担い手育成など具体的な解決や支援につながる取組みを進めていきます。

高齢者の集い・通いの場が設立できていない地域に対
し、創設に向け重点的に働きかけます。また、既に整
備されている地域に対しては、世代交代に向けての支
援を行い、持続可能な仕組みつくりに努めていきま
す。また、高齢者の生活支援の担い手不足解消のため
養成講習会を開催します。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

いきいき健
康課

→ → → ◎

②

R8 R9 R10 重点化

いきいき健
康課

→ → →

地域における支え合いの仕組みづくり

施策内容

●橋本市社会福祉協議会を中核的な存在として、地縁組織・NPO 法人・ボランティアなど個人・団体のネットワーク
化を進め、助け合い・支え合いの仕組みの構築を進めます。
●生活支援の担い手の養成や、地域の求めるニーズと生活支援のマッチングを創るため、日常生活圏域で活動する生
活支援コーディネーターの実践力向上を支援します。
●認知症になっても住みやすい地域をめざして、認知症を正しく理解し、偏見を持たずあたたかく見守る認知症サ
ポーターを引き続き養成します。

施策評価
今後の方針

生活課題である移動支援、買い物支援、通いの場づくりを住民主体、あるいは民間企業等との連携も模索しながら、
支援体制のさらなる整備を図っていく。さらに、高齢者だけでなく、世代間交流を行うなどだれでも利用できるよう
な共生社会をめざした生活支援組織になるよう後方支援を継続していく。令和6年12月に閣議決定された「認知症施
策推進基本計画」において努力義務と位置づけられた「橋本市認知症施策推進計画」の策定に取り組む。

事業内容

①生活支援体制整備事業
　地域住民が住み慣れたところで長く住むことができるために、第１層や第２層協議体の活動を通じて地域の困り事
を解決できるように市は社会福祉協議会とともに伴走支援を継続します。

方　向　性

生活支援体
制整備事業

・住民主体の持続可能な取り組みとなるよう第２層協議体活動への伴
走支援を継続します。
・地域支援力が向上するよう啓発活動に取り組みます。ホームページ
やライン発信などの活用やイベント等を通じて興味関心を持もてるよ
う働きかけます。
・第２層協議体から創出された取り組み（移送支援等）を発信し高齢
者が活用できるよう支援策を検討、実施します。
・区・自治会単位を基本とする地縁組織や任意団体、民間企業等と連
携しながら、支えあい活動を展開できるよう地域とともに取り組みま
す。

世代間交流の促進

施策内容

●高齢者が、豊かな知識や経験をいかし、地域における子育て支援等の活動に参加することで、元気な高齢者の活躍
をはじめ高齢者自身が役割を持って取り組むことにより介護予防や生きがいづくりにつなげられる仕組みづくりを進
めます。

施策評価
今後の方針

高齢者が豊かな知識や経験をいかし、地域における子育て支援等の活動に参加することで、高齢者自身が役割を持っ
て取り組むことにより介護予防や生きがいづくりにつなげられる仕組みづくりを公民館等と連携して取り組みます。

事業内容

①高齢者福祉団体支援事業
　市は、地域の老人クラブ等高齢者の集まりが子どもや若年者と世代間交流を図ることができるよう公民館等とも連
携して機会の創出ができるよう取り組みます。

方　向　性

高齢者福祉
団体支援事
業

・地域の単位老人クラブに補助金を交付することにより、高齢者の生
きがいづくりの支援を継続します。
・地区公民館と連携してeスポーツ体験会を実施し、世代交流や生きが
いづくりに取り組むとともに、老人クラブ会員増加に向け老人クラブ
活動を啓発します。
・能力・意欲のある高齢層の就労機会の確保や高齢者自身の生きがい
づくり、健康の保持、交流による社会参加等を促進するため、シル
バー人材センターの運営を支援します。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

いきいき健
康課

福祉課

→ → →

いきいき健
康課

→ → →

いきいき健
康課

→ → →

④

R8 R9 R10 重点化

いきいき健
康課

→ → → ◎

いきいき健
康課

↑ → →

いきいき健
康課

→ → →

高齢者の権利擁護や相談体制の充実

施策内容

●複雑化、多様化している課題の解決へむけ、専門職だけでなく民生委員児童委員など地域福祉関係者とも密接に連
携し、その対応ができるように努めます。
●高齢者および障がい者の権利擁護について地域や関係機関との連携を行う地域連携ネットワークを構築し、その中
核機関の設置を行います。
●地域包括支援センターのPR に努め、関係機関との連携を強化し、制度や分野の垣根を越えた、誰でも気軽に相談
できる相談体制を充実します。
●高齢者虐待の早期発見や適切な対応をめざし、通報窓口の周知など高齢者の権利擁護にむけ対応体制の整備を行い
ます。
●支援が必要な人およびその家族に対して、成年後見制度の啓発および利用支援に努めます。

施策評価
今後の方針

中核機関は権利擁護に係る「広報・相談・後見制度利用促進・後見人支援」の役割を持つ必要がある。令和７年度よ
り地域連携ネットワークの構築及び成年後見制度の利用促進体制を整え高齢者等の権利擁護を進める。

事業内容

①権利擁護事業
　市は高齢者虐待の早期発見や適切な対応ができるよう実務能力の向上を図ります。成年後見制度の利用促進を図る
ために中核機関を設置し関係者参加による地域連携ネットワークを構築します。
②認知症総合支援事業
　認知症サポーター養成講座の継続により認知症理解の啓発に努めます。また、認知症初期集中支援チームの対象者
に介入し課題の解決を図ります。
③総合相談支援事業
　地域包括支援センターは高齢者が抱える様々な課題の相談窓口として重層的な対応も含め対応し、必要なサービス
が受けられるよう支援します。

方　向　性

権利擁護事
業

・成年後見制度の利用促進を図るため中核機関の設置と地域連携ネッ
トワークを構築し運営の充実に努め、認知症等になっても安心して暮
らすことができるよう取り組みます。
・高齢者虐待の早期発見や適切な対応ができるよう通報窓口の周知や
関係機関との連携に継続して取り組みます。

認知症総合
支援事業

・認知症サポーター養成講座を継続するとともに小学校等の講座を通
じて親世代にも認知症について理解を深めてもらえるよう努めます。
・認知症等による行方不明になる恐れのある高齢者の見守りについて
包括提携協定を締結している企業等とも連携して地域の目を拡げてい
きます。 
・認知症カフェに専門職だけでなく多様な主体が参加しスタバカフェ
など地域に開かれたカフェの運営を目指します。
・認知症ケア（ユマニチュード）や認知症を理解する講演会を開催し
ます。

総合相談事
業

・地域包括支援センターにおいて高齢者に関する総合相談事業を行っ
ています。高齢者単独の課題だけでなく8050問題など重層的、多様化
する課題にも関係機関と連携して取り組んでいきます。

高齢者の生活支援の充実

施策内容
●介護予防・日常生活支援総合事業の充実を図ります。
●買い物支援、移動支援、見守り活動など地域の実情に応じた生活支援体制の整備を支援します。

施策評価
今後の方針

第2層協議体、社会福祉協議会、民間事業との協働をとおして、高齢者の生活支援の充実に努めます。
住民主体の生活支援サービスを充実させ、軽微な困りごとを地域で解消できる仕組みづくりや高齢者世帯への見守
り、買い物支援等を充実させ高齢者の生活支援の充実に努めるとともに支援者確保のため養成講座を実施します。

事業内容

①生活支援体制整備事業：地域住民が住み慣れたところで長く住むことができるために、第１層や第２層協議体の活
動を通じて地域の困り事を解決できるように市は社会福祉協議会とともに伴走支援を継続します。
②その他任意事業：市は民間警備会社の見守りサービスや配食サービスを活用し一人暮らしの高齢者が安心して生活
できるよう支援します。
③家族介護支援事業：市は条件が適合する自宅で介護されている高齢者に対し紙おむつ券を給付することで在宅介護
を支援します。
④フレイル状態にある人を対象に週2回3か月集中的にリハビリに通所し生活改善に役立てる

方　向　性

生活支援体
制整備事業

・１０圏域で設立された第２層協議体が地域の課題に応じた活動が活
発になるよう地域住民や社協と一緒に取り組んでいきます。また、地
域通貨活用事業を通して登録者、実施者に対してポイント付与を行い
地域の担い手拡大に向け取り組みます。

介護予防・
日常生活支
援総合事業

・民間警備会社の見守りサービスや弁当事業者の配食サービスを活用
して、一人暮らし等条件に適合する高齢者の見守りを行うことで自宅
で安心して生活できるよう支援します。
・調理や掃除、ゴミ出し等の生活機能改善を目的にリハビリ職が在籍
する事業所に委託し3か月間の運動プログラムを実施する。（フレカツ
教室の充実）

家族介護支
援事業

・一定の給付条件のもと自宅で介護されている高齢者に対し紙おむつ
券を給付することで在宅介護を支援します。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

74



⑤

R8 R9 R10 重点化

いきいき健
康課

→ → →

いきいき健
康課

↑ ↑ ↑

介護予防等高齢者の健康維持の促進

施策内容

●介護予防体操・地域ふれあいサロン・老人クラブなど地域住民主体の取組みを推進するため、運営支援など、多様
なニーズに合わせた支援の充実を図ります。
●ボランティア活動等に気軽に参加できる仕組みを構築し、社会参加することで生きがいや喜びを感じ、健康維持・
介護予防につながる働きかけを進めます。
●シルバー人材センターの啓発・広報を行い、高齢者の就労を支援し、就業することにより生活の張り合いや生きが
いを感じられるように努めます。

施策評価
今後の方針

介護予防事業を各地域で行い、多くの住民が参加することにより、個人的に行うよりも継続性が増し、効果も大きく
なります。また地域交流の場として住民同士の繋がりが再構築されたり、お互いの見守りにつながる等、様々な効果
があらわれています。今後は、未実施地域や「男性限定ヨガ教室」「男の家事教室」など男性が参加しやすい教室の
実施などに取り組むことにより、介護予防事業を市内全域への拡大を目指します。

事業内容

①高齢者福祉団体支援事業
　市は高齢者の生きがいづくりや地域貢献を目指して老人クラブへの補助金交付を通じて活動促進を図ります。ま
た、
②一般介護予防事業
　市は介護予防に資する「通いの場」推進のために、げんきらりー自主運営教室への講師派遣や保険料負担や地域ふ
れあいサロンへの活動補助金の交付等の支援を継続して行います。また、地域通貨活用事業を活用し事業に参加した
方には、介護予防への意識づけとして参画ポイントを付与します。　　

方　向　性

高齢者福祉
団体支援事
業

・地域の単位老人クラブに補助金を交付することにより、高齢者の生
きがいづくりを支援をします。
・シルバー人材センターに補助金を交付することにより就労による高
齢者の生きがいづくりを支援します。

一般介護予
防支援事業

・地域ふれあいサロンへの補助金交付やげんきらりー等自主運営教室
に講師を派遣するとともに介護予防教室を開催し、通いの場の運営と
フレイル予防活動を支援します。
・地域の通いの場の選択肢を増やすために男性に特化した教室（男性
ヨガ・男の家事教室）やeスポーツなどを対象にした事業に取り組みま
す。
・介護予防自主運営教室未実施地区への支援

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標

実績 0 1 0 0

目標

実績 9 8 11 13

目標 10 14 18 22 26 30 40 50 60 70

実績 15 21 21 33 40 51 62

目標 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

実績 79 103 124 139 146 155 163

目標
実績
目標
実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 健康福祉部 関連部局 福祉課 子育て応援課

目標名

3（3年間での数値） 2 4

1（3年間での数値）

15（3年間での数値） 21 9

15（3年間での数値）

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

自立と社会参加の促進

啓発・交流の促進

地域での支援の充実

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標 【Ⅱ】安全・安心な暮らしを守り支えるまち 政策
6住み慣れた地域で安心して暮らせる持続可能な仕
組みづくり

施策項目 25 障がい者福祉

実現したい
まちの姿

障がいに対する市民の理解が深まり、障がい者の自立とより一層の社会参加が進み、地域の中で互いに支え合いなが
ら共に生きる社会の形成が進んでいます。

1 地域生活移行者数 人 Ｂ

2 一般就労移行者数 人 Ａ

3 手話奉仕員の養成 人 Ａ

4
障がい者福祉サービス
の計画相談支援（月件
数）

件 Ａ

5 　

6 　

1

関係団体は、障がいや障がいのある人に対する理解を深め、それぞ
れの立場からの適切な配慮を行うとともに、市が開催する各種イベ
ント等における、市民の障がい者活動等への理解を深めるための取
組みの展開に協力します。

2
市民・事業者・関係団体は、身近な地域での自立、社会参加ができ
るようにします

3
事業者は、地域の実情に応じた質の高い福祉サービスの提供に努め
ます。

4
事業者は、障がい者雇用環境の改善を行い、障がい者雇用の促進に
努めます。

5
市民・事業者・関係団体は、地域に不足している障がい福祉サービ
ス等の充実を図ります。

Ｂ

「すべての人が、お互いを尊重しいきいきと安心して暮らせるまち 橋本」を基本理念とし、「ノーマライゼーション」の理念
に基づき、一人ひとりが障がいの有無にかかわらず、人格と個性を尊重して地域の中で互いに支え合いながら共に生きる社会
をめざします。

関係団体との連携を維持しながら市民の障がい者活動
への理解を深める取り組みを実施し、特定相談支援事
業所、障がい福祉サービス事業所等との連携を維持し
ながら社会参加につながるように取り組む。障がい福
祉サービス事業所、自立支援協議会との連携を維持し
ながら障がい者雇用の促進に努める。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

福祉課 → → →

福祉課 → → →

福祉課 → → →

福祉課 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

福祉課 → → →

③

R8 R9 R10 重点化

福祉課 → → →

自立と社会参加の促進

施策内容

●地域生活を希望する障がいのある人が、自立生活に必要な能力を身につけられるグループホームの利用や、居宅に
おいて必要な福祉サービス等を利用し自立できる生活等を支援する障がい福祉サービス等の利用を促進します。
●障がい者の就労等にむけた情報提供や支援機関の紹介を行います。
●障がいにより判断能力に不安のある人等が不利にならないよう権利を擁護するため、成年後見制度の利用促進に努
めます。
●相談内容が多岐にわたるため、相談支援専門員だけでは解決が難しい問題が増えており、より一層の他機関との重
層的な連携を進めます。

施策評価
今後の方針

地域で安心した生活を継続できるよう、相談体制の整備、社会参加を進めていきます。

事業内容
精神疾患や同居家族のケアが難しい世帯への包括的な相談が増加しており、複数の関係部署や関係機関と連携を密に
し、重層的支援が必要な世帯への支援を実施するとともに、医療費や障がい福祉サービスに要する費用の経済的負担
の軽減を図ります。

方　向　性

相談支援事
業

障がいの種別に関わらず、障がいのある人やその家族が抱える様々な
悩み・困りごとの解決に貢献します。
また、重層的な支援体制により関係機関及び関係部署との連携を図り
ます。

障がい者自立
支援給付事業

障がい福祉サービス事業、自立支援医療制度の実施により、障がい者
の自立に貢献します。

障がい者更
生援護等事
業

　福祉タクシー事業を継続し、障がい者及びその扶養者の経済的負担
の軽減と社会活動範囲の拡大に貢献します。
※令和6年度からは市役所や各地区公民館に出向いて申請に来れない人
のため、郵送での申請受付を開始しています。

重度心身障
がい児者医
療費給付事
業

　保険給付に伴う医療費の自己負担分を助成する事業であり、重度心
身障がい児（者）の医療費に係る経済的負担を軽減します。

啓発・交流の促進

施策内容

●ノーマライゼーションの理念など障がいに関する市民の正しい理解と認識を深めるため、広報紙やホームページ、
パンフレット等を活用した啓発活動を推進します。
●地域の行事や文化活動等に、障がいのある人もない人も参加しやすい環境を整え、交流の場づくりに努めます。

施策評価
今後の方針

地域で共に暮らす障がいのある人と障がいのない人との互いの心の隔たりをなくすため、障がいへの正しい理解を深
めるための講演会等を通じて、啓発活動を行います。また、障がい者が地域の様々な場に参加することにより、共生
社会の実現を進めます。また、ひきこもり者への正しい理解を深めるための啓発活動を行い、ひきこもり者への相談
支援、居場所の提供、アウトリーチに努めます。

事業内容

障がいのある人やその家族、関係機関からの相談い応じ、必要な情報を提供します。障がい福祉サービス事業、補装
具費の支給、児童通所支援、自立支援医療制度の実施により、障がい児（者）の地域生活を支援します。福祉タク
シー利用券の交付を行い、基本料金相当額を助成します。重度心身障がい児（者）の保険給付に伴う医療費の自己負
担分を助成します。

方　向　性

補助金助成
事業

　障がい者団体（橋本市身体障害者連盟、橋本市障害児者父母の会）
に対し補助金を交付することで団体の障がい者福祉事業活動を支援
し、相互の交流、研鑽をすすめ、障がい者の自立を支援します。

地域での支援の充実

施策内容
●福祉・保健・教育等の専門機関や福祉にかかわる事業所などで構成する「橋本・伊都地域自立支援協議会」におい
て、障がいのある人からの多様な相談に対応できる地域の仕組みづくりに取り組みます。

施策評価
今後の方針

特定相談支援事業者が担う計画相談支援、委託相談支援事業者が担う一般的な相談支援、またこの2つのスーパーバ
イズの役割を持つ基幹相談センターが担う相談支援の3つの重層的な支援で、地域の体制を整えていきます。障がい
福祉サービス事業所等、民生委員・児童委員、関係機関と連携し、地域で課題を抱える障がい者の相談支援を行いま
す。

事業内容

関係機関や民生委員児童委員、地域住民等からの連絡・通報を受け、支援に関わりのある機関と連携して地域で課題
を抱える障がいのある人の早期発見と状況把握を行った上で適切な支援に繋げます。

方　向　性

相談支援事
業

日常生活を営む上で何らかの困りごとを抱えている障がい者への相談
支援事業を継続しつつ、現状では年々増加する相談に対応しきれてい
ない相談受理の事務的対応を強化し、重層的な支援体制により関係機
関及び関係部署との連携を図ります。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 51 52 53 54 55 46 47 48 49 50

実績 7 9 12 15 25.2 22.7 26.7

目標 500 500 500 500 500

実績 1053 289 176 510 541 478

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

主管部局 総合政策部 関連部局 人権・男女共同推進室 文化センター 生涯学習課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

人権啓発活動の推進

人権施策を推進するための仕組みの充実

人権尊重のための教育・啓発と平和学習の推進

人権擁護のための関係機関・団体等の連携の充実

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
7一人ひとりの個性が尊重され思いやりのあるまち
づくり

施策項目 26 人権・平和

実現したい
まちの姿

市民一人ひとりの人権意識や平和に対する意識が高まり、ともに生き、ともに支え合う地域社会が構築されていま
す。

1
「人権・平和」施策の
満足度

％ Ｂ

2 人権講演会の参加者数 人 Ｂ

3 　

4 　

5 　

6 　

1
市民は、人権尊重の理念について、一人ひとりが自分自身の問題と
して理解を深めます。

2
市民は、地域における自主的な人権啓発活動に努めます。

3
事業者は、人権に関する研修の充実など、従業員の人権意識の向上
に努めます。

4
市民・事業者・関係団体は、協働により人権に関する啓発を行い、
人権啓発推進連絡協議会の活動の浸透に取り組みます。

5

Ｂ

・橋本市人権施策基本方針に基づいて、様々な人権課題について啓発を実施していく。
・令和３年４月に施行した「橋本市部落差別の解消を推進する条例」をはじめとし、様々な人権侵害の防止や住民や各企業に
対する差別のない社会を目指す。また、モニタリングについては、全庁的に取り組み、引き続き、国、県、その他関係機関と
連携し取り組んでいく。

各人権施策を推進するために、人権施策基本方針に推
進行動の目標を設定し、毎年、人権尊重の社会づくり
審議会で進捗状況等について協議します。また、職員
によるインターネットでの差別書き込みの監視、削除
要請をするモニタリングを実施し、今後も全庁的に継
続的に取組みます。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

人権・男女
共同推進室

→ → →

②

R8 R9 R10 重点化

人権・男女
共同推進室

→ → →

人権・男女
共同推進室

→ → →

人権啓発活動の推進

施策内容

●地域社会における排除や摩擦、孤立などの問題を未然に防ぐために、それらの問題の不合理に気づき、ともに生き
ることのできるまちづくりを推進するための効果的な啓発
●人権侵害の予防と早期発見、相談・支援・援助の活動のため、当事者組織、支援のための組織、支援する専門的機
関（福祉・医療・教育機関など）および様々な組織によるネットワークづくりに努めます。
●啓発物資の配布により人権啓発活動を行っていますが、啓発する場所や内容が限定的になっていることから、啓発
の方法等について検討します。

施策評価
今後の方針

・多様な業種の各事業者へのイベントに係る資料提供や各人権啓発活動の概要をホームページなどで掲載することな
どにより、周知を図り、参加者の増加につなげる。

事業内容

講演会の開催や花いっぱいのまちづくり事業など各種人権啓発活動のために各地区の人権啓発推進委員の地区役員に
対し、支援を行う。

方　向　性

人権啓発事
業

各地区での人権講演会や花いっぱいまちづくり事業、啓発物資の購入
のために、橋本市人権啓発推進連絡協議会補助金を支給し、人権啓発
活動を推進する。
また、介護施設などの事業所を訪問し人権啓発活動を実施。

人権施策を推進するための仕組みの充実

施策内容

●人権尊重の社会づくりは市政の重要な柱と位置づけ、橋本市人権施策推進本部を核として総合的な人権施策を図り
ます。
●人権施策基本方針に基づいて、様々な人権課題について啓発を実施します。
●自分たちの地域において自分たちの人権問題に取り組むために、人権教育啓発活動を行う「人権啓発推進委員会」
の活動の充実を図ります。
●様々な人権問題に係る相談体制の充実および相談員のスキルアップを図ります。
●企業や各団体に対して出前講座の周知を行い、利用促進を図ります。

施策評価
今後の方針

・行動計画の進捗状況を毎年、人権尊重の社会づくり審議会を開催して、施策を積極的に推進する。
・人権出前講座の周知・PRを行い、企業や各団体に対して人権啓発活動を実施する。
・文化センターでの相談事業について、FMはしもと、ホームページ、LINEなどを利用し、周知・PRを行うと共に各職
員の能力向上に努める。

事業内容

インターネット上の差別書き込みに対するモニタリング、橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度のチ
ラシ配布等による啓発について、市として取り組んでいく。

方　向　性

インター
ネットモニ
タリング

すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指すため、インター
ネット上での差別書き込みについて、継続的に監視し、差別と認めら
れる書き込みは、削除要請を実施する。

人権啓発事
業

令和5年10月1日に施行された、「橋本市パートナーシップ・ファミ
リーシップの宣誓の証明に関する要綱」について、より多くの市民の
理解のため、講演会開催やチラシの配布等の啓発を実施する。また、
宣誓された方が利用可能となるサービスの拡充について、市内大型病
院等の民間施設に働きかけを行うとともに新たなサービス拡充につい
て人権啓発推進員会、男女共同参画審議会などで啓発方法や内容など
も含めた検討を行う。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

人権・男女
共同推進室

→ → →

人権・男女
共同推進室

→ → →

人権・男女
共同推進室

→ → →

人権・男女
共同推進室

→ → →

④

R8 R9 R10 重点化

人権・男女
共同推進室

→ → →

人権尊重のための教育・啓発と平和学習の推進

施策内容

●家庭や地域社会、職場など生活のあらゆる場面において、人権尊重の心を育んでいけるよう人権教育・啓発を推進
します。
●人権の意義やその重要性についての正しい知識を十分に身につけることができるよう、また平和を願う豊かな心を
育み、平和の尊さが次世代に語り継がれていくよう、継続した人権教育・平和学習を学校およびその他あらゆる場面
で啓発・推進します。
●人権侵害を予防できる感性と実践力を持つことができるよう、職員研修に力を注ぎ、また参加型・体験型の研修を
取り入れ、人権の担い手としての自覚と規律を高めるよう努めます。

施策評価
今後の方針

各地区の人権教育を、学校、地域、公民館などが一体的に取り組むよう情報提供などにより促進し、補助内容につい
ても各地区公民館とともに、実施可能な条件などを検討する。また、啓発DVDなどの積極的な利用、啓発に取り組
み、人権への関心を高め、参加者数の増加を図る。

事業内容

各地区公民館や各小中学校で人権学習機会を設けて、事業実施毎に啓発物資も併せて配布し、人権意識の向上を図る
めの支援を行う。

方　向　性

人権啓発市
町村助成事
業補助金
（講師謝金
等）

各地区公民館や各小中学校で人権学習機会を設けてもらうため、講師
謝金を支給する。

人権啓発推
進委員委員
報償金

人権啓発を推進するため、人権啓発推進委員に対し役員会等に出席し
た際の報償金を支給する。

人権啓発物
資購入

啓発活動のため、講演会等で配布する啓発物資についての購入費を補
助する

職員人権研
修

職員に対する人権啓発や教育のため、人権研修会を毎年継続して行っ
ていく。

人権擁護のための関係機関・団体等の連携の充実

施策内容

●人権擁護委員による特設人権相談を行います。
●「人権啓発推進委員会」、「人権擁護委員協議会」と連携し、人権啓発活動の充実および人権侵害に係る
問題解決に努めます。

施策評価
今後の方針

関係機関と連携をし、人権擁護委員と人権啓発推進委員との交流を促進し、人権活動の充実及び人権侵害に
係る問題解決に努める。また、犯罪被害者支援条例に基づく内容（相談、各見舞金など）について定期的な
関係機関への周知に努め、被害者支援への体制の向上を図る。

事業内容
橋本市人権擁護委員の活動として、各地区公民館等で特設人権相談を毎月開催、保育園や福祉施設に啓発物資を配布
する。

方　向　性

橋本人権擁
護委員協議
会
橋本市部会
補助金

啓発物資の購入や定例会の案内を送付するための通信費を橋本市人権
擁護委員に支給する。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 20 23 25 25 25

実績 2.2 5 8.3 9.4 17.2 11.5 21.4

目標 35 36 38 40 40

実績 18.4 20 24.7 25 30.7 28.2 30

目標 30 35 40 45 50

実績 5 8 11 11 17.7 17.3 19.8

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ａ

主管部局 総合政策部 関連部局 人権・男女共同推進室

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

人権の尊重と男女共同参画に向けた基盤の整備

男女がともに活躍できる環境づくり

安全・安心な暮らしの実現

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
7一人ひとりの個性が尊重され思いやりのあるまち
づくり

施策項目 27 男女共同参画

実現したい
まちの姿

家庭・職場・地域等のあらゆる分野に男女が参画することができるとともに、ワーク・ライフ・バランスが実現さ
れ、誰もが個性と能力をいかすことができる社会が構築されています。

1
市男性職員の育児休業
取得者の割合

％ Ｂ

2
審議会等における女性
の割合

％ Ｂ

3
「男女共同参画」施策
の満足度

％ Ｂ

4 　

5 　

6 　

1
市民・事業者・関係団体は、男性も女性もお互いを尊重し、責任も
分かち合い、その個性や能力を十分に発揮できるよう努めます。

2
事業者・関係団体は、男女がともに働きやすい環境づくりに努めま
す。

3
関係団体は、行政と連携のもと、まちづくりの様々な事業において
男女の平等な参画を促進します。

4

5

Ｂ

第３次男女共同参画計画に基づき、固定的な性別役割分担意識を解消し、市民が性別に関わりなく多様な生き方を選択でき、
お互いを尊重し認め合う意識を醸成するため男女共同参画に関する認識を深められるよう様々な機会を設けます。また、女性
電話相談の増加を図り、女性が自分らしく生きることができるまちづくりに資することができるよう努めます。様々な機会へ
女性が参加しやすい方法の検討や意思決定・方針決定過程へ参画できるように環境整備を進めます。

女性人材リストへの登録が進まないので、広報等を更
に行う。女性相談の相談件数の増加を図るため、様々
な場で啓発周知等を行う。新規登録の女性相談員のレ
ベルアップを図る。デートDV防止授業の対象の中学校
の全実施を継続する。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

人権・男女
共同推進室

→ → →

人権・男女
共同推進室

→ → →

②

R8 R9 R10 重点化

人権・男女
共同推進室

→ → →

人権・男女
共同推進室

→ → →

人権の尊重と男女共同参画に向けた基盤の整備

施策内容

●男女平等のもとに男女共同参画を進めていくために、性別にとらわれることなく、それぞれの個性と能力を発揮し
ていく男女共同参画の意識を高め、教育と啓発に取り組みます。
●多様な性のあり方について認め合い個人の生き方を尊重できるように、性的少数者に関する正しい知識や理解を深
めるための啓発、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の周知・啓発を推進します。

施策評価
今後の方針

ALLYステッカー作成・配布し、庁内各部署、施設へ周知した。今後も様々な機会を通して分かりやすい広報・啓発活
動を行う。また、多様性を認め合う意識が醸成されるよう地域、学校、福祉施設と連携し、研修会などで男女共同参
画を進める教育・学習を推進する。また誘致企業とも連携し、研修受講後ステッカーを配布し、多様性を認め合う意
識の醸成の向上を図る。

事業内容
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の啓発を行う。
橋本市男女共同参画計画を実行性の高いものとするため、進捗管理等を行う。

方　向　性

啓発事業

性的少数者に対する正しい知識と理解を深めるため、パートナーシッ
プ・ファミリーシップ宣誓制度などについて、ホームページをはじめ
とする様々な媒体、講演会等の開催により制度の周知・啓発を行う。

第3次橋本
市男女共同
参画計画の
進捗管理

男女共同参画を推進していくため、策定済の第3次橋本市男女共同参画
計画について、毎年度進捗状況の確認・評価を行い、施策内容の検証
及び効果的な進捗管理を行う。
令和4年度実績による進捗状況の評価では、実際の進捗状況に対し過大
評価にならないように、評価方法を見直した。

男女がともに活躍できる環境づくり

施策内容

●労働や行政、地域・市民活動など、あらゆる分野で男女共同参画を進めていくために、性別にとらわれることなく
男女がともに参加しやすい環境の構築に努めます。
●家庭内での固定的な役割分担意識の解消を図るとともに、仕事を優先した生活を見直し、育児・介護休業などの制
度を活用して、男女がともに家事・育児・介護などに参加し、ワーク・ライフ・バランスについての認識を深めるた
めの啓発を進めます。
●審議会等の女性委員登用を促進するため、公募枠を設けるなどの工夫を進めます。

施策評価
今後の方針

男性職員の育児休業取得向上を促し、市民向けにワークライフバランスの研修、講演会を開催し啓発を行う。また、
審議会等の女性委員の公募枠を設けるなどの工夫に努める。また、関係各課へ直接的な働き掛けを行い、更に女性委
員の割合向上を図る。

事業内容
男女がともに活躍できる環境づくりのため、ワークライフバランス講演会を開催し、講師謝金を負担する。
女性人材リストへの登録募集について、登録を促進するため各種団体等に働きかけを行う。

方　向　性

ワークライ
フバランス
講演会の開
催

男女がともに活躍できる環境づくりを推進をするために、ワークライ
フバランス講演会を開催し、講師謝金等を負担する。
また参加者数を増やすため、休日の開催やWEB配信などの方法を検討す
る。

女性人材リ
ストへの登
録募集

女性委員の割合向上のため、市の広報紙やホームページに女性の人材リスト
の募集についてを掲載し、広報する。
また人材リストの登録者数を増やすため、ボランティア団体や人権啓発推進
委員、女性電話相談員、生命保険会社等の民間企業等に働きかけを行う。更
に、庁内で人材リストの情報を共有し、その中から各審議会委員へ委嘱し、
女性委員の割合向上につなげる。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

人権・男女
共同推進室

→ → →

人権・男女
共同推進室

● → → ◎

啓発事業 → → →

安全安心な暮らしの実現

施策内容

●ＤＶ被害が潜在化しないよう、市の窓口業務や医療機関などの関係機関でＤＶを早期に発見するとともに、ＤＶ被
害者支援ネットワークの構築、被害者の安全確保と自立にむけた保護・支援に努めます。
●ＤＶに関する正しい知識を身につけるとともに、ＤＶ被害者の早期発見・早期対応のため、ＤＶ根絶にむけた啓発
に取り組みます。また、デートＤＶ（恋人間でのＤＶ）を防止するための啓発を推進します。
●それぞれの生きる意欲や生活する意欲を高め、経済的な自立や生活の自立にむけての力を育んでいくためのエンパ
ワーメントへの支援に取り組みます。
●女性電話相談員のスキルアップのための事例検討会の開催や女性電話相談事業の周知等を図ります。

施策評価
今後の方針

関係各課の連携強化を図るため、連携会議を引き続き行う。また、令和6年度についてはデートDV防止授業が全市立
中学校５校中5校で実施であったため、今後も実施できるよう継続的な働きかけが重要である。また、事例検討会に
より新規女性電話相談員17名を含んだ全40名の相談能力向上を図る。

事業内容
担当課職員等の講師による市内中学校でのデートＤＶ防止授業による啓発や、女性電話相談員への報償費支給により
女性電話相談事業の充実を図る。

方　向　性

女性電話相
談事業

女性が抱える様々な問題について、悩みを相談することができる女性
電話相談事業の拡充のため、女性電話相談員の報償費を支給する。
また令和5年度にて、相談事業の充実のために橋本市公式LINEによる相
談予約を開始した。

女性相談支
援事業

困難な問題を抱える女性への支援体制の充実のため「女性相談支援事
業」を実施する。

ＤＶ根絶に向けた啓発のため、担当課職員等を講師とした市内中学校
でのデートＤＶ防止授業について継続して実施する。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 99.6 99.7 99.8 99.9 100 100 100 100 100 100

実績 98.1 95.9 96.5 99.4 98.8 99 97.8

目標 - - - - 0 0 0 0 0 0

実績 0 0 0 0 0 0 1

目標 12100 12200 12300 12400 12500 12600 12700 12700 12700 12700

実績 11457 10470 8799 8372 9191 9758 9856

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ａ

Ｃ

Ａ

主管部局 健康福祉部 関連部局 子育て応援課 こども課 教育総務課、生活環境課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

母子保健事業の充実

保育施設及び多様な保育サービスの充実

安心して子育てできる支援体制の充実

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
8妊娠・出産、子育てから教育まで切れ目のない支
援とそれを支える社会づくり

施策項目 28 出産・子育て環境

実現したい
まちの姿

子ども家庭センター（ハートブリッジ）を核とした、妊娠期から将来を見通した支援体制が構築されており、早期か
らの支援と安心して子育てできる環境が実現しています。また、より質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供が
行われ、次代の社会を担う子どもたちを地域ぐるみで育てていくことのできる社会の構築が進んでいます。

1
４～５か月児健康診査
受診率

％ Ｂ

2 待機児童数 人 Ｄ

3
子育て支援センター年
間参加数

組 Ｂ

4 　

5 　

6 　

1
事業者は、関係機関と連携を図りながら、子育て支援センターの運
営にあたります。

2
事業者・関係団体は、行政と一体となって育児支援を実施できる体
制づくりを進めます。

3

4

5

Ａ

今後も子育てに関する総合相談窓口としての子育て応援課と子育て支援センターとで連携しながら、地域を始めとした関係各
機関と共に、妊娠から子育てまで切れ目ない支援ができる仕組みづくりを行っていく。
保育施設やサービスについてもニーズに応じた充実に努め、安心して子育てできる保育環境の整備に取り組む。

子育て家庭が地域で孤立しないよう、家庭や地域、企
業、学校、子育て支援センター等がそれぞれの機能を
発揮し、連携を強化するとともに、身近な地域におけ
る子育て支援センターの拡充に努める。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

● → → ◎

子育て応援
課

→ → →

母子保健事業の充実

施策内容

●「妊娠の届出」には必ず保健師が対応し、様々な不安に対応するとともに、出産後にも専門職による訪問やサービ
スの提供につなげるなど、産前産後の様々な支援を行います。
●子育てに関する不安を解消するために各種健診、相談、教室、訪問などを通じて、子育てに関する情報の周知や仲
間づくりに努めます。
●ホームページ「子育て情報サイト はぴもと」やLINE 配信など様々な媒体を通じた情報発信を推進し、交流の場等
へつながりにくい親子の参加を促します。
●自己肯定感を育む、自分の気持ちや身体を大切にするだけでなく、他者を大切にするという、人として大切なこと
を教育との連携の中で育んでいきます。
●子育て世代の保護者を孤立させないよう社会全体で子どもの健やかな成長を見守り安心して生み育てることができ
るような地域づくりを関係機関とも連携して取り組みます。

施策評価
今後の方針

関係機関や関係団体等との連携はもちろん大切であるが、今後も、民生委員や身近な市民を含めた様々な機関との連
携を強化し、気づいたらすぐに知らせてもらえるような支援体制の構築に努める。また、里親やショートステイ等地
域資源の開拓についても啓発していく必要がある。

事業内容

●妊娠早期からの支援につなげるために「妊娠の届出」時の専門職による個別面談（伴走型支援）および出産子育て
応援給付金（経済的支援）の支給を行い、個々に応じた支援に繋げる。
●各種母子保健事業を通じて安心して子育てできるよう支援するために、専門職による相談および関係機関との連携
による支援の充実を図る。
●子育てに役立つ情報をよりわかりやすく伝えるために、情報発信の内容を充実を図ります。

方　向　性

妊婦等包括
相談支援事
業

妊婦・その配偶者等に対して、面談等の実施により、必要な情報提供
や相談に応じるとともに、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走
型相談支援を行います。

妊産婦アク
セス支
援事業

自宅又は里帰り先から分娩可能な医療機関までの距離が遠い妊産婦
や、ハイリスク妊娠等で遠方の分娩取扱施設に通院せざるをえない妊
産婦は、妊産婦の心身及び経済的負担が大きいことから、健康診査や
出産に係る交通費や宿泊費の一部助成を行うことで、地域において安
心して妊娠及び出産ができる環境づくりを支援します。

新生児聴覚
検査費助成
事業

聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障
害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、そ
の早期発見・早期療育を図ることを目的に新生児に対して検査を実施
します。

多胎妊婦健
康診査費助
成事業

多胎妊娠は、単体の妊娠に比べ頻回の妊婦健康診査が必要であること
から、多胎妊娠の妊婦健康診査費の一部を追加助成することで、妊婦
の経済的負担の軽減と妊婦及び胎児の健康管理の向上を図ることを目
的に実施するものです。

1か月児健
康診査費助

成事業

赤ちゃんの発育状況を確認し、先天性の病気等を早期に発見し、適切
な指導を行うことで、その進行を未然に防止することで健康の保持お
よび増進を図ることを目的に実施します。

産婦健康診
査費助成事

業

出産後間もない時期の産婦に対する健康診査（母体の身体的機能の回
復や授乳状況及び精神状態の把握等）の費用を助成することにより、
産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育
て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とします。

妊婦歯科健
康診査事業

妊娠中に、虫歯菌や歯周病菌が口から体内に入り込んでしまうと妊娠
37週未満で出産してしまう早産や、新生児の体重が2500g未満に満たな
い低体重児出産を引き起こす可能性があります。また、母親に虫歯菌
があると、唾液を介して感染してしまう恐れもあります。赤ちゃんが
生まれてくる前に、一緒に生活する大人たちの歯の疾患を治療してお
くことが大切になることから、妊娠安定期に入った時期に歯科健康診
査を実施する際の助成を行います。

産後ケア事
業

産後の母の心身のケアと育児不安の解消を目的として、医療機関等に
宿泊や日帰り、助産師による訪問にて、安心して育児ができるように
支援を行います。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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②

R8 R9 R10 重点化

こども課 ↑ → → ◎

こども課 → → →

こども課 ↑

保育施設及び多様な保育サービスの充実

施策内容

●子育て支援センターと地域の子育てサークルが連携し、子育てや親育ちの学びの場を拡大するとともに、
こうした場につながりにくい親子の参加を促していきます。
●認定こども園等の保育環境の整備を図ります。
● 0 歳児・1 歳児の保育受入れ枠の充実を図ります。
●発達支援保育の充実を図ります。

施策評価
今後の方針

子育て家庭が地域で孤立しないよう、令和７年度に向けて策定した『第３期子ども・子育て支援事業計画』
に基づき、家庭や地域、企業、学校、子育て支援センター等がそれぞれの機能を発揮し、連携を強化すると
ともに、身近な地域における子育て支援センターの拡充に努める。また、ホームページ「子育て情報サイト　
はぴもと」やLINE配信など様々な媒体を通じた情報発信を推進し、交流の場等へつながりにくい親子の参加
を促していく。
紀見こども園の開設により、新たに公設公営のこども園として、地域で保育サービスの提供を図る。併せて
子育て支援センターの開所も実施。

事業内容

令和7年に市内９か所目の子育て支援センターを併設した紀見こども園が開園し、質の高い幼児教育・保育
の提供や地域の子育て支援機能の維持・確保を図り、保育所、認定こども園との連携や就学前教育と小学校
教育の円滑な接続を推進します。子どもを安心して育てることができる環境整備を行うために、保育充実促
進事業等を実施していきます。

方　向　性

保育対策総
合支援事業

本市の多様な保育需要に対応し、保育の受皿拡大に必要な措置を総合
的に講ずることで、子どもを安心して育てることができる環境整備を
行う。
保育環境の向上等を図るため、老朽化した備品の購入や設備の更新及
び改修等に対し補助する。【継続】
また、保育所等における保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防
止を図ることを目的として、保育士の補助を行う保育補助者の雇上げ
に必要な費用を補助する。【新規】

保育充実促
進事業

本市における、保育士の確保及び保育士の就業継続を総合的に支援す
る。
①１歳児保育の質の向上を図るため、保育士の加配に対し補助を行
う。（既存事業）
②発達支援を必要とする乳幼児を保育するため、市で定める配置基準
で保育士を配置した場合の保育士人件費を補助する。（既存事業）
③食物アレルギーを有する子どもを受け入れた場合、アレルギー対応
保育士等の加配雇用の支援を行う。（既存事業）
④新規採用の保育士に対し、市内の保育所等に就職した場合に月2万円
（市：1万円、事業者1万円）の補助を行う。（継続事業）

境原幼稚園
解体事業

紀見こども園の整備に伴い令和７年３月末で閉園した境原幼稚園の解
体工事を行う。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

生活環境課 → → →

教育総務課 ↑ → → ◎

こども課 → → →

こども課 → → →

こども課 ↑ → →

こども課 ↑ → → ◎

こども課 → → →

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

→ → →

安心して子育てできる支援体制の充実

施策内容

●地域で親子を孤立させないよう、民生委員児童委員や母子保健推進員等と連携し、子育て教室の開催や訪問・見守
り活動の充実を図ります。
●民生委員児童委員や身近な市民を含めた様々な機関との連携を強化し、虐待等について気づいたらすぐに知らせて
もらえるような支援体制の構築に努めます。
●子育て支援センターと地区公民館や児童館等が連携し、地域の同世代の親や、世代を超えた人々が交流する機会を
設け、地域のつながりを育て、地域コミュニティづくりを推進します。
●転入の家庭については情報やかかわりが少なく支援が途絶えてしまう恐れがあることから、関係機関と連携し、把
握に努め、情報提供等に取り組みます。
●児童の養育が一時的に困難な場合に利用できる制度を推進します。
●妊娠期から子育て期（18 歳まで）を対象に、こども家庭センター（ハートブリッジ）を核として幅広い相談に的
確に対応し、早期から切れ目のない支援を行う体制の構築に努めます。
●老朽化の進む学童保育施設については建て直しも検討するなど、安心して利用できる学童保育の支援・整備に努め
ます。
●希望のある世帯に紙おむつごみの戸別収集を実施するとともに、各種健診・相談時に本制度の周知を行います。

事業内容

市の財政状況を鑑み、学童保育運営団体に対する運営補助金を、国の基準額より低い基準で交付していたが、財政状
況が回復したことにより、令和６年度より、国の基準と同額を交付する。
老朽化の進む学童保育施設については建て直しを検討するなど、安心して利用できる学童保育の支援・整備に努め
る。（教育総務課）
市は保育園・こども園の管理運営、支給認定と入園受付、審査選考、入園決定、保育料算定及び広域保育の連携など
を行う。（こども課）
●安心して子育てできる支援体制の充実や地域づくりを図るため、今ある支援体制をさらに充実させる。
●情報発信は、効果的に市民が必要な情報を入手できるようアプリの導入や委託等の検討を行う。（子育て応援課）

方　向　性

紙おむつ用
ごみ袋給付
事業

出産時に、使用済み紙おむつ排出用のごみ袋として、バイオプラを含
んだ臭気対策の指定袋を給付。乳幼児のいる世帯を支援できている。

放課後児童
健全育成事
業

・子育て世帯への支援体制を充実させるために、学童保育団体へ、国
の補助制度に基づく、運営補助金を交付します。
・老朽化した施設の修繕や建て替えを行います。具体的には、老朽化
した応其地区学童保育所を建て替えるため令和7年度に設計を行い、令
和8年度に建設着工を予定しています。

ファミリー
サポートセ
ンター事業

子育て家庭を対象に、育児の援助を受けたい方と援助を行いたい方が
会員となり、地域で子育てを支え助け合う制度で、橋本市がNPO法人に
委託して実施している。委託されたNPO法人は、両者を実際に会わせて
コーディネートをする役割を担っている。

保育所総務
事業

公立保育園の管理運営、支給認定と入園受付、審査選考、入園決定、
保育料算定及び広域保育の連携などを行う。

紀州っ子
いっぱいサ
ポート事業
(第2子以降
食材料費無
償化)

　子育て世帯の就業と子育ての両立を支援するとともに、就園にかか
る経済的負担を軽減し、子どもを安心して生み、育てることが出来る
環境を整えるため、和歌山県実施の「和歌山県第二子以降に係る保育
料及び食材費助成事業費補助金交付要綱」に基づき、これまで実施し
ている第二子以降の保育料等無償化に加え、新たに食材料費を無償化
する（所得制限有）。

私立保育園
運営補助事
業

私立保育園3園の保育環境の改善や安全を確保するとともに、児童を保
育し、健全な育成を図り、保護者が安心して就労できる環境を提供す
る。
築20年を超え、老朽化が進んでいるあやの台保育園及びあやの台幼稚
園の大規模改修に対する補助を行い、園児の保育環境の改善を図る。

子育て支援
センター事
業

子育て中の親が孤立せずに子育てができるよう、地域全体で子育てを
支援する基盤の形成を図るため、市内８か所で子育て支援センターが
運営されている。
令和7年4月に開園した紀見こども園において、市内９か所目の子育て
支援センターが開設されました。

こども家庭セ
ンターにおけ
る相談支援事
業

すべての妊産婦や子育て家庭が、地域子ども・子育て支援事業や教
育・福祉施設等を円滑に利用できるよう、身近な相談場所として情報
提供や助言等必要な支援を実施します。

地域におけ
る見守り強
化事業

子どもに関わる全ての関係課・関係機関と連携を強化し、安心して子
育てできるよう市民協働のまちづくりを推進していきます。

情報発信の
充実

子育てに関する情報を広報、ホームページ、はぴもと、ライン、SNS等
でわかりやすく発信していきます。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 15 17 18 19 20 40 45 50 55 59

実績 42 13 6 23 6 17 1

目標 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4920 4920 4920

実績 4179 3838 3224 2623 2874 3283 2907

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ａ

Ａ

Ａ

主管部局 健康福祉部 関連部局 子育て応援課 こども課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

発達に心配のある子どもへの総合的かつ継続的な支援の推進

児童虐待防止の推進

子育て家庭の経済的負担の軽減

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
8妊娠・出産、子育てから教育まで切れ目のない支
援とそれを支える社会づくり

施策項目 29 子ども・家庭

実現したい
まちの姿

子どもや女性、障がいのある方等社会的弱者の人権が守られ、すべての子どもたちが心身ともに健やかに成長してい
ける支援体制が整っています。児童虐待やヤングケアラーを発見した場合、速やかに適切な対応を行い、また、児童
虐待に至る前においても、教育福祉の連携のもとで早期に対応ができ、子どもたちが健やかに成長することができる
ようになっています。

1
ひとり親就労支援相談
件数（年間）

件 Ｄ

2
のびのび教室利用児数
（延人数）

人 Ｂ

3 　

4 　

5 　

6 　

1
事業者・関係団体は、子どもの健全な発達・成長のために支援・協
力を進めます。

2

3

4

5

Ａ

社会保障制度の拡充を国や県へ強く要請していくとともに、支援者個々の相談・支援能力の向上に努めながら地域資源を発掘
し、総合的かつ継続的な支援の充実に努める。

現状の事業を維持しつつ、子育て短期支援事業をレス
パイト（休息）の目的で利用できるように、里親事業
の推進を行う。また、養育支援訪問事業の専門的支援
や子育て世帯訪問支援事業の家事育児支援を委託を行
う。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

こども課 → → →

こども課 → → →

こども課 → → →

こども課 → → →

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

→ → →

発達に心配のある子どもへの総合的かつ継続的な支援の推進

施策内容

●学童期の発達相談事業が、必要な時期に必要なタイミングで実施できる体制を構築します。
●母子保健・児童福祉・学校教育・障がい児分野にまたがる子どもの障がいの早期発見、早期対応（保育・教育）、
障がい受容と制度利用について、保健・医療・福祉・教育等の関係課・機関が連携し支援体制のネットワークづくり
の充実に努めます。
●こども家庭センター（ハートブリッジ）では、子どもの成長や学校生活における悩みの相談を受け、必要な支援に
つなげます。

施策評価
今後の方針

乳幼児期から就学後まで一貫して支援することができるよう、子育て応援課に配置されている発達相談員が中心とな
り、総合的かつ継続的な支援体制構築に努める。

施策評価等
反映内容

●保健・医療・福祉・教育等の関係課・関係機関が連携し支援体制のネットワークづくりの充実に努めます。（子育
て応援課）

事業内容

市は保護者、関係者が児童の発達や障がいの状況を共有し、健やかに発達していけるよう環境を整え支援するため、
児童発達支援事業所「たんぽぽ園」を運営するとともに、1歳8か月児健康診査で、発達支援のためのフォローが必要
とされた親子の通室教室として、「のびのび教室」を開催する。（こども課）
発達に心配のある子どもへの総合的かつ継続的な支援を推進するため、乳幼児期からの健診後のフォロー体制を強化
するとともに、就学後も継続的に相談に応じられるよう情報発信の充実に努めます。さらに、小学校におけるスク
リーニング検査事業の実施校を増やして体制を充実させます。（子育て応援課）

方　向　性

児童発達支
援事業所及
びセンター
における
「おむつ」
補助事業

橋本市立たんぽぽ園及び社会福祉法人桃郷会つくしんぼ園は、発達に
心配のある子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、知
識技能の付与、集団生活の適応訓練を「療育」として、保育を実施し
ているところですが、中には、発達の状況によりトイレトレーニング
の時期が遅くなり、おむつの消費がかさむ家庭も少なくないことか
ら、橋本市在住の該当家庭に対し経済的負担軽減のため、おむつの配
布を行う。

たんぽぽ園
における延
長保育事業

児童の発達を助長し、発達を保障するとともに、施設の適正管理と安
全性の確保を行う保護者、関係者が児童の発達や障がいの状況を共有
し、健やかに発達していけるよう環境を整え支援する。

たんぽぽ園
管理運営事
業

児童の発達を助長し、発達を保障するとともに、施設の適正管理と安
全性の確保を行う保護者、関係者が児童の発達や障がいの状況を共有
し、健やかに発達していけるよう環境を整え支援する。

のびのび保
育事業

１歳８か月健診事後指導で勧奨され、申請のあった親子の通室事業で
あり、子どもの育ちや保護者の学びを支援する。

発達相談事
業

子どもだけでなく、保護者を含めた子どもに関わる全ての人が、豊か
な自己実現を行えることができるように援助します。発達相談が希望
者に行き届くよう事業の充実に取り組みます。

小児成育医
療支援事業

心のケアを必要とする子ども及びその家族を対象に、子どもの発育・
発達・悩みに関する相談に応じ、医療的ケアが必要と判断した場合に
適切な医療につなげる体制を和歌山県立医科大学附属病院に委託し、
実施します。

スクリーニ
ング検査事
業

児童の状況を学習面や学校生活、発達面、家庭の養育状況等、様々な
側面からチェックすることで点数化し、多角的に状況の把握を行いま
す。また、保健・福祉関係機関と連携し、支援の充実強化に努めま
す。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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②

R8 R9 R10 重点化

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

→ → →

子育て応援
課

● → → ◎

③

R8 R9 R10 重点化

こども課 → → →

こども課 → → →

こども課 → → →

こども課 → → →

児童虐待防止の推進

施策内容

●複合的な課題のある家庭が増加しているため、児童虐待防止の観点からも、高齢者・障がい分野とともに連携し、
重層的支援体制の構築に努めます。
●ヤングケアラーについての啓発と実態把握に努めるとともに、教職員の研修等を通じて、課題解決に取り組みま
す。
●子ども家庭総合支援拠点とこども家庭センターが一体となったこども家庭センターを立ち上げ、それぞれの専門性
をいかし連携・協力のもと一体的な支援ができるよう相談体制を強化します。
●教育福祉の連携体制を整備します。

施策評価
今後の方針

課題の多い家庭が増加しているため、児童虐待防止の観点からも、高齢者・障がい分野と共に連携し、重層的支援体
制の構築に努める。また、『ヤングケアラー支援』のための啓発や実態調査等を実施し、LINEによる相談体制を確立
した。しかし、自ら相談に来ることは殆どないことから、教職員、民生委員児童委員や母子保健推進員、学童指導員
等身近な相談相手となりうる方々に対し、早期支援に繋げるための研修を開催した。ヤングケアラー支援に関する知
識や理解を深め、支援体制を強化するため引き続き講演会を実施する予定。

事業内容
相談業務の質の向上を図るため、スーパーバイズしてくれる専門職の支援を依頼する。
重層的支援体制の構築を図るため、関係者への啓発事業および人員体制についての充実を行う。

方　向　性

こども家庭
センターに
おける相談
支援事業

児童虐待や非行・不登校・発達障がい等の子どもやその家庭を支援し
ていくため、関係機関との連携を図り、必要な子育て支援サービスに
つなげます。

ヤングケア
ラー支援体
制の構築

子ども達が、権利を侵害されることなく安心して生活できる体制を構
築するため、早期発見の取り組みはもちろん、関係機関（地域の見守
り強化を含む）への啓発や、支援を行えるよう体制を整備していきま
す。

児童育成支
援拠点事業

養育環境などに課題を抱える児童等に対して、居場所となる場を開設
する民間事業者に対し、補助金を交付することで生活習慣の形成や学
習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児
童及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の
個々の児童の状況に応じた支援を行い、虐待防止とひきこもり予防を
図ります。

子育て家庭の経済的負担の軽減

施策内容

●子育て家庭の経済的負担の軽減にむけて、安定した就労につなげるために受給できる手当や給付金、貸付け等の制
度の紹介や、未就労の親に対し、求職活動の支援や資格取得、講座情報の提供など、就労支援の取組みを推進しま
す。
●出産・子育てへと続く最初のステップである、結婚による新生活開始に伴う経済的負担を軽減するための支援を行
います。

施策評価
今後の方針

子育て家庭における経済的な負担の軽減のため、関連する社会保障制度の拡充を国や県へ強く要請するとともに、各
種支援の充実に努める。今後も子育て世帯の就業と子育ての両立を支援する環境を整えていく。

事業内容

市は乳幼児・子ども医療助成など児童の健康の保持・増進に向けた経済的支援、児童手当・児童扶養手当の給付、ひ
とり親家庭医療助成事業など生活基盤を確保するための支援及び母子・父子自立支援員による就労支援など子育て家
庭への各種支援を行う。

方　向　性

児童手当支
給事業

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に
規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の
保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の
下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭
等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の
健やかな成長に資することを目的とします。

子ども医療
費助成事業

小学校就学から18歳（18歳に達する日以後の最初の3月31日）までの間
にある子に係る医療費の一部をその保護者等に支給することにより、
子どもの健康の保持及び増進に寄与し、もって福祉の向上を図ること
を目的とします。

ひとり親家
庭支援事業

ひとり親家庭医療制度をはじめとする各種給付や就労のための支援を
行い、ひとり親家庭の経済的安定と自立を促進します。

乳幼児医療
費助成事業

乳幼児に係る医療費の一部をその保護者に支給することにより、乳幼
児の健康の保持及び増進に寄与し、もって児童の福祉の向上を図りま
す。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

90



■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7

実績 7 7 7 7 7 7 7

目標 20 30 40 60 80 80 90 100 100 100

実績 10 26 26 32 32 32 42

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 教育委員会事務局 関連部局 学校教育課 生涯学習課、子育て応援課、家庭教育支援室

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

地域・家庭・学校の連携を育む

共育コミュニティの推進

教育福祉の連携

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
8妊娠・出産、子育てから教育まで切れ目のない支
援とそれを支える社会づくり

施策項目 30 地域・家庭・学校・行政の連携

実現したい
まちの姿

子どもの豊かな成長のために、地域の様々な知識や多彩な経験を持つ人々の力を活用し、学校を核とする子育ての取
組みが構築されているとともに、この取り組みを通じて地域の将来を担う人材が育成され、持続発展可能な地域社会
となっています。また、地域家庭、学校そして行政が連携、協働することで、子どもと大人のつながりやふれあいが
深まった地域となっています。

1
共育コミュニティ本部
の設置

地区 Ａ

2
学校プラットフォーム
化の実施率

％ Ｃ

3 　

4 　

5 　

6 　

1

関係団体は、学校を核とした地域づくりを推進することで地域の連
帯意識を育み、また学校支援を基本とした双方向の地域学校協働活
動を通じ地域住民の自己実現や生きがいにつなげていきます。

2
市民・関係団体は、一体となって子どもを育てることで、学校の総
合的な教育力を高めます。

3

関係団体は、一体となった教育の成果について、パンフレットの作
成やホームページの充実、パネル展示など周知に注力することで、
住民の理解と協力促進につなげます。

4

5

Ｂ

学校運営協議会を設置したコミュニティ・スクールの仕組みと共育コミュニティ事業が連携を一層深め、学校という場所を核
として子どもを仲立ちにした地域連携意識の醸成、よりよい教育の実現を目指します。
また、様々な問題が複雑化・困難化する中、相談件数は年々増加しており、関係課・関係機関の支援体制の更なる充実、連携
強化を進めます。

共育コミュニティ事業を推進し、学校という場所を核
として子どもを仲立ちにした地域連携意識を育みま
す。
その際、支援の必要な子どもを早期に発見し、支援に
繋げる仕組みづくりが必要となります。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

学校教育課 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

生涯学習課 → → →

生涯学習課 → → →

生涯学習課 → → →

地域・家庭・学校の連携を育む

施策内容

●子どもを仲立ちにした保護者・学校・地域との対話を促進します。
●学校運営協議会制度をとおして地域の声を学校教育に反映するとともに、共育コミュニティとの連携をさらに強
め、地域との協働により社会総がかりでより良い教育の実現をめざします。
●地域の教育力をいかすために、学校開放に努めます。

施策評価
今後の方針

学校運営協議会制度をとおして地域の声を学校教育に反映するとともに、共育コミュニティとの連携を更に強め、地
域との協働により社会総掛かりでよりよい教育の実現を目指します。

事業内容

・学校運営協議会と共育コミュニティの合同会議を開催することで今後の双方の一体的推進を目指した取組を進めて
います。一層の充実を図るため、市学校運営協議会連絡協議会と市共育コミュニティ推進協議会との合同会議や各種
研修会を通して、各学校の横のつながりづくり（共有）を支援します。

方　向　性

コミュニ
ティ・ス
クール事業

目的：学校運営協議会で学校運営の基本方針の承認を得ることで、学
校運営協議会委員と共に学校運営を行います。
内容：各校の教育計画やスクールプランに基づいた特色ある取組を充
実させていきます。令和５年度から取り組んでいる市学校運営協議会
連絡協議会と市共育コミュニティ推進協議会との合同会議に加え、令
和６年度からは学校運営協議会委員対象に学校課題、地域課題を共有
する研修会を実施しています。

共育コミュニティの推進

施策内容

●共育コミュニティ本部で、学校と地域が目標やこども像・地域像を共有し、持続可能な活動が確立できるよう支援
体制をつくります。
●共育コーディネーターの資質向上のための研修を充実させます。
●共育コミュニティについての情報発信を行い、学校・地域が連携・協働し社会全体で子どもたちの成長を支えてい
く共育コミュニティの活動への参画を呼びかけます。

施策評価
今後の方針

課題解決のための情報発信を行います。また共育コミュニティの活動を従前どおり行うのではなく、活動の目的を整
理し、地域や子どもに応じた活動によりよくしていきます。
引き続き、各地区公民館報に記事を掲載するなど周知を図ります。地域の方や教員、子どもを含めた研修会を行い、
活動の目的や協働についての理解をすすめていきます。

事業内容

各共育コミュニティ本部の事業を目的や成果を見える化することで、学校運営協議会と共育コミュニティが一体的推
進を図ります。
学習支援や体験活動を実施するにあたり、地域の方の支援によって成り立っています。より子どもに近い存在である
高校生や大学生のボランティアが増えることで、充実した事業としていきます。特に中学生の学習は教える側にも難
しさが生じるため、指導するボランティアを募ることが困難となっています。高校生や大学生の持続可能な事業とな
るよう、各学校へボランティア募集の依頼を行うとともに、事業成果を情報発信することで、ボランティアのやりが
いにつなげます。また中学生は支援を受けるだけでなく、小学生の学習支援等に関わることができる存在であるた
め、中学生の活躍の場を作ります。

方　向　性

地域学校協
働本部事業

授業支援等でボランティアの方と児童生徒がつながることで、児童生
徒も地域に関心を持つ取り組みをしています。学校を核とした地域づ
くりをすすめることで、希薄化した地域コミュニティを変えていきま
す。全ての地域で共育コミュニティ本部があり、継続した取り組みが
できています。さらに充実するために情報発信に努めます。

放課後子ど
も教室推進
事業

放課後の空き教室を中心に、実施しています。工作等の体験を地域の
方と交流しながら実施することで、安心安全な居場所を提供していま
す。

子どもの居
場所づくり
事業

小中学生を対象に、学習支援を実施しています。教えてくれる方は、
地域の方が中心となっています。教える側の学習の難しさを解消する
ため、中学生、高校生や大学生のボランティアの参加を増やすよう取
り組みます。学校と連携し、ボランティア参加しやすい長期休業中実
施の充実、早めに学生に向けた情報発信を行います。家庭教育支援室
が実施する学習支援と連携し、双方の事業でこれまで実施できていな
い地域でも、持続可能な形で新たに実施できるよう取り組みます。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

子育て応援
課

→ → →

家庭教育支
援室

→ → →

家庭教育支
援室

→ → →

家庭教育支
援室

→ → → ◎

家庭教育支
援室

→ → → ◎

教育福祉の連携

施策内容

●放課後ふれあいルームや共育コミュニティ、家庭教育支援チームなどの地域の資源が学校運営に有効的に働くため
の仕組みとして、学校プラットフォーム化を推進します。
●「こども食堂」を実施する団体を支援し、子どもが安心して過ごせる家庭以外の居場所づくりを促進します。

施策評価
今後の方針

学校プラットフォーム化推進のため、引続き啓発するとともに、取り組みやすい方法について検討していきます。こ
ども食堂を市内全域に拡充するため、引き続き啓発に努めます。

事業内容

スクリーニング検査、およびその後の多機関連携の実施を行います。(子育て応援課・学校教育課)
家庭教育支援チームの活動を拡充し、子育てをさらに支援していく。
こども食堂実施団体の支援を拡充・継続し、子ども達の孤立をふせぐため、子どもの居場所づくりを促進していく。
（家庭教育支援室）

方　向　性

スクリーニ
ング検査事
業

児童の状況を学習面や学校生活、発達面、家庭の養育状況等、様々な
側面からチェックすることで点数化し、多角的に状況の把握を行いま
す。また、保健・福祉関係機関と連携し、支援の充実強化に努めま
す。

家庭教育支
援推進事業

子育てに関わる人に学びの場を提供したり、地域全体で子どもや親を
支援していくための地域の支援者を養成する研修を実施することによ
り、子育てを支援します。
今後、子育て講座、地域支援者養成講座の内容を吟味し、より魅力の
ある講座を実施していきます。

家庭教育支
援チーム事
業

様々な講座を開催することにより、子育てに関わる人々に有用な情報
を提供するだけでなく、講座に参加する人々同士の情報交換を促進す
ることにより子育てを支援します。また、乳幼児の健診に来られた方
や、転入してきた方の中で、希望する人の家に訪問し、子育て情報を
提供することにより子育てを支援します。
今後、変わっていく社会情勢により、共働き家庭が増える中で、父親
が参加できる講座やイベント型の講座を行うなど、講座の種類を増や
していく。また、家庭訪問をさらに行い、様々な子育て家庭の相談窓
口として、広報していく。
　これまで実施してきたブックスタート(4,5月健診)、セカンドブック
(1歳8月健診)に加え、令和7年度より3歳6ヵ月健診時にサードブック事
業を始めています。

こども食堂
事業

社会福祉協議会と連携しボランティアによるこども食堂の運営を支援
します。また、設置されていない地域のこども食堂立ち上げの支援を
行います。

つながりの
場づくり委
託事業

こども食堂運営団体等に委託し、子どもたちに学習機会の場などを提
供して、支援の必要な子どもや家庭を行政等の必要な支援につなげま
す。今後、こども食堂運営団体等の増加、事業内容の拡大に合わせ
て、支援できる地域を増やしていきます。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 87 88 88 89 90 91 92 93 94 95

実績 - 85 - 87 88.8 89.1 88.1

目標 84 86 88 90 90

実績 76.3 84.7 - 80.8 80.3 80.5 86

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 教育委員会事務局 関連部局 学校教育課 教育総務課、教育相談センター こども課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

豊かな心と健やかな体を育てる

多様な学びの推進

より良い学びの場のための教育環境の充実

幼児保育・教育の充実

特別支援教育の充実

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
8妊娠・出産、子育てから教育まで切れ目のない支
援とそれを支える社会づくり

施策項目 31 学校教育

実現したい
まちの姿

安全・安心な環境で主体的な学びを提供できる学校がつくられているとともに、幼稚園等、学校、地域、行政等の関
係機関が連携して、保護者の子育て不安や相談に対応できる仕組みが構築され、地域ぐるみで子どもの育ちを見守る
コミュニティが実現されています。

1
安全・安心で豊かに学
べる学校の実現

％ Ｂ

2
学校の授業が分かる児
童・生徒の割合

％ Ａ

3 　

4 　

5 　

6 　

1

市民・関係団体は、子どもを仲立ちにした地域づくりを推進するこ
とで地域の連帯意識を育み、また学校支援を通じて地域住民の自己
実現や生きがいにつなげていきます。

2

3

4

5

Ｂ

学校、地域、行政等の関係機関が連携し、安全で安心な学校づくりという基盤構築に引き続き取り組みます。また、幼児期か
ら義務教育終了段階までの将来を担う子どもたちに対して多様な学びが提供できるよう、教員の指導力向上、環境整備等に引
き続き取り組みます。

共育コミュニティ事業を推進し、「学校を核とした地
域づくり」を通して、子どもたちに地域貢献の意識を
育む。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

教育支援セ
ンター

↑ → → ◎

学校教育課 → → →

学校教育課 → → →

学校教育課 → → → ◎

学校教育課 → → →

学校教育課
生涯学習課

→ → →

学校教育課 → → →

橋本市学校
給食セン
ター

→ → →

豊かな心と健やかな体を育てる

施策内容

●不登校やいじめなど諸問題が複雑化していることから、家庭や関係機関、外部人材との連携を図りながら、早期発
見、早期対応に努めます。
●家庭や地域社会との連携を進め、人権教育、道徳教育等を通じて豊かな心を育てる取組みを進めます。
●ふるさと学習を推進し、ふるさとへの愛着と誇りを育みます。
●食育の推進を図ります。
●安全・安心な給食を実施します。

施策評価
今後の方針

豊かな人権感覚を持った児童・生徒の育成するため、教員自身が豊かな人権意識を持てるよう指導の充実を図るとと
もに、家庭との連携を深めます。いじめをなくすことはもとより、「いじめはどこの学校でも起こりうること」との
認識を持ち、引き続き未然防止、早期発見、早期解消に取り組みます。

事業内容

・より複雑化し件数も増加している不登校に対応するため、教育支援センターにおいて本人・保護者・学校を支援す
る事業を引き続き実施します。また、複雑化する事案に対応するため、スクールロイヤーを導入します。
・豊かな人権感覚・道徳性を持った児童・生徒の育成するため、教員研修の機会を設けるとともに、各校における人
権教育・道徳教育の充実を図ります。
・食育の推進を図るため、児童生徒だけではなく保護者の方もにも参加できるようにします。

方　向　性

教育相談業
務・適応指
導対策事業

市内の不登校の児童生徒の数は、全国や県の傾向と同様に増えている
状況にあります。様々なケースに対応すべく、常日頃から学校や関係
機関との連携を図りながら情報共有を行い、適切な助言・支援を行っ
ています。心理士の増員を行い、子ども・保護者・教職員への幅の広
い教育相談と適応教室での子どもの自己肯定感を引き上げる種々の取
組を実施します。

小中学校教
育振興事業

豊かな人権感覚・道徳性をもった児童生徒の育成のため、従来から取
り扱ってきた人権課題に加え、社会の変化により新たに生じてきた人
権諸課題（インターネット・LGBT等）にも目を向け、それら複合的な
人権問題にも対応できるよう、正しい知識の習得や更なる人権意識の
向上をめざします。そのため、教員向けの人権研修会の実施や人権教
育副読本の発行等に併せて、指導者である教職員の人権意識向上に取
り組みます

生徒指導上
の諸問題対
策専門委員
会事業

豊かな人権感覚・道徳性をもった児童生徒の育成のため、従来から取
り扱ってきた人権課題に加え、社会の変化により新たに生じてきた人
権諸課題（インターネット・LGBT等）にも目を向け、それら複合的な
人権問題にも対応できるよう、正しい知識の習得や更なる人権意識の
向上をめざします。そのため、教員向けの人権研修会の実施や人権教
育副読本の改訂に併せて、指導者である教職員の人権意識向上に取り
組みます

公立学校非
常勤講師・
特別支援教
育支援員配
置事業

公立小中学校の諸課題を解消するため非常勤講師、特別支援教育支援
員等を配置し、児童生徒の学習権の保証を実現します。また、令和７
年度から不登校児童生徒の復帰支援を目的に全中学校に専門の非常勤
職員を配置し、個別支援の充実を図りました。今後は外国籍児童への
日本語・生活支援のニーズが高まることが予想されます。

食育推進事
業

食育を推進するため、給食センター、学校、保護者、生産者と連携
し、食に関する情報の提供、栄養士による小中学校での食育指導、ア
レルギー対応の推進を行って行きます。

未来プロ
ジェクト

課題を自分事として捉え、大人と対話する中で、自己肯定感を高め、
子どもたちの学びを深めます。総合的な学習の時間の進め方に悩んで
いる教職員に、市役所各課等との協働で、地域資源を提供するなど、
伴走支援に努めます。市長等への発表を通し、「行動の変容」につな
がります。

ＩＣＴを活
用した不登
校児童生徒
に対する学
習支援事業

COCOLOプランでは多様な学びの場を確保することが重要であるとされ
ています。これを具現化するため、民間機関が提供するオンライン学
習教材等を導入し、希望する児童生徒に対して学習機会を提供しま
す。我が国の義務教育制度を前提としつつ、何らかの要因で登校でき
ず、学習を進めることができない児童生徒に対して支援を行います。

学校給食等
の負担軽減
など子育て
世帯に対す
る支援事業

子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、国や県の補助制度を活用
し、給食の質向上と維持に努めます。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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②

R8 R9 R10 重点化

学校教育課 → → →

学校教育課 → → →

学校教育課 ↑ → → ◎

学校教育課 → → →

学校教育課 → → →

学校教育課
生涯学習課

→ → →

多様な学びの推進

施策内容

●児童・生徒の学力向上を図るとともに、能動的な学びを推進します。
●新しい教育課題に対応するため、教職員の資質向上や負担軽減を図ります。
●読書活動の推進にむけて環境を整えます。
● ESD（持続可能な開発のための教育）を推進します。
●児童生徒の心身の健康保持および健康な生活を送るための教育を推進します。

施策評価
今後の方針

学習指導要領が目指す方向性についての理解を一層深め、授業改善を更に進めます。
担当職員や地域人材を活用して児童生徒の読書環境の充実に向けた取組を進めます。
GIGAスクール構想に対応したICTの効果的な活用等の教育課題に対する教員の資質向上に努めます。

事業内容

・児童生徒ひとり一人が各自のタブレット等を用いて、快適にインターネット等を活用できる環境を整え、授業等で
ICTの活用を促進し、情報化社会に対応できる能力の育成を図る。
・学校現場のICT環境を整え、教職員の業務の軽減を図り、教師が児童と触れ合う時間を増やす。（教育総務課）
・ＥＳＤを核に、学校教育、社会教育を有機的につなげ合わせた学びを展開します。そのために地域資源（リソー
ス）を有効活用し、子どもも大人も共に育ち育て合う環境を作ります。
・これまで実施してきた事業（英語教育促進事業、子供読書活動推進事業、ICT活用推進事業、小中学校教育振興事
業、小中学校保健管理事業　等）を継続して実施していきます。
・ICT活用推進事業については教員のレベル、使用頻度は一定上昇してきていますが、教育DX推進アドバイザの継続
配置、指導者用デジタル教科書の整備、端末の持ち帰りを進め、効果的なICT活用をより一層推進します。（学校教
育課）

方　向　性

英語教育促
進事業

小中学校における外国語活動・英語教育のより一層の充実を図るた
め、各校にＡＬＴを配置します。コミュニケーションの手段としての
英語教育を進めるだけでなく、将来グローバルな視野をもって物事を
考えたり、活躍したりできる市民を育成したりするために、より早い
段階から外国語に慣れ親しむ機会を設ける必要があります。そのた
め、市立こども園等にもALTを配置します。さらにALTとの共同での授
業研究を進め、教員の指導力向上にもつなげます。

子供読書活
動推進事業

データベース化された学校図書館の業務を円滑に行い、児童生徒の学
校図書館利用促進のために７名の学校司書を配置。教員だけでは担い
きれない市立図書館の団体貸出業務や読書環境の整備等に携わること
で、読書量の増加、読書機会の充実につなげられています。併せて地
域人材の協力も得て、学校図書館の整備を引き続き進めます。更に国
の第６次学校図書館図書整備等５か年計画に基づき、蔵書の整備、学
校司書の増員、新聞の配備など、読書環境の充実に取り組みます。

ICT活用推
進事業

教員によるICT利活用は年々進展し、教育DX推進アドバイザが効果的な
活用に向けた相談や提案に関わるようになっています。授業支援シス
テム、電子黒板や指導者用デジタル教科書の整備により、視覚的支援
の向上や教材準備の効率化、生徒理解度の向上などの成果が現れ、１
学級あたり１日平均４．１時間（昨年度３.８時間）の活用で目標を上
回りました。一方、児童生徒の操作支援や教員への情報提供、機能更
新への対応などの課題も浮上しています。そこで、GIGA端末更新に合
わせ、家庭環境を考慮した持ち帰り学習の実施を進めるとともに、専
門的知見を有するアドバイザを引き続き配置し、誰一人取り残さない
学びの実現と教員の資質向上、負担軽減を図ります。

小中学校教
育振興事業

各校の学校運営を円滑に行い、教育活動を充実させるため、以下のよ
うな様々な事業を実施しています。
橋本市独自の学力調査の実施、模範生徒表彰、教育研究委託事業、外
部指導員・講師派遣事業、教科書・指導書・準教科書の購入、スポー
ツテスト事業、教職員研修事業、教職員人事管理業務、学校指導管理
業務、その他教育委員会事務局に関する業務　等。

小中学校保
健管理事業

児童及び教職員の心身の健康保持増進を図り、安心安全な学校教育活動を実施すること
を目的としています。そのために、以下のような事業を実施しています。児童生徒及び
教職員の健康診断に係る業務、感染症対策、フッ化物洗口事業、契約関係業務（耳鼻科
検診器具滅菌業務委託、自動体外式除細動器(AED)レンタル、保健消耗品単価契約、
プール薬剤購入、保健調査票印刷、保健室備品購入等）、調査関係業務、検査関係業務
（はかり・水質・ダニ・オージオメーター等）、学校医等関係業務、伊都地方学校保健
協会、よい歯を育てるコンクール　等。

ＥＳＤプロ
グラム

目的：「ＥＳＤとは何か」「なぜＥＳＤが求められるのか」、参加者が共に
学び合い、子どもの育ちにつなげるとともに、地域資源の活用の仕方を学ぶ
だけでなく、新たに共育コミュニティやコミュニティ・スクールとの関係性
を整理します。
内容：参加者を教職員に限ることなく、学校運営協議会委員を中心に子ども
に関係するすべてのステークホルダーを巻き込み、ＥＳＤの周知を図る。ま
た、ＳＤＧｓとＥＳＤの違いについて学ぶ機会とします。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

教育総務課 → → →

教育総務課 → → →

教育総務課 → → →

教育総務課 →

教育総務課 → ◎

教育総務課 → → →

学校再編推
進室

→ ↑ ↑ ◎

教育総務課 → → → ◎

学校再編推
進室

↑ → ↑

教育総務課 → → →

学校教育課 → → → ◎

より良い学びの場のための教育環境の充実

施策内容

●子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びを実現し、持続的で魅力ある学校教育が実施で
きるよう、学校の配置やその施設の維持管理、学校間の連携の在り方を検討します。
●学校施設等について、老朽化の状況や質的改善を考慮しながら、計画的に長寿命化を図ります。
●通学路の安全確保を図るため、点検等の取組みを推進します。
●情報化社会に対応できる能力の育成を図るため、ＩＣＴ環境の整備を推進します。

施策評価
今後の方針

学校施設・生涯学習施設の老朽化の状況や質的改善を考慮しながら、計画的かつ効率的な整備を推進します。また、
持続的で魅力ある学校教育が実施できるよう、学校配置や施設管理、学校間連携の最適化を図ります。さらに、教育
の情報化を推進するために、必要な環境の整備を進めます。

事業内容

・より良い教育環境の整備のため、計画的に老朽化した施設の整備を行うとともに適宜施設の維持修繕を行います。
・学校施設における老朽化の状況に応じて、良好な学習・教育環境を維持するため、不良個所に対して柔軟な修繕を
施します。
・通学路の安全確保を図るため、点検等の取組みを推進します。
・子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現し、持続的で魅力ある学校教育が実施できる
よう取組を進めます。（教育総務課）
・より良い教育環境を整えるため、学校適正規模・適正配置の取組を行います。新しい学校づくりの取組みや、学校
再編を進めます。（学校再編推進室）

方　向　性

学校施設大
規模改修等
事業

児童生徒が安全安心かつ快適に学習できる環境を整備するために、市
内小中学校の大規模改修事業（施設の長寿命化改修、外壁改修、LED
化、トイレ改修、空調整備等）を計画的に行うとともに、社会情勢等
を考慮し、施設整備計画の見直しを適宜行います。

学校施設維
持管理事業

各小中学校の施設は、経年に起因する劣化が進んでいます。児童・生
徒・教職員の安心、安全な学校生活を維持するため、施設内において
発見した不良個所について、早急に修繕を施し、学習・教育環境の整
備を図ります。

通学路安全
点検事業

通学路交通安全プログラムに基づき2年に1回、通学路交通安全推進会
議を行い、市内小中学校の危険個所を点検し、通学路の安全確保に努
めます。また、平時から学校と連絡を取りあい、通学路危険個所の収
集に努めます。

学校施設に
おける災害
対策事業

境原小学校、紀見北中学校は学校敷地内に土砂災害特別警戒区域が設
定されています。崩壊土砂が保全対象に到達することを防止する待受
式防護柵工の設置で児童、生徒等の危険リスクを低減できるため、令
和８年度工事の実施を予定しています。

学校施設の防
犯カメラ・門
扉・フェンス
整備事業

全国的に学校内に不審者が侵入し、児童教職員へ危害を加える事案が
発生していることから、各学校への防犯カメラの整備、門扉・フェン
ス改修事業を令和８年度に行います。

学校施設の
統合改修事
業

学校施設の再編に伴う施設整備事業である。再編統合先の学校は、概
ね築40年以上が経過しており、老朽化対策が必要な状態である。学校
再編は、児童・保護者・教職員にとって大きな環境等の変化を伴うた
め、再編統合先で安心安全で豊かに学べ、授業を行える環境を確保す
るため施設整備を行います。

新しい学校
づくり業務

令和７年１１月に、令和８年度から令和１７年度までの１０年間を計
画期間とする、子ども達にとってより望ましい教育環境の整備を目的
とした、新しい学校づくり推進計画を策定しました。この計画に基づ
き、新しい学校づくりに向けた、様々な取組を進めます。
また、この計画には、第２期橋本市立小中学校適正規模・適正配置基
本方針に基づく、学校再編計画も含まれており、それに基づき、令和
１４年度までに、小学校１４校を９校に再編統合していきます。

GIGAスクー
ル事業

小中学生児童生徒一人一台の端末を整備し、現代にあった学習環境を
確保します。

スクールバス
等運行事業

遠距離通学等の支援のためスクールバスを運行をします。
スクールバスを利用する児童の、更なる安全安心の確保と、保護者の
不安解消を目的として、乗降確認のシステム導入を検討します。
通学中の子供たちの安全を確保するため、隅田小学校の運動場の一部
を、スクールバスの停車場として整備する検討を進めます。
職員の負担を軽減するため、代車の手配等の車両管理を含めた形への
仕様の変更を予定しています。

小・中学
校校務ICT
環境整備
事業

学校現場における校務業務の情報化を図り、校務業務の負担軽減や児
童生徒と向き合う時間を確保するため、端末やシステムの更新を適時
行い、学校現場における校務業務の情報化を推進します。

公立学校非
常勤講師・
特別支援教
育支援員配
置事業

指導困難な状況がある場合、小学校低学年での多人数学級編制となる
場合、医療的ケアを実施する場合等、公立小中学校の諸課題を解消す
るため非常勤講師、特別支援教育支援員等を配置します。また、帰国
子女等を含め、日本語理解が困難な児童生徒への日本語指導、個別の
学習支援・生活支援を拡充することが急務であり、対応する人員の増
員や翻訳ツールやオンライン学習なども取り入れ適切な支援を行いま
す。言葉の壁や障害の有無に関わらず、すべての児童生徒の学習権の
保証を実現します。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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学校教育課 → → →

学校教育課 ↑ → →

④

R8 R9 R10 重点化

⑤

R8 R9 R10 重点化

学校教育課 → → → ◎

学校教育課 → → →

学校教育課 → → →

学校教育課 → → →

児童・生徒
通学補助事
業

児童生徒の通学の安全確保と保護者の経済的負担軽減を図るため、橋
本市遠距離通学児童生徒援助事業実施要綱に基づく対象者にタクシー
運行料金の全額を援助しています。

小中学校就
学援助事業

橋本市立小・中学校及び県立古佐田丘中学校に在籍し、経済的理由に
よって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して就学援助を行
うことにより、経済的負担の軽減を図ります。
なお、現在、本市においては新入学用品費が国の基準単価の上昇と比
較して２年遅れた単価しか支給できておらず、他市町村との間で差が
生じている。また、卒業アルバム代の支給についても検討課題ととら
えている。以上の点については検討課題である。

幼児保育・教育の充実

施策内容

●教育・保育サービスの質（と量）の確保を図ります。
●関係機関と連携して家庭の子育て支援を行います。
●児童発達支援の充実を図ります。

施策評価
今後の方針

保育所や認定こども園、幼稚園への需要に対して、定員の拡充や保育者の確保等、必要な供給量を確保します。引き
続き児童発達支援の充実を図るとともに、質の高い保育・教育の提供や地域の子育て支援機能の維持・確保を図り、
保育所、認定こども園、幼稚園の連携や就学前教育と小学校教育の円滑な接続を推進します。

事業内容
市は公立幼稚園施設の維持管理を適切に行い、安全で快適な教育環境の向上を図る。なお、（仮称）紀見こども園の
整備により、公立幼稚園は閉園となる。

方　向　性

※令和7年度以降
施策 28 出産・子育て環境
       ②保育施設及び多様な保育サービスの充実に編入

特別支援教育の充実

施策内容
●障がい（発達障害を含む）への理解が進むよう啓発を進めます。
●特別支援教育支援員の配置を進め、個々の障がい児の実態に即した支援を行います。

施策評価
今後の方針

より専門的な知識をもった教員が特別支援学級を担当できるよう、研修の充実を図るとともに、免許取得の
推進を行います。特別支援教育支援員の配置を進め、一人一人の実態に即した指導ができる体制整備を進め
ます。

事業内容

個別の支援を必要とする児童生徒が年々増加している中、子育て応援課や医療期間等とも連携を図りながら、個に応
じた教育環境を提供します。また、指導する側の教員の資質の向上に努めます。

方　向　性

公立学校非
常勤講師・
特別支援教
育支援員配
置事業

特別支援学級及び普通学級において指導困難な状況がある場合、小学
校低学年において多人数学級編制となる場合、重度障害者に対する医
療的ケアを実施する場合等、公立小中学校の諸課題を解消するため非
常勤講師、特別支援教育支援員等を配置し、児童生徒の学習権の保証
を実現します。言葉の壁や障害の有無に関わらず、すべての児童生徒
の学習権の保証を実現します。

小中学校教
育振興事業

特別支援学級を担当する教員の資質向上に努めます。多様な教育的
ニーズのある子どもへの支援、特別な教育課程の編成方法や個別の教
育支援計画の作成方法、自立活動を実践する力等の専門的な知識の習
得を目指して研修会を開催します。また、教員免許（特別支援学校教
諭）取得を促します。
また、短期間で資質向上が困難であるため、令和７年度に導入したICT
教材や支援ツールの活用を進めることにより、教員の資質向上と特別
支援教育の質の向上を目指します。

小中学校教
育振興事業

市内の就学相談依頼数は年々増加しています。子育て応援課の発達相
談業務とも連携し、多様な教育的ニーズのある子どもに対してその実
態に即した指導ができるよう、引継ぎや巡回相談等の相談を引き続き
丁寧に実施します。また、必要に応じて、通級指導教室の利用や医療
機関へつなげます。

適正就学指
導事業

市内に在籍する心身に障害のある幼児、児童及び生徒の適正な就学に
関する教育支援を行うため、附属機関として橋本市教育支援委員会を
設置し、平素の学校や園での生活の様子や各種検査結果等を元に当該
児の就学先について協議し、適正な就学校を指定するための事業。令
和７年度はこれまでに２番目に多い140件のケースに対して修学先決定
に向けた相談に対応した。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 36 40 44 48 50

実績 14.2 16.4 16.9 25.3 31.6 29.9 36.2

目標 6.6 6.7 6.8 6.9 7 6.2 6.4 6.6 6.8 7

実績 6.5 5.5 6.7 6.3 6 6 6.1

目標 237 240 243 246 250 253 256 256 256 256

実績 238 244 197 218 231 232 237

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 教育委員会事務局 関連部局 生涯学習課 中央公民館、地区公民館 図書館

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

生涯学習推進体制の充実

生涯学習活動の推進

図書館サービスの充実

公民館活動の充実

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
9生涯にわたる生きがいづくりと心の豊かさを高め
るまちづくり

施策項目 32 生涯学習

実現したい
まちの姿

様々な年代の人が集い、学び合える場づくりを推進するとともに、子どもたちの育ちを地域で見守り、家庭・学校・
地域が連携しながら共に育ちあえるまちづくりの構築が進んでいます。

1
「生涯学習」分野の満
足度

％ Ｂ

2
地区公民館で活動する
構成員の割合（対総人
口）

％ Ｂ

3 貸出冊数 千冊 Ｂ

4 　

5 　

6 　

1
市民・関係団体は、地区公民館、図書館などの学習活動に積極的に
参加することで、地域教育力の向上につなげていきます。

2
市民・関係団体は、一体となった子育てに参加することで地域づく
りの向上につなげます。

3

4

5

Ｂ

共育コミュティ等、地域との協働を推進することで、生涯学習を推進していきたい。図書館や公民館といった社会福祉施設を
活用し生涯学習を支援していく。今後も様々な方法で学びの機会や発表する機会を作っていきたい。

共育コミュニティを一層推進し、地域連携意識を育み
ます。公民館では、地域の主体性を引き出し、職員の
スキル向上を図りながら、引き続き事業に取り組んで
いきます。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点

生涯学習課 → → →

②

R8 R9 R10 重点

生涯学習課 ↑ → →

③

R8 R9 R10 重点

生涯学習課 → → →

生涯学習課 → → →

生涯学習推進体制の充実

施策内容

●市内すべての中学校区（橋本中央中学校統合前）に共育コミュニティ本部を立ち上げ、共育コーディネーターの人
材確保を行い、学校・家庭・地域が一体となって地域の活性化を推進します。
●地域の課題について、子どもも大人も自ら考え課題について議論し合える場を設けます。
●学校教育および社会教育の両面においてＥＳＤを推進し、持続可能な社会の創り手を育てます。

施策評価
今後の方針

共育コーディネーターの人材確保や共育コミュニティに関わりを持ってくれる地域住民の参画の拡充が課題となって
います。地域の人材の発掘や育成に努め、住民の参画を拡充させていきます。

事業内容

学校を含めた地域の課題を自分事として考えてもらえるように、ミニ集会等の場づくりを行います。ミニ集会では、
課題を共有し、解決するために協働していくことを考える機会とします。

方　向　性

地域学校協
働本部事業

各共育コミュニティでミニ集会等を通じて、持続可能な社会の担い手
となれる人材の発掘を行います。ミニ集会等では教員、保護者、地域
が集まり、地域の子どもの将来像を考える機会を通じて、課題を共有
し、関わる全ての方が自分事となるように取り組みます。

生涯学習活動の推進

施策内容

●市民活動をしている人材や団体をいかせる場づくりを推進します。
●感染症対策を徹底しながら、社会教育施設等で様々な年代が集える場や事業を展開します。
●生涯学習活動の情報を収集し、広報やSNS を使って周知します。
●市民の学習ニーズに沿った教室・講座の開催に努めます。
●サークル間の交流促進を通じ活動の活性化を図り、学習成果の発表機会の提供に努めます。
●オンラインで受講可能な体制など、新たな学習の在り方について検討します。

施策評価
今後の方針

生涯学習活動を発表する機会を設け、持続可能な生涯学習活動を推進します。

事業内容

個人や団体が行っている生涯学習活動を、共育コミュニティの分野につなげることで、子どもとの関わりから生涯学
習活動の充実をします。学びの機会や発表する場を協働で作ることで、生涯学習を推進していきます。

方　向　性

すこやか橋
本まなびの
日

市民に健康の大切さを啓蒙し、生涯にわたって心豊かに過ごすための
世代を超えた学びの一つの契機としています。また学びを発表する場
を作っています。

図書館サービスの充実

施策内容

●利用者のニーズを考慮した資料収集と情報収集、発信に努めます。
●高齢者や障がいのある方等すべての利用者へのサービスの充実と利用者の満足度の向上を図ります。
●子どもたちが読書に関心を持てる読書環境の整備と、本にふれるきっかけとなる主催行事の充実を図ります。
●公民館や学校、および図書館ボランティアと連携協力し、生涯学習活動の支援に努めます。

施策評価
今後の方針

国の史跡であり、世界遺産でもある黒河道近辺の景観を損なわないために、景観区域内において、土地の形状の変更
等を行う場合に申請書の提出を徹底するように指導します。

事業内容

常に新しい図書情報等の収集を行い図書資料を充実させると共に、古く故障を繰り返す現行移動図書館車両の更新
（買換）を行います。

方　向　性

図書館運営
事業

図書館内においては、いろいろな場面・状況・季節に応じた図書の特
設コーナー等を設け利用者に対し読書に関心を持てるよう工夫してい
るが、さらにそれらを充実させ図書館サービスの向上と、貸出冊数の
増加を目指します。あわせて、移動図書館車両の更新により図書館か
ら遠い地域や学校等の施設の人々に図書館サービスの継続に務めま
す。

図書館主催
事業

よみきかせ会、英語読書会、図書館講座等の主催事業については今後
も継続して実施していきます。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

100



④

R8 R9 R10 重点

中央公民館 → → →

地区公民館 → → →

中央公民館 ↑ ↑ ↑

生涯学習課 → → →

公民館・児童館活動の充実

施策内容

●各地区公民館等を活動の核として、地域リーダーの育成や地域コミュニティに係る情報発信を支援することでコ
ミュニティ力の向上を図ります。
●イベントの開催など、地域の主体的な交流活動に対する支援体制並びに館主催事業の充実に努めます。
●遊びを通じた子どもたちの健全な育成と地域の子育ての支援のため児童館事業を実施します。

施策評価
今後の方針

事業参加やサークル活動を通じて地域に積極的に関わることができるよう支援をしていきます。

事業内容

・全市的なイベントや多くの方に参加していただける事業への周知は、ＬＩＮＥに掲載します。
・公民館報をＬＩＮＥにも掲載して、情報発信をします。
・子どもからお年寄りまで集える施設とするため施設改修等のインフラ整備を行います。
・中央公民館の主な事業として、橋本市民大学いきいき学園やふるさと再見市民講座等の事業を実施していきます。
地区公民館では、夏祭り、盆踊り大会、文化祭、ふる里よいとこ探しナチュラルブレイク、紀伊見峠ふるさと展望、
地域交流事業ふれあって！せいぶ等の事業を実施していきます。
・各公民館での夏祭り、盆踊り大会、文化祭等の主催事業実施の際は、運営委員等の無償ボランティアの方々にさん
かくポイントを付与し、参加者の拡大を図っていきます。
・公民館等整備事業に関し、旧学文路中学校グラウンド跡地整備事業等を実施していきます。
・子どもの交流の場、子育て支援としての憩いの場、中高生世代の居場所としての児童館を広く周知するために、児
童館以外の施設で行う移動児童館、すこやか橋本まなびの日など各種事業に積極的に参画していきます。（生涯学習
課）

方　向　性

橋本市民大学

橋本市民大学いきいき学園は、60歳以上の市民の方々を対象に教養を
高め、生きがいを身につけるため、3年間各種講座等を開催します。
ふるさと再見市民講座は、橋本⇓伊都の歴史や文化を学ぶ講座として年
間10回開催します。

夏祭り⇓盆
踊り大会⇓
文化祭

地域の親睦と交流を図るため、夏祭り⇓盆踊り大会⇓文化祭を開催しま
す。

公民館等整
備事業

子どもからお年寄りまで集える施設とするため施設改修等のインフラ
整備を行います。

各児童館事
業

自主性と想像力を養い、達成感を得て成長につなげる為の小学生を中
心とした事業の他に、子育て支援の一環として、幼児親子や保護者を
対象とした事業の実施します。毎月、季節に応じた手作り教室、ス
ポーツ、遊び、ゲーム、よみきかせを行っています。夏休みには各館
で夏まつりを実施し、地域に近いイベントを行います。
児童館・子ども館の施設については、いずれも老朽化していることか
ら、公共施設等の維持更新費の適正な水準に抑えることなどを踏ま
え、今後の施設のあり方について検討します。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 38 41 44 47 50 52 54 60 60 60

実績 38 - - - 38.1 - 46

目標 285 287 289 290 292 293 295 297 298 300

実績 277 292 132 149 180 199 178

目標
実績
目標
実績
目標
実績
目標
実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 教育委員会事務局 関連部局 生涯学習課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

生涯スポーツ活動の振興

スポーツ施設の充実

スポーツを活かした交流・イベントの推進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
9生涯にわたる生きがいづくりと心の豊かさを高め
るまちづくり

施策項目 33 生涯スポーツ

実現したい
まちの姿

生涯にわたって健康的な生活を営むことができるよう、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、市民の誰もが運動
やスポーツに親しむことができるスポーツコミュニティが実現されています。また、スポーツをする人、見る人、支
える人など、スポーツに係わる全ての人達が交流を深めることができる環境が作られています。

1
成人の週１日以上のス
ポーツ実施率

％ Ｂ

2 社会体育施設利用者数 千人 Ｂ

3 　

4 　

5 　

6 　

1

関係団体は、行政とともに年齢や障がいに関係なく、市民の誰もが
スポーツを生活の中に位置づけ、生涯にわたりスポーツを親しむこ
とができる生涯スポーツ社会の実現に努めます。

2
市民・関係団体は、スポーツを通じて、市内外の多くの方に橋本市
の魅力を分かってもらえるよう努めます。

3
関係団体は、スポーツに携わるすべての人たちが交流を深めること
ができる組織づくりの構築に努めます。

4
関係団体は、学校と合同で社会貢献活動を行うなど、地域における
多世代交流、青少年の健全育成の取組みを展開します。

5

Ｂ

橋本市民総合体育大会や橋本マラソンなどの大規模なスポーツイベントでは、幅広い世代の人と人とのつながりを深め、世代
を超えた交流を図ります。
スポーツ施設については、老朽化が目立ってきており、利用者が安全で安心して利用できるよう適切な維持管理に努める必要
があります。

スポーツを実際に「する人」だけではなく、スポーツ
の観戦など、スポーツを「観る人」、指導者やボラン
ティアなどスポーツを「支える人」に対しても、人々
が生涯にわたってスポーツに親しむことができる環境
を整備する必要があります。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点

生涯学習課 → → →

生涯学習課 → → →

②

R8 R9 R10 重点

生涯学習課 → → →

生涯学習課 → → →

③

R8 R9 R10 重点

生涯学習課 → → →

生涯学習課 → → →

生涯スポーツ活動の振興

施策内容

●スポーツ環境の提供など、各種団体や地域のスポーツサークルに対する支援を行います。
●橋本市体育協会などのスポーツ関係団体と連携を深めるとともに、高齢者、障がい者のスポーツ振興や健康づくり
に関して、市の関係各課と連携をとるなど、スポーツをするための組織体制の構築を図ります。

施策評価
今後の方針

児童がスポーツをする楽しさを体験するきっかけづくりのため、スポーツの基本となる「走る」に焦点を当てた小学
生リレーマラソンを実施し、将来のスポーツ人口の増加につなげていきます。

事業内容

子どもから高齢者まで幅広い年齢層を対象とした各種体育団体の育成振興のために、助成金を交付しています。さら
に、高校生以下の子ども達が全国大会に出場する際には激励金を交付しています。
令和6年度より小学生リレーマラソン大会を体育協会とともに開催しています。友達と走るというシンプルなスポー
ツイベントとすることで、子どもたちにスポーツをするきっかけを提供します。

方　向　性

市民体育振
興事業

子どもから高齢者まで幅広い年齢層を対象とした各種体育団体の育成
振興のために、補助金を交付します。また、「堀畑光久ひかり基金」
を活用し、高校生以下の全国大会出場者に激励金を交付します。

スポーツ推
進事業

令和6年度より小学生リレーマラソン大会を体育協会とともに開催して
います。友達と走るというシンプルなスポーツイベントとすること
で、子どもたちにスポーツをするきっかけを提供します。

スポーツ施設の充実

施策内容

●スポーツ活動の推進にあたり、安全で利用しやすいスポーツ施設の充実が必要不可欠となりますが、利用者の安全
性および快適性の維持をメインに点検業務を強化し、事後保全とならないよう、予防保全を心がけ、スポーツを実施
する環境整備を図ります。

施策評価
今後の方針

スポーツを実施する環境を整備するため、各施設の点検を行い事後保全とならないよう、予防保全を心がける必要が
あります。また、スポーツ施設の中規模改修や体育館の長寿命化改修の実施にあたり、各施設の今後の方針を決める
必要があります。

事業内容
体育施設について十分な経験と知識を有している団体に、社会体育施設や運動公園を管理委託しています。スポーツ
を実施する環境を維持するため、各施設の運営や点検、整備を行います。

方　向　性

社会体育施
設管理運営
事業

安全で利用しやすいスポーツ施設の提供のため、施設について十分な
経験と知識を有している団体に社会体育施設の管理を委託しています。
また、令和4年度からシステムを導入し、体育施設の予約をインターネット
環境で行えるようにし、利用者への利便性の向上を図っています。

橋本市運動
公園管理運
営事業

テニスコートやグラウンド、前畑・古川記念プールなどを有している
運動公園を、施設運営に関して十分な知識を有している団体を指定管
理者として運営しています。

スポーツをいかした交流・イベントの推進

施策内容

●毎年開催している橋本市民総合体育大会や橋本マラソンについては、市民交流に大きな役割を担っており、多くの
市民に参加してもらえるよう、イベントの開催方法を検討するとともに、参加者の拡大を図ります。
●子どもから高齢者までが一緒になって楽しめるスポーツイベントを開催し、世代を超えた市民交流を図ります。

施策評価
今後の方針

子どもから高齢者までが世代を超えて一緒になって楽しめるよう各事業を磨き上げ、より一層の市民交流を図ってい
きます。

事業内容

・各種体育団体が種別ごとで運営主体となる橋本市民総合体育大会を開催します。各種体育団体が主となって運営す
ることで、参加者を増やすことと同時に各団体員の部員増加につなげます。
・子どもから高齢者まで世代を超えて参加できる橋本市民総合体育大会や橋本マラソンを開催していきます。また、
(公財）文化スポーツ振興公社と連携し、運動公園などで幅広い年齢層を対象としたテニスサークルや走り方教室な
どを開催していきます。

方　向　性

体育振興団
体支援事業

市外からの参加者も多い市内最大のスポーツイベントである橋本マラ
ソンを開催していきます。

市民体育振
興事業

子どもから高齢者まで幅広く参加できる橋本市民総合体育大会を今後
も継続して開催します。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

実績 124 124 124 125 129 133 133

目標 30 35 40 45 50

実績 11.2 9.4 21.7 22.1 28.1 30.7 34.8

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 教育委員会事務局 関連部局 生涯学習課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

世界遺産　高野参詣道　黒河道の保全と活用の推進

文化財の保全と活用の推進

歴史的な環境や景観の保全

偉人の顕彰

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
9生涯にわたる生きがいづくりと心の豊かさを高め
るまちづくり

施策項目 34 歴史遺産

実現したい
まちの姿

歴史的及び文化的資源を保護するに止まらず、地域の歴史、文化財や偉人についての理解を深めることで、市民の故
郷への誇りと愛着に寄与しています。

1 指定・登録文化財件数 件 Ａ

2
「歴史遺産」施策に対
する満足度

% Ｂ

3 　

4 　

5 　

6 　

1
関係団体は、行政と協働で名誉市民の顕彰・継承に努めます。

2
市民・関係団体は、文化財への関心を深め、地域の歴史を理解する
ことにより、地域創造につなげます。

3
市民・関係団体は、行政と協働で文化財の保存・伝承に努め、活用
を図ります。

4

5

Ｂ

名誉市民を顕彰する目的で設立された団体などと協働し、偉人顕彰に努め、広くその功績を伝えます。関係者・団体とともに
文化財の保存・活用に努め、その価値や本市の歴史を広く伝えることで、市民の郷土愛を育みます。

今後も左記の取組みに加えて、新しく開館した郷土資
料館において講座等を実施します。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

生涯学習課 → → →

②

R8 R9 R10 重点化

生涯学習課 → → →

生涯学習課 → → →

③

R8 R9 R10 重点化

生涯学習課 → → →

④

R8 R9 R10 重点化

生涯学習課 → → →

生涯学習課 → → →

世界遺産　高野参詣道　黒河道の保全と活用の推進

施策内容
●黒河道の保全と整備を推進します。
●黒河道を知り、利用するための情報の発信の充実を図ります。

施策評価
今後の方針

業務委託を継続し黒河道の保全整備を図るとともに、観光担当課との連携を深め活用を図っていきます。

事業内容
和歌山県の補助金を活用し、適切な管理を行います。

方　向　性

黒河道管理
事業

県の補助金を活用し、黒河道を適切に管理します。
黒河道の状況を把握し、地理的にも詳しく、周辺土地所有者とも繋が
りのある地元団体を選出し、毎月の見回り活動や小改修を行っていま
す。

文化財の保全と活用の推進

施策内容

●文化財の保全活用に関する基本的なアクションプランである「文化財保存活用地域計画」の策定にむけ検討を進め
ます。
●文化財の調査とそれを理解するための資料の充実を図ります。
●文化財理解のための展示・講座・体験教室等の開催に努めます。
●文化財理解のための体制と施設の充実を図ります。

施策評価
今後の方針

毎年、国の補助金を活用し、各地区のだんじりの修繕を行います。また可能な限り、補助金を活用し、指定文化財の
保護に努めます。令和7年度に旧郷土資料館収蔵の資料の移転先を確定し、令和8年度の解体に向けての移転スケ
ジュールや方法を計画します。

事業内容

令和7年度に郷土資料館が開館しましたので、文化財理解のための展示・講座・体験教室等教育普及を推進します。
なお、文化財保護のため指定・登録文化財の件数の増加をめざします。

方　向　性

郷土資料館
令和７年度に開館した郷土資料館で、展示・講座・体験教室、資料の
整理を行います。また、そのために専任の専門職員の配置をします。

文化財保護
事業

現状は県の指定文化財である隅田八幡神社経塚出土品を国の重要文化
財にします。

歴史的な環境や景観の保全

施策内容

●貴重な文化遺産を取り巻く独自の文化的景観の保全を図るため、橋本市歴史文化的景観保全条例に基づき規制を行
います。
●災害などにより歴史的な環境や景観が損なわれた場合、県文化財担当課等の関係機関と連携し、早急に対応しま
す。

施策評価
今後の方針

黒河道など歴史的な環境景観保全を継続して図っていきます。また、災害などにより環境や景観が損なわれた場合、
観光担当課、県文化財担当課及び世界遺産文化センター等関係各所と連携し、早急に対応をしていきます。

事業内容
近年の気候変動に伴い、大型台風や大雨による被害等により文化財が被害を受ける事案が増えています。被害を受け
た場合は、今後も県や国と連携をしながら、早急に対応するようにします。

方　向　性

黒河道管理
事業

国の史跡でもあり、世界遺産でもある黒河道を適切に管理します。

偉人の顕彰

施策内容
●名誉市民を顕彰・継承していくためのイベント・広報などの実施に努めます。

施策評価
今後の方針

顕彰活動を行っている団体には引き続き支援をしていき、協働しながら顕彰を行っていきます。新しく開館した郷土
資料館では偉人の展示ゾーンを設け、継続してその功績を顕彰します。

事業内容

学校での学習会や、前畑氏、古川氏の漫画本やクリアファイルの配布等を行い、次世代の若者に興味を持ってもら
い、顕彰活動を進めていきます。
岡潔数学体験館にて、岡博士の資料展示や、算数・数学に関する講座などを展開します。

方　向　性

偉人顕彰事
業

前畑氏、古川氏の功績を後世に引き継ぐために顕彰事業を行っていま
す。今後も継続して、事業を行っていきます。

岡潔数学体
験館事業

岡潔博士の資料展示や講演会、学習会などによる顕彰事業、算数・数
学への関心を向上させるための講座などを展開します。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 25 30 38 45 50

実績 5.9 6.2 9.2 14.3 21.7 22 23.5

目標 1.8 1.82 1.84 1.86 1.88 1.9 1.92 1.95 1.97 2

実績 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 1

目標 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18

実績 17 15 0 0 5 0 0

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 教育委員会事務局 関連部局 生涯学習課 中央公民館・地区公民館 政策企画課

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

文化芸術活動に接する機会の充実

市民の文化芸術活動の支援の充実

国際交流の推進

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
9生涯にわたる生きがいづくりと心の豊かさを高め
るまちづくり

施策項目 35 文化芸術・国際交流

実現したい
まちの姿

地域の個性的な文化をいかした市民の文化・芸術活動が、多様な担い手によって成されているとともに、友好都市や
姉妹都市との交流が活発に行われることにより、心の豊かな視野の広い国際感覚、異文化への理解をもった、地域の
個性がいきる文化の創造が進んでいます。

1
「文化芸術・国際交
流」施策の満足度

% Ｂ

2
文化協会加盟団体の構
成員の割合（対総人
口）

％ Ｄ

3
英語スピーチコンテス
ト参加学校数

校 Ｅ

4 　

5 　

6 　

1
関係団体は、行政と協働で国際交流を深める活動に取り組みます。

2
関係団体は、団体間で協力し市民総合文化祭や県展橋本展をさらに
充実させ、市民の文化、芸術にふれあう機会の増進に取り組みま
す。

3

4

5

Ｃ

関係団体と協力しながら国際交流の取組みや支援を引き続き行います。
橋本市民総合文化祭、和歌山県美術展覧会橋本展の持続可能な運営と充実を図り、引き続き多くの方に文化芸術活動に触れる
機会を提供します。

市内在住の外国人も増えており、市内においても国際
交流できる場づくりを国際親善協会と連携していく。
文化、芸術にふれあう機会を提供し、関心を持つ層の
裾野を広げるよう努めます。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点

生涯学習課 → → →

生涯学習課 → → →

②

R8 R9 R10 重点

生涯学習課 → → →

③

R8 R9 R10 重点

生涯学習課 → → →

生涯学習課 → → →

文化芸術活動に接する機会の充実

施策内容
●感染症対策に配慮し、質の高い文化芸術を享受する機会の拡大や、地域資源や人材をいかした活動の促進などによ
り、人と人との交流を広げ、まちの活性化を図ります。

施策評価
今後の方針

文化協会と連携し準備の負担軽減を図るなど、市文化祭や県展橋本展の持続可能な開催の形を検討しながら、継続し
て文化芸術活動の機会を提供します。

事業内容

先行き不透明な時代の中、文化は人々に楽しさや感動、精神的な安らぎや生きる喜びをもたらします。また、人生を
豊かにするものであり、豊かな人間性を育てる上で重要です。現状では市民総合文化祭を開催しても若年層の作品が
少ないため、今後は各学校に呼びかけ、市民総合文化祭へのい出品及び観覧を呼びかけて行きます。

方　向　性

市民総合文
化祭事業

橋本市民総合文化祭実行委員会の委員と協力し、展覧会及び文化的イ
ベントを開催します。市民の芸術文化の振興に寄与することやを目的
とし、当日の会場では文化活動を通じて市民同士がお互いに交流を
し、生活の潤滑油となるような役割を目指します。

県展橋本展

県立橋本体育館にて展覧会を行い、広く美術作品の公募を行い、審
査、選考した優れた作品を県民及び市民に紹介することで、県民及び
市民のさらなる創作意欲の喚起を図り、芸術文化の振興に寄与するこ
とを目的とします。また小中学生の絵画、書、立体作品も展示し、若
年層の創作意欲を高め、次世代を担う芸術家の育成と美術文化の信仰
を図ることを目的とします。

市民の文化芸術活動の支援の充実

施策内容 ●文化芸術の振興を図るため、市民の文化・芸術活動への支援を行います。

施策評価
今後の方針

文化協会へ継続して支援を行うとともに、広く文化芸術活動を行っている個人や団体についても支援や顕彰を行って
いきます。

事業内容
市内全域にある文化団体の活動を支援します。

方　向　性

文化協会関
係

市内の文化団体が所属している文化協会に補助金を支出することによ
り、文化活動を援助します。

国際交流の推進

施策内容

●国際交流については、新型コロナウイルスの感染状況を勘案しつつ、世界とのつながりの重要性に鑑み、維持発展
に努めます。
●橋本市国際親善協会の協力により、世界各地の民族音楽や他国の食文化にふれることで、市民の国際感覚の高揚を
図ります。
●国際理解や国際意識の醸成を図るため、友好都市や姉妹都市との交流を推進します。

施策評価
今後の方針

国の史跡であり、世界遺産でもある黒河道近辺の景観を損なわないために、景観区域内において、土地の形状の変更
等を行う場合に申請書の提出を徹底するように指導します。

事業内容
橋本市国際親善協会と連携し国際交流DAYでの様々な国籍の方、世界の料理教室、市民総合文化祭「国際交流展」な
どで国際交流をはかっています。

方　向　性

国際交流の
推進

市内在住の外国人の方と交流をはかるだけでなく、外国からの転入の
方で日本語が困難な場合に、橋本市国際親善協会とも連携することで
対応することも検討していきます。

学生親善大
使派遣

橋本市の姉妹都市である、米国カリフォルニア州ロナパーク市を訪問
し、国際的な視野に立つ人材を育成するとともに両市の相互理解と友
好親善を深めます。現在は受入れ先の組織がなくなり途絶えている
が、国際親善協会と連携し、交流再開に向けて努めてまいります。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75

実績 65 67 74 70 59 63 60

目標 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

実績 28 19 22 20 26 43 45

目標
実績
目標
実績
目標
実績
目標
実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

主管部局 教育委員会事務局 関連部局 生涯学習課 教育支援センター

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

青少年の健全育成活動の充実・交流の促進

立ち直り支援の充実

環境浄化活動の実施

青少年の健全育成に関わる人材の育成

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
9生涯にわたる生きがいづくりと心の豊かさを高め
るまちづくり

施策項目 36 青少年健全育成

実現したい
まちの姿

青少年の問題行動に対し、学校・関係機関と連携した対応がなされ、また市少年非行の未然防止活動を実施すること
により、青少年非行が少しでも少なくなる社会が構築されています。

1
ジュニアリーダー研修
事業等の参加者に占め
る青年リーダーの割合

％ Ｂ

2
非行防止活動（見回り
活動）の実施（年間）

回 Ａ

3 　

4 　

5 　

6 　

1
市民・関係団体は、行政と協働で街頭補導を実施し、非行や犯罪の
防止に努めます。

2

関係団体は、行政と連携のもと、子ども会、公民館、児童館と青年
リーダーとの協働による地域の子どもの健全育成活動に取り組みま
す。

3

4

5

Ｂ

学校や関係機関と連携した対応ができています。近年ではＳＮＳ等によるネット上のトラブルが増加・悪質化の傾向にあるた
め、リーフレット等による啓発活動をさらにすすめ、使用する少年自身や保護者に気づかせる必要があります。
今後さらに青少年の健全育成を継続的に進めていくために、現在の課題に適合したものとなるよう取組を見直ししていく必要
があります。

長期休業中の補導活動の充実に努めます。また、青少
年補導員会のブロック別事業の充実や関係各団体との
連携強化を図ります。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

教育支援セ
ンター

→ → →

生涯学習課 → →

②

R8 R9 R10 重点化

教育支援セ
ンター

→ → →

③

R8 R9 R10 重点化

教育支援セ
ンター

→ → →

青少年の健全育成活動の充実・交流の促進

施策内容

●講習会や研修会等を通じて青少年の健全育成活動の充実と交流の促進を図ります。
●非行防止を図るため、学校警察青少年センター連絡協議会等との情報共有を推進します。
●補導件数が増加する長期休業中の補導活動を強化します。
●万引き防止、電車マナーアップキャンペーン、ネットマナー等の啓発を充実します。
●子どもの健やかな成長にむけて、スマホ利用に関するリーフレットを配布し啓発するとともに「橋本市子どもスマ
ホ宣言」を推進します。
●魅力ある子ども会活動を促進します。

施策評価
今後の方針

青少年非行を未然に防止するため、学校警察教育支援センター連絡協議会等との情報共有に努め、子どもたちが健や
かに成長できるようにアプローチしていきます。

事業内容

警察等の協力を得ながら消費者被害についての情報を収集・整理し、子どもが被害を被らないように情報発信を行い
ます。また、SNSで大麻等の薬物を入手する若者が増加していることへの注意喚起を行います。

方　向　性

青少年健全
育成事業

子どもにとって身近なアイテムとなったスマホ等の利用に関するリー
フレットを作成・配布します。
警察等の協力を得ながら青少年の薬物乱用の実情を知り、子どもたち
への啓発活動を行います。

はしもとこ
どもまつり
事業

子どもたちがさまざまな経験をできる場を提供し、子どもたちが企
画・運営に参加するイベントを実施を検討します。

立ち直り支援の充実

施策内容

●こども家庭センター、警察、教育相談センターと連携して、青少年の心情を吐露することのできる場を提供し、精
神的な安定を図ります。
●青少年の不安等を緩和するため、電話・メールでの相談について広報等で周知を図ります。

施策評価
今後の方針

召致指導は、少年の心情を吐露することのできる場を提供し、精神的な安定を図る「心の居場所づくり」のために行
うこと、ぐ犯行為の段階から適切な指導を入れることの大切さを学校等に伝わるよう努めます。また、保護者の思い
にも寄り添えるよう努めます。

事業内容

こども家庭センター、警察、学校、教育相談センター等と情報共有できる関係をより構築し、対象者の改善点を見出
すことに努めます。

方　向　性

青少年健全
育成事業

学校生活や家庭での生活態度や行動について関係機関と連携しながら
改善点を見出し、支援や指導の中で本人に気づかせる働きかけをしま
す。

環境浄化活動の実施

施策内容

●有害図書等は減少傾向にあります。「ヤギの箱」の設置場所を検討していきます。
●コンビニエンスストア、ゲームセンター、カラオケ店へ立ち入り調査し、啓発を行います。

施策評価
今後の方針

国の史跡であり、世界遺産でもある黒河道近辺の景観を損なわないために、景観区域内において、土地の形状の変更
等を行う場合に申請書の提出を徹底するように指導します。

事業内容

有害図書等の回収状況についての分析を行い、有害図書の回収状況や回収するために適切な設置場所の検討を行いま
す。
成年年齢が18歳に引き下げられましたが、たばこや酒類は20歳に達していないと販売できないことを市内の取扱店に
出向き周知します。（継続）

方　向　性

青少年健全
育成事業

１２月３月を除く月末に「やぎの箱」の点検・回収を行っています。
たばこや酒類の販売店に、購入者が20歳に達していることが明らかで
ある場合を除いて年齢確認をするよう協力依頼を行います。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

109



④

R8 R9 R10 重点化

生涯学習課 → → →

青少年の健全育成に関わる人材の育成

施策内容

●橋本市青少年育成市民会議と協働で青少年の健全育成にかかわる人材を育成します。
●ジュニアリーダー研修会参加者や市内の高等学校に働きかけて、青年リーダーの育成と活用を図ります。

施策評価
今後の方針

ジュニアリーダーリーダーの活躍を図り、将来の青年リーダーにつなげます。青年リーダーが中心となり事業を運営
することで、将来の青年リーダーの育成を図ります。

事業内容

青年リーダーを増員するため、高等学校での説明会を実施します。また子ども冒険村が近年の異常な暑さの中でも実
施可能なものとなるよう行います。その中で青年リーダーが成長できるよう支援を行います。

方　向　性

子ども冒険
村事業

小学５年生を対象に仲間づくりの大切さを学ぶなど、交流を深める機
会を作ります。またこの事業の企画運営を担う高校生大学生から構成
される青年リーダーの育成にも努めます。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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■一覧表へ

１．＜施策の概要＞

2－１．＜施策評価結果：目標値の達成状況＞
単位 年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 評価

目標 86.4 86.8 87.2 87.6 88 88 88 88 88 88

実績 86 87 87 86 85 85 86

目標 43.6 45.2 46.8 48.4 50 51 52 53 54 55

実績 15 9 14 19 27 25 30

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

２－２．＜施策評価結果：市民・団体・事業者などの取組み内容（協働の取組み）＞
No.

２ー３．＜施策評価結果：施策全体の方針＞

２ー４．＜施策評価結果：構成する施策＞

施策評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

主管部局 総合政策部 関連部局 地域振興室

目標名

Ａ：進捗率100％以上 Ｂ：進捗率50％以上 Ｃ：数値が上昇しているが進捗率50％未満 Ｄ：数値が下降しており達成に遅れがある Ｅ：数値が大幅に下降(20％以上)

役割分担 今後の方針

総合評価 施策全体の方針

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

構成する施策

市民活動の支援

協働のまちづくりの推進

地域コミュニティの活性化

Ａ：想定上の効果があり進捗は良好 Ｂ：想定どおりの効果があり進捗は順調 Ｃ：一定の効果があるが、一部で進捗に遅れがある Ｄ：効果は限られ進捗に遅れがある Ｅ：効果が表れていない、取り組みができていない

令和 8 年度　　実施計画書

基本目標
【Ⅲ】子どもから高齢者までともに育み学び合
うまち

政策
9生涯にわたる生きがいづくりと心の豊かさを高め
るまちづくり

施策項目 37 地域コミュニティ

実現したい
まちの姿

地域コミュニティが活性化され、多くの市民が地域のまちづくり活動に主体的に参画することで、多様な主体による
「協働によるまちづくり」が進んでいます。

1 自治会加入率 ％ Ｂ

2
「地域コミュニティ」
施策の満足度

％ Ｂ

3 　

4 　

5 　

6 　

1
市民・事業者・関係団体は、行政と情報を共有することで連携を強
化します。

2
事業者は、事業者の持つ資源や技術をいかして、市民だけではでき
ない取組みを支援します。

3
関係団体は、団体の持つ情報の輪を地域づくりにいかすとともに、
他の団体やNPO 等の活動に関心を持ち、連携して取り組みます。

4
市民・事業者・関係団体は、「橋本市の自治と協働をはぐくむ条
例」について理解を深めます。

5
市民は自分たちのまちに関心を持ち、自分たちのまちをよく知るた
めに、情報を出し合い共有しま

Ｂ

「協働によるまちづくり」実現のためには、「橋本市の自治と協働をはぐくむ条例」の理念醸成が必要不可欠です。今後も
区・自治会をはじめ市民の皆さんへの条例周知に取り組むとともに、こどもパンフ等を活用した小学校での出前講座を検討し
ます。また、協働実践団体である「はしもとプラチカ」の活動を通じてより多くの方へ協働のまちづくりの考え方を周知し、
市民の参加から市民の参画へとつなげていきます。
第2層協議体の地区割りをベースに橋本市全地域10地区で、R10の第3次長期総合計画スタートを目途に福祉を中心とした地域運
営組織設立を目指します。

住み慣れた地域で、子どもから高齢者まで地域全体で
支えあいながら、市民、議会、NPO、行政が力を合わ
せ、安全安心な生活が送れるまちの実現を目指しま
す。
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３．＜施策内容と主な事業＞

①

R8 R9 R10 重点化

地域振興室 → → →

地域振興室 ↑ → →

②

R8 R9 R10 重点化

地域振興室 → → →

地域振興室 → → →

地域振興室 → ↑ → ◎

地域振興室 → → → ◎

市民活動の支援

施策内容

●幅広い世代の市民の知識や経験、技能を市民活動にいかしていくため、活動する個人・団体の情報の収集・発信と
事業の周知を図ることにより市民力の活用を進めます。
●市民活動団体等が主体的に地域課題の解決にむけて行う活動に対して、「地域づくり活動交付金」を交付します。
●市民やボランティア団体、NPO 等の活動をより一層活発化させるため、市民活動サポートセンターを中心とした支
援体制を推進します。またボランティア等の市民活動を希望する人とボランティアの手助けを必要とする人のマッチ
ングに努めます。

施策評価
今後の方針

市民活動サポートセンター指定管理では、令和9年度で配置人員を増やし、講座等のソフト面の充実を図り利用者の
増加及び市民満足度の向上を目指します。

事業内容

ボランティア活動保険の掛金補助を継続して実施することで、市民の地域活動への参画を促します。
市民活動サポートセンターを設置し、市民の自主的で営利を目的としない社会貢献活動を支援しています。
令和8年度に市民活動サポートセンターの職員数を増やし、新規講座を実施することで、新たな層の利用者増加を図
ります。

方　向　性

ボランティ
ア活動保険
掛金補助事
業

ボランティア活動保険の掛金を補助することにより、人にやさしい市
民協働のまちづくりを推進します。
市民が安心かつ自立して地域社会づくりに参加できるよう、市民公益
活動に参加する市民に対し、掛け金補助を行います。

市民活動サ
ポートセン
ター委託事
業

市民の自主的で営利を目的としない社会貢献活動を支援するため、市
民活動サポートセンターを設置しています。会議室の貸し出しや、ボ
ランティア人材のマッチングや研修等を行っていますが、現在の施設
運営は職員1名体制で、講座等を企画する余裕がないため、指定管理の
協定更新の令和9年度から配置人員を増やすことで、講座等のソフト面
の充実を図り利用者の増加を目指します。

協働のまちづくりの推進

施策内容

●地域懇談会を実施し「橋本市の自治と協働をはぐくむ条例」を周知することで、地域の方々に協働によるまちづく
りの重要性を理解してもらい、区長会と第2 層協議体の地区割りをベースに福祉を中心とした地域運営組織の設立を
めざします。
●意見交換、情報交換の場に多くの市民参加はありますが、若年層・女性の参加が少なく、今後は市内在住外国人を
含めた、幅広い年齢層が参加できる体制づくりを検討します。

施策評価
今後の方針

協働実践の見える化を進めることで、幅広い年齢層が参画できる体制づくりに取り組みます。また、教育委員会と連
携し、協働に関するパンフレットやすごろくの授業での活用方法を検討し、幼少期から協働にふれる機会を提供する
ことで将来の地域の担い手を育成します。
橋本市協働の基本指針の見直しを行い、今後の取り組みの方向性を定めます。

事業内容

市民が協働のまちづくりに触れることができる場を設けるなど、協働のまちづくりが市民にとって身近なものとなる
よう場づくり、環境づくりに努めます。
地域運営組織の設立に向け、第2層協議体、共育コミュニティや地域を中心とした活動を行う団体と共に活動を行う
機会を積極的に設け、各種団体との連携を強化していきます。
子どもたちが協働に触れる機会を増やし、将来の地域担い手の育成に努めます。

方　向　性

自治と協働
をはぐくむ
条例

平成31年に制定した橋本市の自治と協働をはぐくむ条例の内容が橋本
市にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうか、効果を検証し、
必要に応じて見直しを行う橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会を設
置し、条例の実効性を担保しています。また委員会では、検証活動に
加え、協働の推進活動や周知活動を行っています。
令和6年度に作成した子ども向けのパンフレットを活用した、小学校6
年を対象とした出前講座の実施など、子どもたちが協働に触れる機会
を創出していきます。
第4期はぐくむ委員の任期満了となる令和9年で自治基本条例策定委員
会設立から10年の歩みを冊子にまとめる。

地域づくり
活動交付金

地域課題の解決のために主体的に取り組む団体の活動に対して、その
経費の一部を支援することで、団体活動の活発化と市内への波及を図
ります。

地域運営組
織

令和6年度に実施した2地区でのタウンミーティング（地域の将来を考
えよう）を継続して開催することで地域住民の協働意識の向上を図
り、令和7年度では1地区で地域運営組織設立準備会の設立し、令和8年
度で地域運営組織の設立を目指します。

自治と協働
の実践事業

令和6年度に引き続き、連続講座みんなでチャレンジを実施し、「地域
活動を行いたいが、どう始めればいいかわからない」、「仲間と出会
いたい」と考えている皆さんに地域活動の第一歩を踏み出していただ
くほか、協働の見える化を図るための取り組みを検討します。協働実
践団体であるはしもとプラチカは令和9年度から市団体からの独立を目
指しているため、自主運営のための準備を令和8年度までに検討確立す
る必要があります。

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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③

R8 R9 R10 重点化

地域振興室 → → →

地域振興室 → → →

地域振興室 → → →

地域コミュニティの活性化

施策内容

●区・自治会は平時だけでなく、災害などの緊急時においても共助として果たす役割
が大きいため、市民に対して地域コミュニティの重要性の認識を高めるとともに、転
入時、市窓口で案内チラシの配布を行うことで、区・自治会の魅力を伝え、加入の
促進を図ります。
●地域の区・自治会活動を市全体のコミュニティ活動の向上につなげるため、区・自
治会間の連携を促進します。

施策評価
今後の方針

橋本市地域運営組織のベースとなる第2層協議体を支援し地域力を向上させ、そこに自主防災会、共育コミュニ
ティ、地域食堂等を加える形で、地域運営組織の設立を目指します。また、各課の補助金を棚卸し、SDGs交付金に追
加拡充することで、区・自治会運営の負担軽減を図ります。
SDGs交付金の交付事例を周知することにより、交付金の申請意欲を増大し、自らの判断と創意工夫により持続可能で
よりよい地域社会の実現に資するための活動を支援します。

事業内容

各課の補助金を棚卸し、持続可能な地域コミュニティ発展交付金に追加拡充することで、区・自治会の申請に係る負
担を軽減するとともに自らの判断と創意工夫により持続可能でよりよい地域社会の実現に資するための活動を継続し
て支援します。今後も他課が所管する自治会に関する補助金についても追加可能であるものがあれば引き続き検討を
していきます。

方　向　性

集会所新築
改修補助事
業

区・自治会が地区集会所の新築・改修・解体及び集会所の管理運営等
を行う際に要する経費に対し補助金を交付することで、地域における
生活文化の向上や相互扶助機能の強化等安全で快適な地域づくりの発
展に努めます。

広報配布委
託事業

区・自治会と協働で市広報等を配布することにより市民に市政情報の
提供を行っています。
また、市民サービス情報等、市政情報を市民に伝えることで、市民や
地域活動の活性化に寄与しています。

持続可能な
地域コミュ
ニティ発展
交付金事業

令和4年度から区・自治会関連補助金を集約し、持続可能な地域コミュ
ニティ発展交付金を創設し、申請書や事業報告書等を一本化したこと
で、区・自治会の負担軽減に貢献しました。
また、令和6年度より「地域の特色を活かした事業に対する補助」とし
て区・自治会で独自に取り組んでいる地域活動に対して上乗せ交付を
しています。対象となる4事業のうち、デジタル化推進事業について
は、令和8年度にデジタル回覧板に変更し、区・自治会が取り組みやす
く継続できそうな事業となるよう心がけています。そのほか令和7年度
より既存の公園管理の委託補助等を同交付金へ組み込みました。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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＜基本姿勢の主な事業＞

① 情報共有の推進

R8 R9 R10 重点化

秘書広報課

秘書広報課

② 市民参画の推進

R8 R9 R10 重点化

地域振興室

政策企画課 ↑ → →

③ 広域行政の推進

R8 R9 R10 重点化

政策企画課 → → →

④ 産官学との連携

R8 R9 R10 重点化

政策企画課 → → →

【基本方針１】協働によるまちづくり

主管部局 総合政策部

施策内容

市民と行政がまちづくりの方向性を共有し、地域の課題や市の取組みに関する相互理解を深めるた
め、市民と双方向の情報交流を進め、まちづくりへの市民の積極的な参画を促します。行政情報につ
いての分かりやすいコンテンツの作成、多様な手段での情報発信と情報収集に努め、市民との対話を
大切にし、情報共有を推進します。

方　向　性

情報共有の推進 施策7に掲載

市政20周年事業 施策7に掲載

主管部局 総合政策部

施策内容

市民と行政がそれぞれの役割を認識しながら、市民があらゆる分野におけるまちづくりに主体的に参
画できる環境を整備することで、多様な主体による「協働のまちづくり」を推進します。

方　向　性

市民参画の推進 施策37に掲載

デジタル地域通
貨（Hashi-Mo）
活用事業

ボランティア、セミナー・講座、イベントの参加者や、各分
野での施策や課題に対する活動等にハシモを付与し、市内経
済循環と市民協働の推進を図ります。また、物価高騰対策と
して、くらし応援給付金としてハシモによる給付を実施しま
す。

【基本方針２】多様な連携の推進

主管部局 総合政策部

施策内容

環境対策、防災対策、医療、福祉に関する地域を越えた課題については、自治体間の連携を図ること
で、効率的に対応するとともに、交通、観光、生涯学習、文化芸術等の分野においても、固有の魅力
をいかしながら、広域行政の推進を図ります。

方　向　性

連携等協議会事
業

河内長野市・橋本市・五條市広域連携協議会や吉野川・紀の
川流域協議会の取り組みを行い、近隣市や流域など目的に
沿った連携を行います。

主管部局 総合政策部

施策内容
多様化・複雑化する行政や地域の課題解決をめざすため、大学や民間事業者との研究・人的交流を進
めるとともに、専門的知識を活用するなどの連携を図ります。

方　向　性

産官学連携事業

企業との包括連携協定等による他分野での連携推進、大学と
の連携による共同研究や技術の活用を図ります。また、企業
版ふるさと納税の拡大、外部人材の活用など、民間事業者等
との関係づくりを行います。

令和 8 年度　　実施計画書 【行政推進の基本姿勢】

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 推進課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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⑤ 健全な財政運営の推進

R8 R9 R10 重点化

政策企画課 → → → ◎

財政課 → → →

総務課 → → →

税務課 → → →

出納室 → → →

出納室 → → →

出納室 ↑ → →

出納室 ●

⑥ 効果的・効率的な行政運営

R8 R9 R10 重点化

政策企画課 ↑ ↑ → ◎

財政課 ↑ → →

財政課 ↑ ↑ → ◎

【基本方針３】持続可能な行政運営

主管部局 総務部

施策内容

費用対効果の高い予算編成と効率的な予算執行に努めるとともに、財政の透明性を高め、市民に対す
る説明責任を適切に果たせるよう、統一的な基準による財務書類等を作成・公表するなど、分かりや
すい財政情報の提供に取り組みます。
　また、税負担の公平性の確保と適正な納税の維持や、公共施設の効率的な維持管理と削減・統廃合
による分野横断的な再編、普通財産の売却や賃貸借など、行政資源の有効活用を図ります。　さら
に、市内公共施設の老朽化が進行していることを踏まえ、市民のニーズや財政的負担も勘案しなが
ら、市役所庁舎の建て替えの在り方について検討します。

方　向　性

新庁舎等のシビッ
クゾーン整備

基本構想の基本理念や方針を基に、令和8年度は、新庁舎エリアの
魅力向上、交流・協働など共創拠点を目指し、導入機能や施設計
画、民間活力導入可能性調査、事業手法の決定など、市民ワーク
ショップを開催しながら基本計画の策定を行います。

適正な公共施設等
整備による安定し
た財政運営

公共施設等総合管理計画（令和7年3月改訂・計画期間令和7年度～
令和16年度）に基づき、施設改修等を計画的に行うことにより、
財政負担の軽減・平準化と公共施設等の最適な配置に取り組みま
す。

普通財産等の適切
な管理・運営

保持する計画のない普通財産については、売却や有償貸付等によ
る収益確保に努め、適切な管理・運営を行います。

適正な納税

税負担の公平性の確保と適正な納税の維持を目指し、未納の市税
について滞納整理を推進します。

会計事務の効率化
システム等により出納室で一括起票、一括支払いすることで各課
の市税等公金収納事務の効率化及びペーパレス化を図ります。

伝票事務の効率的
執行

　電子決裁(伝票）システムを導入することで、各課の事務の効率
化及びペーパレス化が図られます。

手数料負担の削減

　今後、窓口収納についても手数料が必要となるため、納付書に
QRコードやバーコードを付すことで手数料の軽減を図ります。こ
のことについては、システム改修が必要となるため、納付書を発
行する原課と政策企画課と出納室と共に対応します。

公金収納処理業務
標準化対応業務

市税等公金収納事務につて、基幹系システム標準化に伴う改修対
応を行い、市税等徴収業務の効率化、正確性を向上させ、安定し
た業務の継続を図ります。

主管部局 総務部

施策内容

PDCA サイクルによる進捗管理の仕組みを推進し、施策の進捗状況や成果について検証するとともに、
事務事業の必要性・有効性・効率性などについても検証・分析を行い、見直し・改善に取り組みま
す。
また、民間との適切な役割分担のもと、コスト削減やサービス向上が期待できるものは、施設や業務
の性質を見極めた上で、アウトソーシング化や指定管理者制度の活用、民間委託の拡大に取り組むな
ど、民間活力やノウハウを有効に活用することで、より質の高い行政サービスの提供を図ります。

方　向　性

長期総合計画

市の将来の在り方やその実現に向けた施策等の方針を示す次期長
期総合計画についてアンケート調査、ワークショップ等を実施
し、本構想及び基本計画の策定に取り組みます。

施設使用料の見直
し

定期的に実施すべき施設使用料の見直しについて、次回（令和10
年度予定）の見直しに向けた必要な調査等を行い、受益者負担に
基づいた持続可能な施設利用を図ります。

アウトソーシング
の推進

窓口や内部事務の一部でのアウトソーシングを推進し、捻出され
た人員をお困りごとの相談など行政の役割が増えると見込まれる
分野へ振り向けることにより、業務改革を進めると同時に市民
サービスの向上へつなげます。

主な事業 主担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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⑦ 行政情報システムの構築と事務効率の向上

R8 R9 R10 重点化

政策企画課 → → →

⑧ 人材の育成と効果的な組織体制

R8 R9 R10 重点化

職員課 ↑ → → ◎

職員課 → → →

政策企画課 → → →

主管部局 総合政策部

施策内容

　行政情報システムの一括管理・一元化により、情報関連コストの削減と内部事務の効率化を図ると
ともに、多様化・高度化する新たな脅威に対する情報セキュリティ対策を強化します。また、デジタ
ル技術の導入・活用を通じ、「橋本DX 推進計画」に基づき、「安心・安全で利便性の高い暮らし」、
「持続可能な市政運営」を進めます。

方　向　性

DX推進計画

各分野でのデジタル技術の活用を図るとともに、基幹系システム
の標準化を進めます。

主管部局 総合政策部

施策内容

職員研修の充実と多様化により、政策形成能力や創造的能力、コスト意識、経営感覚並びにチャレン
ジ精神に満ちた人材の育成につなげます。また、人事評価制度を活用することで、能力・実績に基づ
く人事管理を徹底するとともに、評価者と被評価者の面談によるコミュニケーションを通じて、職員
の士気向上と主体的な能力開発につなげます。
　組織体制については効果的・効率的な人員配置と、適正な定員管理に取り組むとともに、部門間の
連携を強化し、社会情勢の変化に柔軟に対応できる組織体制の構築に取り組みます。

方　向　性

人材育成

人材育成基本方針に基づき、多面的な視点で物事を考え、地域の
ために積極的に行動できる職員を育てることを目標としていま
す。そのために、若手職員を中心とした職員に効果的な研修を行
い、仕事を進めるうえで必要な知識やスキルを身につけます。ま
た、一人ひとりの職員が自ら目標に向かって挑戦できる意欲や主
体性を育てることを重視します。その過程で、学んだ知識や得た
情報などを上手に組み合わせて活用できる能力を高めることを目
指します。

組織体制の強化

職員が仕事とプライベートを両立させ、男女関係なくそれぞれの
能力や個性を活かせる環境づくりを目指します。これを実現する
ために、効果的で適切な人員配置を行います。そのためには、社
会の状況やニーズの変化にも柔軟に対応できるように、職員の人
数や配置を適切に管理し、計画的に職員の採用を進めていきま
す。

機構の適正化

市民のニーズや社会情勢等への対応、各施策を効果・効率的に進
めるため、組織・機構・業務分担などの見直しを行います。

↘【方向性】　新規：●　拡充：↑　維持：→　縮小： 　重点化事業：◎

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）

主な事業 担当課 事業概要（目的、内容）
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